
 

 

 

 

 

 

18 被災者生活再建支援法の適用 
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18 被災者生活再建支援法の適用 

 

18－1 被災者生活再建支援法の適用にかかる被害状況報告書 

番      号 

令和 年 月 日 

被災者生活再建支援法の適用にかかる被害状況報告書 

 

 茨城県知事 大井川 和彦 殿 

 

市町村長名        印 

 このことについて、被災者生活再建支援法施行令第１条の基準に該当する災害が発生しましたので下

記のとおり報告します。 

 

記 

 

 

災 害 発 生 日 時 

 

令和  年  月  日  午前・午後   時   分 

災害の原因及び概況 

 

 

 

被害の状況 

災害発生場所 

（町・字名） 

人口 
全 壊 

世帯数 

半 壊 

世帯数 

床上浸水 

世 帯 数 
備   考 

 人 世帯 世帯 世帯  

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

合  計 
 

 

    

注１：被災者生活再建支援法施行令第１条第１号に該当する市町村にあっては全ての項目を記載すること。 
注２：被災者生活再建支援法施行令第１条第２号、３号に該当する市町村にあっては、全壊世帯数のみ記載

すること。 
注３：被災者生活再建支援法施行令第１条第４～６号に該当する市町村にあっては、人口及び全壊世帯数を

記載すること。 



 

 

 

 

 

 

19 河川及び水防        
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19 河川及び水防        

19－１ 河川の位置図 
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19－２ 河川（準用）現況総括表 

（令和5年3月31日現在）  

河川の種類 河川管理者 水系名 河川数（本） 
延   長（km） 

左  岸 右  岸 計 

一 級 河 川 

国土交通大臣 

利根川  11 510.74 174.94 685.68 

久慈川   3 47.80 47.80 95.60 

那珂川   4 60.50 60.50 121.00 

小計  18 619.04 283.24 902.28 

茨 城 県 知 事 

利根川  90 792.20 777.65 1,569.85 

久慈川  33 301.62 301.62 603.24 

那珂川  65 375.70 373.00 748.70 

小計 188 1,469.52 1,452.27 2,921.79 

合   計 199 2,088.56 1,735.51 3,824.07 

二 級 河 川 茨城県知事  28 189.52 190.65 380.17 

総      計 227 2,278.08 1,926.16 4,204.24 

 

※河川数（本）の合計は、国土交通大臣管理区間の上流部に知事管理区間の存する河川（７河川）を除

いて集計しているため、小計の計と一致していない。 

 

〈参考〉準用河川の現況 

                     （令和4年3月31日現在） 

河川の種類 河川管理者 河 川 数 延 長（km） 

準用河川 市町村長 99 230.990 
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19－３ ダムの設置状況及び建設計画概要 

（平成31年３月31日現在） 

水系河川名 ダ ム 名 設置位置 ダムの型式 
堤高 

ｍ 

堤頂長 

ｍ 

集水面積 

km2 

有効貯水容量 

m3 

洪水調節量 

（ダム地点） 

m3／Ｓ 

事業費 

億 円 
備 考 

利根川水系

権現堂川 
権現堂調節池 

猿島郡五霞町

川 妻 
自然越流堰 14.5 89.5 120.0 3,702,000 360－240＝120 300 

Ｈ４．３ 

完  成 

那珂川水系

藤井川 
藤 井 川 ダ ム 城里町下古内 

重力式コン

ク リ ー ト 
37.5 90.0 70.0 4,212,000 545－210＝335  55 

Ｈ22．３ 

再開発 

完成 

那珂川水系

飯田川 
飯 田 ダ ム 笠 間 市 飯 田 〃 33.0 219.5 13.8 2,240,000  90－ 30＝ 60 104 

Ｈ４．３ 

完  成 

久慈川水系

竜神川 
竜 神 ダ ム 

常 陸 太 田 市 

下 高 倉 町 
〃 45.0 90.0 13.5 2,700,000 110－ 20＝ 90  41 

Ｓ54．３ 

完  成 

十王川水系

十王川 
十 王 ダ ム 

日立市十王町

友 部 
〃 48.6 205.5 37.7 2,100,000 390－230＝160 139 

Ｈ６．３ 

完  成 

花貫川水系

花貫川 
花 貫 ダ ム 高 萩 市 秋 山 〃 45.3 223.6 44.0 2,000,000 360－185＝175  25 

Ｓ48．３ 

完  成 

大北川水系

花園川 
水 沼 ダ ム 

北 茨 城 市 

華川町小豆畑 
〃 33.7 140.0 37.0 1,660,000 350－170＝180  6 

Ｓ41．６ 

完  成 

大北川水系

大北川 
小 山 ダ ム 高 萩 市 横 川 〃 65.0 462.0 79.7 15,000,000 880－190＝690 460 

Ｈ18．３ 

完  成 
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19－４ 水防時における連絡系統図 
水防警報（水位周知河川）〔96～105ﾍﾟｰｼﾞ〕・〔水防指令・決壊時の通報〔344～349ﾍﾟｰｼﾞ〕・立退の指示

洪水予報、予報、警報〔連絡系統は88～95ﾍﾟｰｼﾞ〕
水位・雨量情報〔各河川の水防団待機水位・氾濫注意水位81～87ﾍﾟー ｼﾞ〕
他の情報
洪水予報、水防警報、水位雨量情報

水

　
防

　
〔

　
洪

　
水

　
・

　

高

　
潮

　
な

　

ど

　

〕

消防庁

国土交通省

水管理・国土保全局河川情報センター

　　　　関 東 地 方 整 備 局

 
　 河川部水災害予報センター
　 　　　　 水災害対策センター
　 　　　　 地域河川課
　 利根川上流河川事務所
　 利根川下流河川事務所
　 江戸川河川事務所
　 常陸河川国道事務所
　 下館河川事務所
　 霞ヶ浦河川事務所

東日本電信電話株式会社

または
西日本電信電話株式会社

県防災・危機管理課

気 象 庁 大 気 海 洋 部

水 戸 地 方 気 象 台

宇 都 宮 地 方 気 象 台

銚 子 地 方 気 象 台

水 防 管 理

団 体

市 町 村
水 防 事 務 組 合

水 防 団
消 防 署 ・ 団

土 木 部

出 先 機 関

土 木 事 務 所
工 事 事 務 所
工 務 所
港 湾 事 務 所
下 水 道事 務所

テレビ・ラジオ・新聞等

による住民等への広報

警 察 署

駐 在 所
交 番

県 警 察 本 部

警 備 課

陸 上 自 衛 隊 施 設 学 校

茨 城 県 河 川 課

テ レ ホ ン サ ー ビ ス
茨 城 県 河 川 情 報
インターネット サー ビス

報 道 機 関 （ 放 送 ・ 新 聞 ）

住 民

水防活動

※決壊時の通報

立場の指示・勧告、助

言

予報・警報、

洪水予報

水防警報・水防指令

水位・雨量情報

（直轄・県分）

※水位の通報

※水防・災害報告

資料の提出 特別警報、警報、

注意報、気象情報

水防警報

予報・警報

水位・雨量情報

河川等の巡視

水防団・消防団

の出動
警戒

応援

決壊時の処置

水位・雨量

の観測

居住者への水防義務

立退指示

洪水予報

水防活動の参加

各種状況の報告

予報・警報、

洪水予報

水防警報・水防指令

水位

決壊時の通報

〔直接国土

交通省へも〕

水防報告

・災害報告

洪水予報

水防警報

水位

決壊時の通報

指定河川洪水予報、指定河川水位情報

桜川洪水予報

応援要請

指定河川洪水予報

特別警報、警報、

注意報、気象情報

水防活動援助

水防活動

指
示
の
通
報

援
助
要
求
・立
退

特別警報、警報、注意報、気象情報、指定河川洪水予報

河川環境課

防災課

保全課
砂防計画課

指
定
河
川
洪
水
予
報

指定河川洪水予報（警報のみ）、特別警報、

気象警報、緊急地震速報（警報のみ）、

大津波警報、津波警報

指
定
河
川
洪
水
予
報
（警
報
の
み
）、
特
別
警
報
、
気
象
警
報
、
緊
急
地

震
速
報
（警
報
の
み
）、
大
津
波
警
報
、
津
波
警
報

災害報告・水防報告

水 防 本 部

茨 城 県

土 木 部

河 川 課

県 災 害 対 策 本 部
特
別
警
報
、
警
報
、
注
意
報
、
気
象
情
報

（一部）

※印は国土交通省の管轄出張所へ

も直接連絡する
洪水予報

指定河川洪水予報、指定河川水位情報
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19－５ 重要水防箇所評定基準 

  

(1) 直轄管理区間 

種    別 
重    要    度 

要 注 意 区 間 
Ａ 水防上最も重要な区間 Ｂ 水防上重要な区間 

越水 

 （溢水） 

 計画高水流量規模の洪水の

水位（高潮区間の堤防にあって

は計画高潮位）が現況の堤防高

を超える箇所。 

 計画高水流量規模の洪水水

位（高潮区間の堤防にあって

は計画高潮位）と現況の堤防

高との差が堤防の計画余裕高

に満たない箇所。 

 

堤体漏水 堤防の機能に支障が生じる

堤体の変状の履歴（被災状況が

確認できるもの）があり、類似

の変状が繰り返し生じている

箇所。 

堤体の土質、法匂配等からみ

て堤防の機能に支障が生じる

堤体の変状の生じるおそれが

あり、かつ堤防の機能に支障が

生じる堤体の変状の履歴（被災

状況が確認できるもの）がある

箇所。 

水防団等と意見交換を行い、

堤体漏水が生じる可能性が特

に高いと考えられる箇所。 

堤防の機能に支障が生じる

堤体の変状の履歴（被災状況

が確認できるもの）があり、

安全が確認されていない箇

所、又は堤防の機能に支障は

生じていないが、進行性があ

る堤体の変状が集中している

箇所。 

堤防の機能に支障が生じる

堤体の変状の履歴（被災状況

が確認できるもの）はないが、

堤体の土質、法匂配等からみ

て堤防の機能に支障が生じる

堤体の変状の生じるおそれが

あると考えられる箇所。 

水防団等と意見交換を行

い、堤体漏水が生じる可能性

が高いと考えられる箇所。 

 

 

基礎地盤漏水 堤防の機能に支障が生じる

基礎地盤漏水に関係する変状

の履歴（被災状況が確認できる

もの）があり、類似の変状が繰

り返し生じている箇所。 

基礎地盤の土質等からみて

堤防の機能に支障が生じる変

状の生じるおそれがあり、かつ

堤防の機能に支障が生じる

基礎地盤漏水に関係する変状

の履歴（被災状況が確認でき

るもの）があり、安全が確認

されていない箇所、又は堤防

の機能に支障は生じていない

が、進行性がある基盤漏水に

関係する変状が集中している
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堤防の機能に支障が生じる基

礎地盤漏水に関係する変状の

履歴（被災状況が確認できるも

の）がある箇所。 

水防団等と意見交換を行い、

基礎地盤漏水が生じる可能性

が特に高いと考えられる箇所。 

箇所。 

堤防の機能に支障が生じる

基礎地盤漏水に関係する変状

の履歴（被災状況が確認でき

るもの）はないが、基礎地盤

漏水の土質等からみて堤防の

機能に支障が生じる変状の生

じるおそれがあると考えられ

る箇所。 

水防団等と意見交換を行

い、基礎地盤漏水が生じる可

能性が高いと考えられる箇

所。 

 

種    別 
重    要    度 

要 注 意 区 間 
Ａ 水防上最も重要な区間 Ｂ 水防上重要な区間 

水衝・洗掘  水衝部にある堤防の前面の

河床が深掘れしているがその

対策が未施工の箇所。 

 橋台取り付け部やその他の

工作物の突出箇所で、堤防護岸

の根固め等が洗われ一部破損

しているが、その対策が未施工

の箇所。 

 波浪による河岸の決壊等の

危険に瀕した実績があるが、そ

の対策が未施工の箇所。 

 水衝部にある堤防の前面の

河床が深掘れにならない程度

に洗掘されているが、その対

策が未施工の箇所。 

 

工作物  河川管理施設等応急対策基

準に基づく改善措置が必要な

堰、橋梁、樋管その他の工作物

の設置されている箇所。 

 橋梁その他の河川横断工作

物の桁下高等が計画高水流量

規模の洪水の水位（高潮区間の

堤防にあっては計画高潮位）以

下となる箇所。 

 橋梁その他の河川横断工作

物の桁下高等と計画高水流量

規模の洪水の水位（高潮区間

の堤防にあっては計画高潮

位）との差が堤防の計画余裕

高に満たない箇所。 
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工事施工    出水期間中に堤防を開削

する工事箇所又は仮締切り

等により本堤に影響を及ぼ

す箇所。 

新堤防・破堤防

跡・旧川跡 

   新堤防で築造後３年以内

の箇所。 

 破堤跡又は旧川跡の箇所。 

陸閘    陸閘が設置されている箇

所。 

 

 注）重点区間 

    水防活動上の必要性に応じて、特に水防時に重点的に巡視すべき区間 
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(2) 県管理区間（河川） 

種 別 

基                   準 

Ａ 水防上最も重要な区間 Ｂ 水防上重要な区間 

堤 防 高 

（流下能力） 

１．計画高水位又は、既往最大水位に対

し堤防余裕高が無いか、堤防高が不足

しているため、最も危険が予想される

箇所 

２．近年の出水により、氾濫等の実績が

あり背後地が人家密集等で危険が予

想される箇所 

１．計画高水位又は、既往最大水位に対

し堤防余裕高が少なく、危険が予想さ

れる箇所 

２．近年の出水により、氾濫等の実績が

あり背後に被害が生じると予想され

る箇所 

 

堤防断面 

１．堤防断面が上下流に比べ狭く、既往

洪水流量に対し最も危険が予想され

る箇所 

２．天端幅の狭い箇所（一般にカミソリ

堤といわれるもの） 

３．近年の出水により、氾濫等の実績が

あり背後地が人家密集等で危険が予

想される箇所 

１．堤防断面が上下流に比べ部分的に狭

く、既往洪水流量に対し危険が予想さ

れる箇所 

２．天端幅の狭い箇所（一般にカミソリ

堤といわれるもの） 

３．近年の出水により、氾濫等の実績が

あり背後地に被害が生じると予想さ

れる箇所 

堤体強度 

堤体あるいは基礎地盤の土質軟弱

等により法崩壊、急激な沈下等の実績

がある箇所 

 

堤体あるいは基礎地盤の土質軟弱

等により法崩壊、急激な沈下等が予想

される箇所 

漏  水 

１．堤体又は基礎地盤より漏水の実績が

あるが、対策が未施工の箇所 

２．漏水の実績は無いが、その恐れが十

分に予想される箇所 

１．堤体又は基礎地盤より清水が湧出し

た実績があり、その対策が未施工の箇

所 

２．漏水の実績は無いが、その恐れが予

想される箇所 

水  衝 

１．洪水時の水衝部において護岸が 未

施工の箇所 

２．洪水時の水衝部において護岸が度々

破損される箇所 

３．破堤又は破堤寸前程度までの決壊等

の実績がある箇所 

 

 

１．洪水時の水衝部となり、護岸はある

が完全とは考えられない箇所 

２．護岸が古くなって効用が著しく 減

じられている箇所 

 

洗  掘 

１．堤脚又は護岸の根固め等が洗掘され

ており、その対策が未施工の箇所 

２．水制等が破損して危険が予想される

箇所 

１．河床の低下等が著しく護岸・堤脚等

の洗掘される恐れのある箇所 

工事施工 

１．２年以上にまたがり、かつ出水期に

やむなく施工せざるを得ない工事で、

樋管等の工作物が堤防を横断して開

削をしている箇所 

２．築堤、掘削工事等のために堤防を横

断方向に開削している箇所 

３．工事施工に伴い、その期間中出水期

に危険が予想される箇所 

１．樋管、橋台等施工箇所で堤防護岸が

未施工の箇所 

２．堤防を開削する工事箇所又は仮締切

り等により堤防に影響を及ぼす箇所 
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種 別 

基                   準 

Ａ 水防上最も重要な区間 Ｂ 水防上重要な区間 

工 作 物 

１．取水堰、樋管等の堤防横断工作物で

設置時期が古く、不等沈下、漏水等に

より不慮の事故が予想される箇所 

２．橋梁その他河川横断工作物の桁下高

等により通水断面が過小で、特に 注

意が必要な箇所 

１．橋脚、可動堰等で通水に障害が生じ

やすい箇所 

新 堤 防 

破 堤 跡 

旧 川 跡 

被災箇所 

１．新堤防で築造１年以内の箇所 

 

１． 新堤防で築造３年以内の箇所 

２． 破堤跡又は旧川の箇所 

３． 過去に被災実績のある箇所 

地  震 

１．「堤体強度」A評価の箇所 

２．過去の地震において堤防が被災した

実績があり、その対策が未施工の箇所 

１．「堤体強度」B評価の箇所 

２．過去の地震において堤防が被災した

実績のある箇所 
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(3) 県管理区間（海岸） 

種別 
基準 

A 水防上最も重要な区間 B 水防上重要な区間 

高潮 

 既設堤防高が計画外力に対する所要の高さを

満たしてなく、背後地に重要交通網または人口

が集中し、越波に対する危険度が高い箇所 

 既設堤防高が計画外力に対する所要の高さを

満たしてなく、A区間以外の箇所 

 または、既設堤防高は所要の高さを満たして

いるものの、海象条件によっては越波のおそれ

がある箇所 

侵食 

 近年の汀線後退が著しく、H.W.L.時には砂浜

幅が極端に狭くなる箇所 

 または、高波浪時に波が堤防基部まで遡上し、

洗堀による被災の危険度が高い箇所 

 顕著な汀線後退は見受けられないものの、年

に１度程度の割合で、一時的な局所侵食が発生

するなど、海象条件によっては洗堀による被災

のおそれがある箇所 

施設の老朽化 

 維持管理マニュアル*1等による点検結果にお

いて、健全度の判定が「Aランク」の箇所 

 または、築造後 30 年以上が経過し、明らかに

躯体の変状・劣化が著しい箇所や消波施設の沈

下・散乱により所要の機能が発現されていない

箇所 

 維持管理マニュアル*1等による点検結果にお

いて、健全度の判定が「Bランク」および「C

ランク」の箇所 

 または、築造後の経過年数が比較的長く、致

命的な影響はないものの、変状・劣化が多く確

認される箇所や消波施設の沈下・散乱により所

要の機能が減少しつつある箇所 

堤防の開口部 

 高波浪や津波来襲時に閉鎖できなければ、背

後地にある重要交通網または人口が集中する箇

所などが、浸水による被害を受ける恐れがある

箇所 

 高波浪や津波来襲時に閉鎖できなければ、背 

後地が浸水による被害を受ける恐れがある箇所 

地震 

 耐震点検マニュアル*2による結果において、

レベル１地震動に対する耐震性能（堤体の安定

性および液状化）の危険度判定が「高」の箇所 

 または、東日本大震災時に、液状化が主たる

被災要因となった箇所 

 耐震点検マニュアル*2による結果において、

レベル１地震動に対する耐震性能（堤体の安定

性および液状化）の危険度判定が「中」の箇所 

      
※1 海岸保全施設維持管理マニュアル 令和 2年 6月   
※2 海岸保全施設耐震点検マニュアル 平成 7年 4月   
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19－６ 重要水防箇所一覧表 

(1) 統計表（河川） 

【利根川水系】 

河 川 名 
箇所数計 

（箇所） 

延 長 計 

（ｍ） 

Ａ Ｂ 要注意区間 

箇所数 

（箇所） 

延 長 

（ｍ） 

箇所数 

（箇所） 

延 長 

（ｍ） 

箇所数 

（箇所） 

延 長 

（ｍ） 

 利根川 401  107,299  34  5,294  327  91,439  40  10,566  

 鬼怒川 314  63,324  20  734  251  45,462  43  17,128  

 小貝川 549  132,552  17  440  526  131,775  6  337  

 霞ヶ浦 212  82,153  0  0  171  71,422  21  10,731  

 北浦 237  46,147  1  0  233  46,233  3  50  

 鰐川 18  7,319  0  0  13  4,778  5  2,541  

 常陸利根川 94  27,741  3  491  54  17,536  37  9,714  

 横利根川 5  946  2  0  3  946  0  0  

 江戸川 15  1,297  1  0  13  1,248  1  49  

 大谷川 15  4,240  8  0  7  4,240  0  0  

 飯沼川 4  2,463  0  0  4  2,463  0  0  

 渡良瀬川 30  5,756  0  0  30  5,756  0  0  

（直轄小計） 1,894  481,237  86  6,959  1,632  423,298  156  51,116  

 山田川 7  5,290  2  290  5  5,000  0  0  

 巴川 4  9,980  4  9,980  0  0  0  0  

 鉾田川 6  1,080  6  1,080  0  0  0  0  

 前川 5  5,460  2  2,480  3  2,980  0  0  

 稲井川 2  2,340  2  2,340  0  0  0  0  

 夜越川 4  3,800  0  0  4  3,800  0  0  

 小野川 5  21,500  0  0  5  21,500  0  0  

 乙戸川 6  32,920  6  32,920  0  0  0  0  

 桜川 54  51,870  18  15,970  36  35,900  0  0  

 逆川 1  45  0  0  1  45  0  0  

 山口川 2  160  2  160  0  0  0  0  

 新川 3  3,400  3  3,400  0  0  0  0  

 城下川 2  1,780  2  1,780  0  0  0  0  

 園部川 2  2,800  2  2,800  0  0  0  0  

 恋瀬川 26  50,750  12  20,350  14  30,400  0  0  

 天ノ川 1  1,250  0  0  1  1,250  0  0  

 川又川 1  950  0  0  1  950  0  0  

 北浦川 15  9,500  2  2,200  13  7,300  0  0  

 西浦川 2  4,000  2  4,000  0  0  0  0  

 谷田川 2  52  2  52  0  0  0  0  
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河 川 名 
箇所数計 

（箇所） 

延 長 計 

（ｍ） 

Ａ Ｂ 要注意区間 

箇所数 

（箇所） 

延 長 

（ｍ） 

箇所数 

（箇所） 

延 長 

（ｍ） 

箇所数 

（箇所） 

延 長 

（ｍ） 

  西谷田川 5  25,970  5  25,970  0  0  0  0  

中通川 10  10,310  10  10,310  0  0  0  0  

谷口川 4  2,740  0  0  4  2,740  0  0  

真木川 2  450  0  0  2  450  0  0  

八間堀川 8  6,660  8  6,660  0  0  0  0  

糸繰川 2  3,300  0  0  2  3,300  0  0  

大谷川 2  3,400  0  0  2  3,400  0  0  

五行川 1  200  0  0  1  200  0  0  

新利根川 12  10,283  2  6,000  10  4,283  0  0  

破竹川 2  313  2  313  0  0  0  0  

大正堀川 2  5,600  0  0  2  5,600  0  0  

相野谷川 4  6,400  4  6,400  0  0  0  0  

 千代田堀川 2  1,620  0  0  2  1,620  0  0  

将門川 4  2,300  0  0  4  2,300  0  0  

山川 6  3,440  2  1,040  4  2,400  0  0  

北台川 5  3,100  0  0  5  3,100  0  0  

豊坂川 3  3,510  1  10  2  3,500  0  0  

田川 6  8,960  4  1,960  2  7,000  0  0  

飯沼川 14  68,220  1  0  13  68,220  0  0  

東仁連川 10  22,450  6  7,450  4  15,000  0  0  

横仁連川 2  3,000  0  0  2  3,000  0  0  

江川 1  0  0  0  1  0  0  0  

西仁連川 27  83,280  0  0  27  83,280  0  0  

宮戸川 10  27,950  0  0  10  27,950  0  0  

女沼川 10  10,000  2  7,260  8  2,740  0  0  

五霞落川 3  1,000  0  0  3  1,000  0  0  

向堀川 1  0  0  0  1  0  0  0  

矢作川 1  0  0  0  1  0  0  0  

（県 小計） 309  523,383  114  173,175  195  350,208  0  0  

合  計 2,203  1,004,620  200  180,134  1,827  773,506  156  51,116  

 

【那珂川水系】 

河 川 名 
箇所数計 

（箇所） 

延 長 計 

（ｍ） 

Ａ Ｂ 要注意区間 

箇所数 

（箇所） 

延 長 

（ｍ） 

箇所数 

（箇所） 

延 長 

（ｍ） 

箇所数 

（箇所） 

延 長 

（ｍ） 

那珂川 146  68,810  104  52,375  41  16,235  1  200  

桜川 38  7,435  22  1,387  16  6,048  0  0  

涸沼川 13  12,940  13  12,940  0  0  0  0  
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河 川 名 
箇所数計 

（箇所） 

延 長 計 

（ｍ） 

Ａ Ｂ 要注意区間 

箇所数 

（箇所） 

延 長 

（ｍ） 

箇所数 

（箇所） 

延 長 

（ｍ） 

箇所数 

（箇所） 

延 長 

（ｍ） 

藤井川 20  3,651  16  2,977  4  674  0  0  

（直轄小計） 217  92,836  155  69,679  61  22,957  1  200  

涸沼川 33  36,222  17  15,050  16  21,172  0  0  

石川川 8  9,595  8  9,595  0  0  0  0  

後谷川 2  1,600  0  0  2  1,600  0  0  

涸沼前川 4  6,760  2  4,660  2  2,100  0  0  

枝折川 2  840  0  0  2  840  0  0  

桜川 4  640  0  0  4  640  0  0  

稲田川 4  1,200  0  0  4  1,200  0  0  

中丸川 5  10,620  3  7,820  2  2,800  0  0  

大川 2  3,372  2  3,372  0  0  0  0  

新川 3  920  0  0  3  920  0  0  

桜川 2  1,200  0  0  2  1,200  0  0  

逆川 1  45  0  0  1  45  0  0  

沢渡川 2  5,476  2  5,476  0  0  0  0  

早戸川 6  4,550  0  0  6  4,550  0  0  

大井川 2  1,600  2  1,600  0  0  0  0  

境川 2  1,150  2  1,150  0  0  0  0  

田野川 3  1,040  3  1,040  0  0  0  0  

藤井川 6  1,930  3  130  3  1,800  0  0  

西田川 4  1,870  4  1,870  0  0  0  0  

塩子川 1  200  0  0  1  200  0  0  

江川 2  400  0  0  2  400  0  0  

桂川 4  800  0  0  4  800  0  0  

緒川 18  2,783  5  1,170  13  1,613  0  0  

国長川 1  10  0  0  1  10  0  0  

小田野川 1  100  0  0  1  100  0  0  

大沢川 2  1,000  0  0  2  1,000  0  0  

（県 小計） 124  95,923  53  52,933  71  42,990  0  0  

合  計 341  188,759  208  122,612  132  65,947  1  200  

 

【久慈川水系】 

河 川 名 
箇所数計 

（箇所） 

延 長 計 

（ｍ） 

Ａ Ｂ 要注意区間 

箇所数 

（箇所） 

延 長 

（ｍ） 

箇所数 

（箇所） 

延 長 

（ｍ） 

箇所数 

（箇所） 

延 長 

（ｍ） 

久慈川 142  50,458  99  38,651  41  11,807  2  0  

山田川 75  18,530  17  2,896  56  15,143  2  491  

里川 75  17,703  66  16,422  8  1,248  1  33  

（直轄小計） 292  86,691  182  57,969  105  28,198  5  524  
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河 川 名 
箇所数計 

（箇所） 

延 長 計 

（ｍ） 

Ａ Ｂ 要注意区間 

箇所数 

（箇所） 

延 長 

（ｍ） 

箇所数 

（箇所） 

延 長 

（ｍ） 

箇所数 

（箇所） 

延 長 

（ｍ） 

久慈川 53  27,238  37  20,832  16  6,406  0  0  

茂宮川 3  670  1  70  2  600  0  0  

亀作川 2  300  0  0  2  300  0  0  

里川 10  2,210  0  0  10  2,210  0  0  

源氏川 3  3,490  0  0  3  3,490  0  0  

浅川 9  1,150  1  0  8  1,150  0  0  

玉川 2  120  0  0  2  120  0  0  

滝川 2  260  1  60  1  200  0  0  

押川 14  3,953  11  3,593  3  360  0  0  

浅川 2  100  0  0  2  100  0  0  

初原川 6  4,950  2  600  4  4,350  0  0  

八溝川 2  800  0  0  2  800  0  0  

（県 小計） 108  45,241  53  25,155  55  20,086  0  0  

合  計 400  131,932  235  83,124  160  48,284  5  524  

 

【二級水系】 

河 川 名 
箇所数計 

（箇所） 

延 長 計 

（ｍ） 

Ａ Ｂ 要注意区間 

箇所数 

（箇所） 

延 長 

（ｍ） 

箇所数 

（箇所） 

延 長 

（ｍ） 

箇所数 

（箇所） 

延 長 

（ｍ） 

里根川 10  2,560  3  800  7  1,760  0  0  

江戸上川 1  0  1  0  0  0  0  0  

大北川  6  3,780  5  3,780  1  0  0  0  

花園川 7  800  7  800  0  0  0  0  

塩田川 6  6,800  0  0  6  6,800  0  0  

関根川 19  8,700  5  1,000  14  7,700  0  0  

花貫川 11  1,620  3  80  8  1,540  0  0  

小石川 6  1,880  2  450  4  1,430  0  0  

十王川 13  4,190  6  2,690  7  1,500  0  0  

大沼川 2  550  2  550  0  0  0  0  

瀬上川 2  140  2  140  0  0  0  0  

県  計 83  31,020  36  10,290  47  20,730  0  0  

 

【全水系 合計】 

直  轄 2,403  660,764  423  134,607  1,798  474,453  162  51,840  

県 624  695,567  256  261,553  368  434,014  0  0  

合  計 3,027  1,356,331  679  396,160  2,166  908,467  162  51,840  
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(2) 統計表（海岸） 

 

海 岸 名 
箇所数計 

（箇所） 

延 長 計 

（ｍ） 

Ａ Ｂ 

箇所数 

（箇所） 

箇所数 

（箇所） 

神岡下海岸 1  347  0  1  

神岡上海岸 5  2,300  4  1  

磯原海岸 5  1,523  4  1  

下桜井海岸 2  935  1  1  

足洗海岸 3  1,405  1  2  

粟野海岸 1  70  1  0  

小野矢指海岸 3  835  1  2  

赤浜海岸 3  2,479  1  2  

高戸海岸 2  1,271  0  2  

有明海岸 1  680  0  1  

高浜海岸 1  1,400  0  1  

伊師海岸 2  3,877  0  2  

小木津海岸 4  666  3  1  

日高海岸 2  1,169  2  0  

田尻海岸 1  209  1  0  

滑川海岸 3  1,086  2  1  

宮田海岸 3  1,558  1  2  

助川海岸 3  560  0  3  

会瀬海岸 3  200  0  3  

成沢海岸 5  238  2  3  

多賀海岸 3  2,200  0  3  

河原子海岸 1  6  0  1  

金沢海岸 3  1,286  2  1  

平磯海岸 2  1,175  1  1  

阿字ヶ浦海岸 3  996  2  1  

磯崎海岸 1  700  0  1  

磯浜海岸 1  500  1  0  

成田海岸 1  4,341  1  0  

大貫海岸 1  375  1  0  

上釜海岸 3  3,500  0  3  

玉田海岸 3  2,400  1  2  

勝下海岸 2  2,600  0  2  

柏熊海岸 2  1,400  0  2  

大竹海岸 3  3,273  0  3  

汲上海岸 4  3,200  0  4  
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海 岸 名 
箇所数計 

（箇所） 

延 長 計 

（ｍ） 

Ａ Ｂ 

箇所数 

（箇所） 

箇所数 

（箇所） 

上沢海岸 4  2,454  0  4  

飯島海岸 2  200  0  2  

上幡木海岸 1  1,160  0  1  

大小志崎海岸 1  1,414  0  1  

武井釜海岸 1  684  0  1  

浜津賀海岸 1  779  0  1  

荒井海岸 1  796  0  1  

青塚海岸 1  1,215  0  1  

角折海岸 1  1,416  0  1  

荒野海岸 1  1,619  0  1  

小山海岸 1  769  0  1  

清水海岸 1  1,100  0  1  

明石海岸 1  823  0  1  

神向寺海岸 1  327  0  1  

小宮作海岸 1  933  0  1  

下津海岸 1  1,067  0  1  

常陸那珂港区海岸 1  22  1  0  

大洗港区海岸 4  871  4  0  

川尻港海岸 1  70  0  1  

日立港区海岸 2  150  2  0  

会瀬漁港海岸 1  2,063  0  1  

河原子港海岸 2  692  1  1  

水木漁港海岸 1  2,307  0  1  

鹿島港海岸 1  5,210  0  1  

平潟漁港海岸 1  2,207  0  1  

大津漁港海岸 1  979  1  0  

磯崎漁港海岸 2  1,564  1  1  

平磯漁港海岸 1  2,817  0  1  

那珂湊漁港海岸 1  903  0  1  

波崎漁港海岸 1  1,075  0  1  

合計 126  88,446  43  83 
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19－７ 各河川の水位観測所位置図 
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19－８ 河川の量水標の位置、水防団待機水位(通報水位)、氾濫注意水位(警戒水位)、氾濫危険水位(危険水位)(法12条) 

 水位が警戒水位を超えるときは、量水標管理者は水位状況を報道機関、茨城県河川課テレホンサービスにより公表するものとする。 

河川名 

量 水 標 所 在 地 

平水位 

水防団 

待機 

水位 

氾濫 

注意

水位 

避難 

判断

水位 

氾濫 

危険

水位 

計画高 

水位 

過去最高水位 

零点高 

堤防天端高 

量水標管理者 
観測所 郡 市 町 村 大 字 

最高 

水位 
年月日 左 岸 右 岸 

久慈川 下野宮
しものみや

 久慈郡 大子町 下野宮  2.60  2.80  3.10  3.40  5.76  5.91  令元.10.12 
T.P. 

＋121.88 

T.P. 

＋121.89 

T.P. 

＋121.90 
大子工務所長 

〃 久慈
く じ

川橋
がわばし

 〃 〃 大子  3.30  3.70  4.10  4.50  7.82  7.69  令元.10.13 
T.P. 

＋93.65 

T.P. 

＋103.80 

T.P. 

＋100.19  
〃 

〃 下津原
しもつはら

橋
ばし

 〃 〃 袋田  4.70  5.00  6.20  6.70  9.17  10.60  令元.10.13 
T.P.  

＋79.96 

T.P.  

＋89.99 

T.P.  

＋89.42 
〃 

〃 舟生
ふにゅう

橋
はし

 
常陸大

宮市 
  家和楽 -0.39 2.20  2.80  3.30  3.60  6.73  5.63  平 11.７.14 

T.P. 

＋43.39 

T.P. 

＋48.89 

T.P. 

＋58.160 
常陸大宮土木事務所長 

〃 岩 崎
いわさき

 〃   岩崎       8.90  令元.10.13    〃 

〃 山 方
やまがた

 〃   山方 -1.12      5.08  昭 22.9.16 
T.P. 

＋37.708 

T.P. 

＋43.460 

T.P. 

＋46.100 
国土交通省 

〃 富 岡
とみおか

 〃   富岡 -1.79 1.50  2.50  2.90  3.50  6.09  5.73  令元.10.13 
T.P. 

＋16.548 

T.P. 

＋22.940 

T.P. 

＋22.210 
〃 

〃 榊
さかき

橋
ばし

 日立市   
下土木

内町 
0.14 2.70  3.70  6.30  6.70  7.54  7.65  昭 61.８.５ 

T.P. 

＋0.098 

T.P. 

＋10.270 
 〃 

茂宮川 大和田
お お わ だ

 〃   
大和田

町 
0.27 2.10  2.40  2.80  3.10  3.98  4.21  平 6.10.21 

T.P. 

-0.20 

T.P. 

＋3.75 

T.P. 

＋4.07 
高萩工事事務所長 

里 川 小菅
こすが

 
常陸太

田市 
  小菅 0.22      4.46  令元.10.12 

T.P.＋

178.49 

T.P.+186

.65 

T.P.+182

.02 
常陸太田工事事務所長 

〃 町屋
まちや

 〃   
西河内

下町 
0.79 1.90  2.50  2.70  3.00  4.20  4.32  令元.10.12 

T.P. 

＋46.52 

T.P. 

+51.16 

T.P. 

+52.98 
〃 

〃 機
はた

初
ぞめ

 〃   幡町 -0.36 2.00  3.00  3.00  3.10  4.60  3.99  昭 61.8.5 
T.P. 

＋8.197 

T.P. 

+14.180 

T.P. 

+14.430 
国土交通省 

山田川 常
とき

井橋
い は し

 〃   大方町 -0.43 2.00  3.00  3.50  3.80  4.45  3.64  昭 52.9.20 
T.P. 

＋17.233 

T.P. 

+23.130 

T.P. 

+23.330 
〃 

浅 川 大 方
おおかた

 〃   大方 0.36 2.19  2.66  3.11  3.24  4.17  4.50  昭 61.8.5 
T.P. 

＋14.81 

T.P. 

+19.36 

T.P. 

+19.53 
常陸太田工事事務所長 

玉 川 下村田
しもむらた

 
常陸大

宮市 
  下村田 0.22        

T.P. 

＋14.94 

T.P. 

+19.35 

T.P. 

+19.36 
〃 

押  川 上 岡
うわおか

 久慈郡 大子町 上岡 -0.49 1.90  2.10  2.70  2.80  3.98  3.70  昭 22.6.13 
T.P. 

＋113.77 

T.P. 

+118.78 

T.P. 

+118.62 
大子工務所長 
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河川名 

量 水 標 所 在 地 

平水位 

水防団 

待機 

水位 

氾濫 

注意

水位 

避難 

判断

水位 

氾濫 

危険

水位 

計画高 

水位 

過去最高水位 

零点高 

堤防天端高 

量水標管理者 
観測所 郡 市 町 村 大 字 

最高 

水位 
年 月 日 左 岸 右 岸 

那珂川 小口
こぐち

 
栃木県 

那須郡 

那珂川

町 
小口 0.53 4.00  5.00  5.00  5.50  9.67  6.54  令元.10.13 

T.P. 

＋99.783 

T.P. 

＋09.940 

T.P. 

＋11.570 
国土交通省 

〃 野口
のぐち

 
常陸大

宮市 
  野口 -1.55 2.50  3.50  4.10  4.50  7.56  6.48  令元.10.13 

T.P. 

＋21.756 

T.P. 

＋29.490 

T.P. 

＋28.610 
〃 

〃 水府
す い ふ

橋
ばし

 水戸市   根本 1.33 3.00  4.00  5.40  5.80  8.36  9.78  令元.10.13 
T.P. 

-1.317 

T.P. 

＋9.040 

T.P. 

＋10.420 
〃 

涸沼川 

(那珂川) 水府
す い ふ

橋
ばし

 〃   根本 1.33 3.00  4.00  5.20  5.70  8.36  9.15  昭 61.8.5 
T.P. 

-1.317 

T.P. 

＋9.040 

T.P. 

＋10.420 
〃 

桜 川 

(那珂川) 水府
す い ふ

橋
ばし

 〃   根本 1.33 3.00  4.00  7.80  8.10  8.36  9.15  昭 61.8.5 
T.P. 

＋1.317 

T.P. 

＋9.040 

T.P. 

＋10.420 
〃 

藤井川 

(那珂川) 野口
のぐち

 
常陸大

宮市 
  野口 -1.55 2.50  3.50  4.20  4.70  7.56  6.80  昭 22.9.16 

T.P. 

＋21.756 

T.P. 

＋29.490 

T.P. 

＋28.610 
〃 

涸沼川 間
ま

黒
ぐろ

 笠間市   
日向片

庭町 
 2.10  2.50  2.63  3.02  3.22  3.48  平 26.10.6 

T.P. 

＋38.37 

T.P. 

＋42.48 

T.P. 

＋43.20 
水戸土木事務所長 

〃 加賀田
か が た

 〃   
下加賀

田 
 2.30  2.80  3.58  3.92  4.06  3.63  平 27.9.10 

T.P. 

＋20.98 

T.P. 

＋24.80 

T.P. 

＋25.54 
〃 

〃 川
かわ

根橋
ね ば し

 〃   押辺            〃 

〃 高 橋
たかはし

 
東茨城

郡 
茨城町 奥の谷 0.8 3.10  3.30  4.24  4.71  5.29  5.07  平 26.10.6 

T.P. 

-0.24 

T.P. 

＋5.82 

T.P. 

＋5.52 
〃 

〃 下石崎
しもいしざき

 〃 〃 下石崎 0.61 1.30  1.54      4.00  昭 13.6.30    〃 

石川川 入野
い の

橋
ばし

 水戸市   
下入野

町 
           〃 

〃 三又
みつまた

橋
ばし

 〃   大場町 0.81      2.54  平 23.9.22 
T.P. 

-0.57 

T.P. 

＋2.31 

T.P. 

＋4.21 
〃 

大谷川 下太田
したおおた

 鉾田市   下太田            鉾工事事務所長 

涸沼前川 長岡橋
ながおかばし

 
東茨城

郡 
茨城町 長岡 -0.67       3.65  平 23.9.22    水戸土木事務所長 

中丸川 関戸
せきど

 
ひたち

なか市 
  柳沢 0.4      2.62  令元.10.13 

T.P. 

-0.33 

T.P. 

+2.14 

T.P. 

+2.03 
常陸大宮土木事務所長 

桜 川 千波
せんば

 水戸市   下梅香 1.51      2.15  平 23.9.22 
T.P. 

＋1.72 

T.P. 

＋7.92 

T.P. 

＋6.06 
水戸土木事務所長 

沢渡川 沢渡
さ わ ど

橋
ばし

 〃   
自由が

丘 
           〃 
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河川名 

量 水 標 所 在 地 

平水位 

水防団 

待機 

水位 

氾濫 

注意

水位 

避難 

判断

水位 

氾濫 

危険

水位 

計画高 

水位 

過去最高水位 

零点高 

堤防天端高 

量水標管理者 
観測所 郡 市 町 村 大 字 

最高 

水位 
年 月 日 左 岸 右 岸 

西田川 西田
に し だ

橋
ばし

 水戸市   藤井町 0.76      4.53  平 27.9.10 
T.P. 

＋4.29 

T.P. 

＋9.36 

T.P. 

＋9.46 
水戸土木事務所長 

境 川 田谷
た や

町
ちょう

 〃   田谷町          
T.P. 

＋6.95 

T.P. 

＋7.19 
〃 

緒 川 下桧沢
しもひさわ

 
常陸大

宮市 
  下桧沢 0.29 1.14  1.50     3.19  令元.10.12 

Y.P. 

＋110.06 

Y.P. 

＋17.730 

Y.P. 

＋17.605 
常陸大宮土木事務所長 

〃 下
しも

小瀬
お せ

 〃   下小瀬 0.09 1.50  2.00     2.57  令元.10.12 
Y.P. 

＋43.45 

Y.P. 

＋47.411 

Y.P. 

＋47.403 
〃 

〃 久
く

根下
ね し た

橋
はし

 〃   野口平            〃 

利根川 八斗
や っ た

島
じま

 

群馬県 

伊勢崎

市 

  
八斗島

町 
-2.43 0.80  1.90  3.10  4.10  5.28  5.28  昭 22.９.15 

Y.P. 

＋45.232 
8.14 8.11 国土交通省 

〃 栗 橋
くりはし

 
埼玉県 

久喜市 
  栗橋 -0.71 2.70  5.00  7.60  9.20  9.90  9.61  令元.10.13 

Y.P. 

＋11.070 
12.29 11.48 〃 

〃 芽吹
め ぶ き

橋
はし

 
千葉県 

野田市 
  目吹 -2.24 2.00  5.00  6.90  7.40  7.94  7.88  令元.10.13 

Y.P. 

＋6.145 
9.84 9.48 〃 

〃 取手
とりで

 取手市   新町 -1.78 2.50  5.40  6.90  7.40  7.93  8.99  昭 16.７.23 
Y.P. 

＋2.989 
12.96 14.45 〃 

〃 押 付
おしつけ

 
北相馬

郡 
利根町 

押付新

田 
-0.62 3.10  5.75  7.10  7.80  8.03  9.22  昭 16.７.23 

Y.P. 

＋1.750 
12.62 12.00 〃 

〃 横
よこ

利根
と ね

 稲敷市   西代 1.06 2.10  2.85  3.90  4.40  5.02  5.74  昭 25.８.６ 
Y.P. 

＋0.021 
9.36 9.38 〃 

〃 須賀
す が

 
千葉県 

印旛郡 
栄町 和田 0.5 2.75  4.95    7.40  8.33  昭 16.７.23 

Y.P. 

＋0.623 
10.59 11.38 〃 

常陸利

根川 

(常陸

川・外

浪逆

浦) 

白 浜
しらはま

 行方市   白浜  1.50  2.10  2.50  2.60  2.85       〃 

鰐 川 白 浜
しらはま

 〃   白浜  1.50  2.10  2.50  2.60  2.85       〃 

北 浦 白 浜
しらはま

 〃   白浜 1.3 1.50  2.10  2.50  2.60  2.85  2.49  平３.10.13 
Y.P. 

-0.112 
 

Y.P. 

＋3.57 
〃 
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河川名 

量 水 標 所 在 地 

平水位 

水防団 

待機 

水位 

氾濫 

注意

水位 

避難 

判断

水位 

氾濫 

危険

水位 

計画高 

水位 

過去最高水位 

零点高 

堤防天端高 

量水標管理者 観 測 

所 
郡 市 町 村 大 字 

最高 

水位 
年 月 日 左 岸 右 岸 

霞ヶ浦 

（西浦） 出島
でじま

 

かすみ

がうら

市 

  坂 
1.22～ 

1.42 
1.50  2.10  2.50  2.60  2.85  2.50  平３.10.14 

Y.P. 

-0.115 

Y.P. 

＋3.49 
 国土交通省 

常陸利

根川 

(北利

根川) 

出島
でじま

 〃   坂  1.50  2.10  2.50  2.60  2.85       〃 

横利根川 新横
しんよこ

利根
と ね

 稲敷市   八筋川 
1.04～ 

1.24 
1.30  1.40  － 1.50  1.50  1.52  平 14.7.11 

Y.P. 

-0.117 

Y.P. 

＋4.35 

Y.P. 

＋3.20 
〃 

鬼怒川 川 島
かわしま

 筑西市   下川島 -3.66 0.00  1.10  2.40 3.40  5.91  5.80  昭 13.９.１ 
Y.P. 

+28.941 

Y.P. 

＋36.800 

Y.P. 

＋37.302 
〃 

〃 
鬼怒
き ぬ

川
がわ

 

水海道
みつかいどう

 
常総市   

水海道 

本町 
-3.99 1.50  3.50  5.30 6.00 7.33  8.07  平 27.９.10 

Y.P. 

+9.914 

Y.P. 

＋19.521 

Y.P. 

＋19.143 
〃 

小貝川 三谷
み や

 
栃木県 

真岡市 
  高田 -0.5 1.40  1.80  2.90  3.20  3.38  3.78  昭 61.８.５ 

Y.P. 

＋51.664 

Y.P. 

＋54.782 

Y.P. 

＋56.640 
〃 

〃 黒子
くろご

 筑西市   西保末 0.56 2.50  3.80  5.10  5.80  6.08  6.86  昭 61.８.５ 
Y.P. 

＋17.118 

Y.P. 

＋26.030 

Y.P. 

＋24.902 
〃 

〃 上 郷
かみごう

 常総市   本豊田 0.61 3.00  3.60  4.90 5.30  5.54  6.10  昭 61.８.６ 
Y.P. 

＋13.247 

Y.P. 

＋20.762 

Y.P. 

＋20.379 
〃 

〃 
小貝
こ か い

川
がわ

 

水海道
みつかいどう

 
〃   

水海道 

淵頭町 
1.07 3.80  4.60  6.10  6.50  6.60  7.03  昭 61.８.６ 

Y.P. 

＋8.824 

Y.P. 

＋17.451 

Y.P. 

＋17.366 
〃 

江戸川 西関宿
にしせきやど

 
埼玉県 

幸手市 
  西関宿 -1.06 4.50  6.10  8.10  8.90  9.12  8.93  昭 22.９.16 

Y.P. 

＋8.500 

Y.P. 

＋20.630 

Y.P. 

＋19.870 
〃 

渡良瀬川 古河
こ が

 古河市   桜町 -1.39 2.70  4.70  8.90  9.70  9.72  9.14  昭 22.９.15 
Y.P. 

＋11.946 
12.12 12.60 〃 

巴 川 市
いち

野谷
の や

 笠間市   押辺            水戸土木事務所長 

〃 北浦
きたうら

橋
はし

 鉾田市   串挽 1.46 2.20  2.70  3.30  3.43  3.58  2.73  平 25.10.16 
Y.P. 

-0.48 

Y.P. 

+3.78 
Y.P.+3.883 鉾田工事事務所長 

〃 本田
ほ ん だ

橋
はし

 〃   下富田            〃 

鉾田川 飯名
い い な

橋
ばし

 〃   飯名            〃 

〃 旭
あさひ

橋
ばし

 〃   鉾田 0.96  2.20    2.80  2.56  昭 41.6.28 
Y.P. 

-0.22 

Y.P. 

＋2.95 

Y.P. 

＋2.95 
〃 

 



 

 

 －
7
1
0－

 

 

河川名 

量 水 標 所 在 地 

平水位 

水防団 

待機 

水位 

氾濫 

注意

水位 

避難 

判断

水位 

氾濫 

危険

水位 

計画高 

水位 

過去最高水位 

零点高 

堤防天端高 

量水標管理者 
観測所 郡 市 町 村 大 字 

最高 

水位 
年 月 日 左 岸 右 岸 

山田川 小幡
お ば た

橋
ばし

 行方市   小幡            鉾田工事事務所長 

前 川 
潮来
い た こ

大橋
おおはし

 
潮来市   潮来  1.50  1.60  1.70  1.80  1.90    

Y.P. 

-0.13 

Y.P. 

+3.10 

Y.P. 

+1.91 
潮来土木事務所長 

〃 辻
つじ

大橋
おおはし

 〃   辻            〃 

小野川 正 直
しょうじき

橋
ばし

 牛久市   正直町 0.21      3.20  平 16.10.9 
Y.P. 

＋2.63 

Y.P. 

＋7.12 

Y.P. 

＋7.12 
竜ケ崎工事事務所長 

乙戸川 乙
おっ

戸
と

 土浦市   乙戸南            土浦土木事務所長 

〃 塙
はなわ

橋
ばし

 牛久市   久野町 0.5      2.62  平 16.10.21 
Y.P. 

＋5.48 

Y.P.＋

8.63 

Y.P.＋

8.89 
竜ケ崎工事事務所長 

花室川 西根橋
にしねばし

 土浦市   後田 0.35        
Y.P. 

＋2.90 

Y.P. 

＋8.51 

Y.P. 

＋8.58 
土浦土木事務所長 

桜 川 岩瀬
い わ せ

 桜川市   岩瀬 -0.65      7.46  平 11.12.14 
Y.P. 

＋42.07 

Y.P. 

＋45.41 

Y.P. 

＋45.01 
筑西土木事務所長 

〃 大和
や ま と

橋
ばし

 〃   青木            〃 

〃 塙
はなわ

世
せ

橋
ばし

 〃   
真壁町 

亀熊 
0.13 2.30  2.80    5.46  4.10  昭 13.６.29 

Y.P. 

＋27.19 

Y.P. 

＋32.75 

Y.P. 

＋31.31 
〃 

〃 筑
ちく

真
ま

橋
ばし

 筑西市   東石田 0.09      3.30  平 11.７.15 
Y.P. 

＋17.55 

Y.P. 

＋24.23 

Y.P. 

＋23.87 
土浦土木事務所長 

〃 君島
きみじま

橋
ばし

 
つくば

市 
  君島 0.595 3.60  4.00    5.01  6.14  昭 41.６.28 

Y.P. 

＋8.940 

Y.P. 

＋15.080 

Y.P. 

＋14.350 
〃 

〃 桜 橋
さくらばし

 

（田土部） 
土浦市   田土部 1.43 4.00  4.30  4.50  5.50  6.66  5.50  平 27.9.10 

Y.P. 

＋2.320 

Y.P. 

＋9.61 

Y.P. 

＋9.79 
〃 

〃 匂
におい

橋
ばし

 〃   桜町 1.23 2.41  2.91    3.94  4.22   
Y.P. 

＋0.55 

Y.P. 

＋5.30 

Y.P. 

＋5.01 
〃 

観音川 宮山
みややま

 筑西市   宮山 0.14        
Y.P. 

＋24.51 

Y.P. 

＋27.45 

Y.P. 

＋26.41 
筑西土木事務所長 

城下川 水門
すいもん

橋
ばし

 行方市   麻生            高萩工事事務所長 

梶無川 谷島
やじま

 〃   谷島 0.39        
Y.P. 

＋0.56 

Y.P. 

＋3.99 

Y.P. 

＋3.86 
水戸土木事務所長 
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河川名 

量 水 標 所 在 地 
平水

位 

水防団 

待機 

水位 

氾濫 

注意

水位 

避難 

判断

水位 

氾濫 

危険

水位 

計画高 

水位 

過去最高水位 

零点高 

堤防天端高 

量水標管理者 
観測所 郡 市 町 村 大 字 

最高 

水位 
年 月 日 左 岸 右 岸 

園部川 新
しん

大谷
お お や

橋
ばし

 
小美玉

市 
  大谷            水戸土木事務所長 

〃 小川
おがわ

 〃   田木谷 1.24 2.70  3.00     5.83  平 11.10.30 
Y.P. 

＋0.000 

Y.P. 

+5.660 

Y.P. 

+5.970 
〃 

恋瀬川 下川橋
しもかわはし

 石岡市   柿岡 0.34 2.00  2.60     3.89  平 26.10.6 
Y.P. 

＋10.59 

Y.P. 

＋14.16 

Y.P. 

＋14.02 
土浦土木事務所長 

〃 光安寺
こうあんじ

橋
ばし

 〃   片野            〃 

〃 五輪堂
ごりんどう

橋
ばし

 〃   半田            〃 

〃 石岡
いしおか

 〃   石岡 0.39 2.60  3.00  3.70  4.20  4.90  4.54  昭 61.８.６ 
Y.P. 

＋1.12 

Y.P. 

＋6.61 

Y.P. 

＋6.55 
〃 

上備前川 上備前
かみびぜん

川
がわ

 土浦市   佐野子 1.25        
Y.P. 

-0.13 
  〃 

北浦川 桜が丘
さくら おか

 取手市   桜が丘 0.43        
Y.P. 

＋1.53 

Y.P. 

＋4.48 

Y.P. 

＋4.85 
竜ケ崎工事事務所長 

谷田川 陣屋
じ ん や

橋
ばし

 
つくば

市 
  谷田部 2.03        

Y.P. 

＋3.75 

Y.P. 

＋9.78 

Y.P. 

＋9.74 
土浦土木事務所長 

〃 茎崎
くきざき

橋
ばし

 〃   森の里 0.72      1.31  平 11.7.14 
Y.P 

.＋5.00 

Y.P. 

＋8.19 

Y.P. 

＋6.65 
土浦土木事務所長 

〃 朝日
あ さ ひ

橋
ばし

 
龍ケ崎

市 
  

小通幸

谷町 
           〃 

西谷田川 榎
えの

内橋
うちはし

 
つくば

市 
  島名            土浦土木事務所長 

〃 中谷原
なかやはら

橋
ばし

 〃   境松 0.43        
Y.P. 

＋5.57 

Y.P. 

＋8.35 

Y.P. 

＋7.96 
〃 

蓮沼川 新井橋
あらいばし

 〃   新井 0.29        
Y.P. 

＋9.27 

Y.P. 

＋13.82 

Y.P. 

＋13.97 
〃 

中通川 奉社
びしゃ

 

つくば

みらい

市 

  古川            〃 

〃 上谷
か み や

井田
い た

 〃   谷井田 0.49        
Y.P. 

＋4.97 

Y.P. 

＋9.44 

Y.P. 

＋9.22 
〃 

八間掘川 三坂
み さ か

新田
しんでん

 常総市   
三坂新

田町 
0.56 3.38  3.64  4.04  4.25  5.14  5.23  平 27.9.10 

Y.P. 

＋10.03 

Y.P. 

＋15.005 

Y.P. 

＋14.888 
常総工事事務所長 

〃 
水海道
みつかいどう

橋本町
はしもとちょう

 
〃   

水海道 

橋本町 
           〃 
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河川名 

量 水 標 所 在 地 

平水位 

水防団 

待機 

水位 

氾濫 

注意

水位 

避難 

判断

水位 

氾濫 

危険

水位 

計画高 

水位 

過去最高水位 

零点高 

堤防天端高 

量水標管理者 
観測所 郡 市 町 村 大 字 

最高 

水位 
年 月 日 左 岸 右 岸 

新八間堀川 石 洗
いしあらい

橋
ばし

 常総市   
水海道 

橋本町 
           〃 

糸繰川 大神橋
だいじんばし

 下妻市   大宝 -0.05        
Y.P. 

＋15.91 

Y.P. 

＋20.22 

Y.P. 

＋20.27 
〃 

〃 宝
たから

橋
ばし

 〃   平沼            〃 

大谷川 大谷川
おおやがわ

橋
ばし

 筑西市   外塚 0.97        
Y.P. 

＋28.46 

Y.P. 

＋32.31 

Y.P. 

＋32.47 
筑西土木事務所長 

五行川 桂
かつら

橋
ばし

 〃   樋口 -0.22 1.16  1.69  2.36  2.75  3.50  5.17  平 11.9.12 
Y.P. 

＋43.88 

Y.P. 

＋47.81 

Y.P. 

＋47.64 
〃 

〃 下中山
しもなかやま

 〃   下中山            〃 

〃 仙 在
せんざい

 〃   稲野辺 0.09 1.85  2.38  3.09  3.63  4.51  4.88  昭 61.8.5 
Y.P. 

＋30.68 

Y.P. 

＋35.88 

Y.P. 

＋35.83 
〃 

新利根川 三夜
さ ん や

橋
ばし

 
北相馬

郡 
利根町 惣新田         

Y.P. 

＋1.25 
  竜ケ崎工事事務所長 

相野谷川 菅田堰
すがたせき

 取手市   桑原         
Y.P. 

＋4.91 
  〃 

将門川 岡田
お か だ

橋
ばし

 常総市   向石下            常総工事事務所長 

山 川 
山川
やまかわ

モ

デル橋
ばし

 
結城郡 

八千代

町 
兵庫 0.61      2.95  平 27.9.10 

Y.P. 

＋21.22 

Y.P. 

＋25.06 

Y.P. 

＋25.12 
〃 

北台川 双瀬
ふ た せ

橋
ばし

 下妻市   桐ケ瀬            〃 

田 川 越
こえ

渡
ど

橋
ばし

 結城市   結城            筑西土木事務所長 

〃 田
た

川橋
がわばし

 〃   小森            〃 

飯沼川 勘
かん

助新田
すけしんでん

 坂東市   
勘助新

田 
           境工事事務所長 

〃 幸田
こうだ

 〃   
幸田新

田 
-0.58 1.91  2.91    5.30  5.30  昭 34.8.14 

Y.P. 

＋6.87 

Y.P. 

＋9.69 

Y.P. 

＋10.19 
〃 

〃 菅
すが

生沼
お ぬ ま

 〃   神田山 0.33 2.20  4.20    7.05  6.95  昭 34.8.14 
Y.P. 

＋6.00 

Y.P. 

＋13.32 

Y.P. 

＋13.85 
〃 

東仁連川 新香
し ん か

取
とり

橋
ばし

 〃   
庄右衛

門新田 
0.36      3.06  平 27.9.11 

Y.P. 

＋8.30 

Y.P.＋

12.70 

Y.P.＋

12.20 
〃 
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河川名 

量 水 標 所 在 地 

平水位 

水防団 

待機 

水位 

氾濫 

注意

水位 

避難 

判断

水位 

氾濫 

危険

水位 

計画高 

水位 

過去最高水位 

零点高 

堤防天端高 

量水標管理者 
観測所 郡 市 町 村 大 字 

最高 

水位 
年 月 日 左 岸 右 岸 

西仁連川 つむぎ橋 結城市   小田林            筑西土木事務所長 

〃 尾崎
お ざ き

橋
ばし

 古河市   東諸川 0.22 2.10  2.60   3.10  3.30  3.14  平 27.9.10 
Y.P. 

＋12.18 

Y.P. 

＋15.96 

Y.P. 

＋15.87 
境工事事務所長 

〃 沓掛
くつかけ

橋
ばし

 坂東市   沓掛 0.88 2.60  2.90   3.20  5.20  4.00  昭 34.8.14 
Y.P. 

＋8.78 

Y.P. 

＋15.96 

Y.P. 

＋15.35 
〃 

〃 山宮
やまみや

橋
ばし

 〃   
勘助新

田 
           〃 

宮戸川 稲 宮
いなみや

 古河市   稲宮 2.22      3.99  平 28.8.22 
Y.P. 

+12.36 

Y.P. 

＋16.43 

Y.P. 

＋15.56 
〃 

〃 宮戸
み や と

川橋
がわばし

 猿島郡 境町 塚崎            〃 

女沼川 才
さい

塚
つか

橋
ばし

 古河市   釈迦            〃 

五霞落川 五霞
ご か

 猿島郡 五霞町 江川 0.27      2.43  平 28.8.23 
A.P.  

＋6.12 

A.P.  

＋10.89 

A.P.  

＋10.78 
〃 

向堀川 田
た

中橋
なかばし

 古河市   
砂井新

田 
3.12      6.54  平 27.9.10 

Y.P. 

＋10.05 

Y.P. 

＋16.18 

Y.P. 

＋16.18 
〃 

里根川 関本下
せきもとしも

 
北茨城

市 
  

関南町 

関本下 
0.23      3.13  令元.10.25 

T.P. 

＋2.17 

T.P. 

+6.05 

T.P. 

+6.05 
高萩工事事務所長 

大北川 石 岡
いしおか

 〃   
中郷町 

石岡 
-0.55 0.70  0.80  0.90  1.30  4.00    

T.P. 

＋6.07 

T.P. 

+9.62 

T.P. 

+8.82 
〃 

〃 磯 原
いそはら

 〃   
中郷町 

上桜井 
1.03 2.30  2.60  3.00  3.50  5.00  5.58  令元.10.12 

T.P. 

-1.29 

T.P. 

+4.57 

T.P. 

+4.45 
〃 

〃 大北橋
おおきたばし

 〃   
磯原町 

本町 
           〃 

花園川 上
かみ

小津田
こ つ だ

 〃   

華川町 

上小津

田 

 1.00  1.10  1.30  1.50     
T.P. 

＋38.02 

T.P. 

＋45.14 

T.P. 

＋51.24 
〃 

〃 豊田
とよだ

 〃   
華川町 

臼場 
 1.60  2.00  2.60  3.20  5.00  5.57  昭 61.8.5 

T.P. 

＋0.26 

T.P. 

+6.25 

T.P. 

+5.92 
〃 

塩田川 小野
お の

矢指
や さ し

 〃   

中郷町 

小野矢

指 

0.24     4.21    
T.P. 

＋3.53 

T.P. 

+7.06 

T.P. 

+7.13 
〃 

関根川 下手
し も て

綱
づな

 高萩市   高戸 0.43 1.50  1.70  2.00  2.30  4.00  3.16  令元.10.25 
T.P. 

＋0.62 

T.P. 

+5.42 

T.P. 

+4.53 
〃 
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河川名 

量 水 標 所 在 地 

平水位 

水防団 

待機 

水位 

氾濫 

注意

水位 

避難 

判断

水位 

氾濫 

危険

水位 

計画高 

水位 

過去最高水位 

零点高 

堤防天端高 

量水標管理者 
観測所 郡 市 町 村 大 字 

最高 

水位 
年 月 日 左 岸 右 岸 

関根川 新磯馴
しんいそな

橋
ばし

 高萩市   肥前町            高萩工事事務所長 

花貫川 島名
しまな

 〃   島名 0.43 2.00  2.40  2.80  3.10  3.40  3.91  昭 61.8.5 
T.P. 

＋3.17 

T.P. 

+8.98 

T.P. 

+7.48 
〃 

花貫川 花
はな

貫
ぬき

橋
ばし

 〃   安良川            〃 

十王川 伊師
い し

本郷
ほんごう

 日立市   

十王町 

伊師本

郷 

0.5 1.50  1.70  2.00  2.40  3.20    
T.P. 

＋14.04 

T.P. 

+17.60 

T.P. 

+18.09 
〃 

宮田川 白 銀
しろがね

 〃   白銀町 0.34        
T.P. 

＋58.01 

T.P. 

+62.57 

T.P. 

+62.18 
〃 

大沼川 東大沼町
ひがしおおぬまちょう

 〃   
東大沼

町 
           〃 

瀬上川 久慈
く じ

 〃   久慈町 2.41        
T.P. 

-2.57 

T.P. 

+1.44 

T.P. 

+1.45 
〃 

新 川 東川
ひがしかわ

根橋
ね は し

 那珂郡 東海村 村松            常陸大宮土木事務所長 
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20 海 岸 ・ 港 湾 

20－１ 海岸保全区域指定状況 

(1) 国土交通省水管理・国土保全局所轄海岸保全区域指定状況 

（令和５年３月31日現在） 

市町村名 

国土交通省 

水管理・国土保全局

所轄海 岸 延 長      

（ｍ） 

国土交通省 

水管理・国土保全局

所轄海岸保全区域

指定済延長（ｍ） 

市町村名 

国土交通省 

水管理・国土保全局

所轄海 岸 延 長      

（ｍ） 

国土交通省 

水管理・国土保全局

所轄海岸保全区域

指定済延長（ｍ） 

北 茨 城 市 12,890 12,366 大 洗 町 6,091 6,091 

高 萩 市 6,745 6,180 鉾 田 市 20,311 20,311 

日 立 市 15,777 14,744 鹿 嶋 市 12,600 12,450 

東 海 村 3,250 0 神 栖 市 14,874 14,874 

ひたちなか市 3,125 3,125 計 95,663 90,141 

 

(2) 国土交通省港湾局所轄海岸保全区域指定状況 

（令和５年３月31日現在） 

区  分 

 

 

港  名 

国土交通省港湾局所轄海岸延長 

 

（ｍ） 

国土交通省港湾局所轄海岸 

保全区域指定済延長 

（ｍ） 

鹿 島 港 39,189 11,795 

 大 洗 港 区  7,607  5,054 

茨城港 日 立 港 区  7,651  6,757 

 常陸那珂港区 11，791  5,130 

河 原 子 港  1,788  1,470 

川 尻 港  2,340  1,500 

計 70,366 31,706 
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(3) 農林水産省所轄海岸保全区域指定状況 

 

（令和５年３月末現在） 

区 分 

 

港 名 

農林水産省所轄 

海 岸 延 長 

（ｍ） 

農林水産省所轄海岸 

保全区域指定済延長 

（ｍ） 

平 潟 漁 港 3,603 2,207.0 

大 津 漁 港 4,190 979.0 

日 高 漁 港 1,269 1,269.0 

会 瀬 漁 港 2,116 2,063.0 

水 木 漁 港 2,331 2,307.0 

久 慈 漁 港 2,199 660.0 

磯  崎  漁  港（注１） 3,248 2,514.1 

那 珂 湊 漁 港 

平 磯 地 区 
2,817 2,817.0 

那 珂 湊 漁 港（注２） 3,948 903.0 

波 崎 漁 港 3,761 1,495.0 

計 29,482 17,214.1 

注１）国交省との共管となっている海岸延長及び海岸保全区域延長950ｍを含む。 

注２）大洗町側80ｍを含む。 
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20－２ 港湾位置図 

 

番号 港湾名 港格 所在地 番号 港湾名 港格 所在地 

 
茨 城 港 

( 日 立 港 区 ) 
 日 立 市 ４ 河 原 子 港 地 方 港 湾 日 立 市 

１ 
茨 城 港 

(常陸那珂港区) 
重 要 港 湾 

ひたちなか市

東 海 村 
５ 軽 野 港 地 方 港 湾 神 栖 市 

 
茨 城 港 

( 大 洗 港 区 ) 
 大 洗 町 ６ 潮 来 港 地 方 港 湾 潮 来 市 

２ 鹿 島 港 重 要 港 湾 
鹿 嶋 市 

神 栖 市 
７ 土 浦 港 地 方 港 湾 土 浦 市 

３ 川 尻 港 地 方 港 湾 日 立 市 計 ７港   
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20－３ 港湾のけい留施設等 

港 湾 名 名     称 
延長 

（ｍ） 

水深 

（ｍ） 

係船能力（Ｄ／Ｗ） 

トン数 隻数 

茨 城 港 第１埠頭 Ａ ドルフィン 7 5.0 1,000 1 

(日立港区)      Ｂ 岸   壁 121 7.5 5,000 1 

      Ｃ 岸   壁 131 7.5 5,000 1 

      Ｄ 岸   壁 185 10.0 15,000 1 

 第２埠頭 Ｂ 岸   壁 165 9.0 10,000 1 

 第３埠頭 Ａ 岸   壁 140 5.0 1,000 1 

      Ｂ 岸   壁 300 12.0 26,000 1 

 第４埠頭 Ａ 岸   壁 70 5.0  1,000 1 

      Ｂ 岸   壁 70 5.0 1,000 1 

      Ｃ 岸   壁 130 7.5 5,000 1 

      Ｄ 岸   壁 185 10.0 15,000 1 

      Ｅ 岸   壁 240 12.0 30,000 1 

      Ｆ 岸   壁 185 10.0 15,000 1 

 第５埠頭 Ａ 岸   壁 130 7.5 5,000 1 

      Ｂ 岸   壁 185 10.0 15,000 1 

      Ｃ 岸   壁 185 10.0 15,000 1 

      Ｄ 岸   壁 240 12.0 30,000 1 

 第１小型船溜り物揚場 300 4.0 0 0 

 第２小型船溜り物揚場 273.9 2.0 0 0 

 第２小型船溜り船揚場 40 2.0 0 0 

茨 城 港 北 岸   壁 310 5.0 1,000 1 

(常陸那珂港区)      南 岸   壁 Ａ 80 5.0 1,000 1 

      南 岸   壁 Ｂ 115 5.0 1,000 1 

 北 埠 頭 Ａ 岸   壁 280    15.1 50,000 1 

      Ｂ 岸   壁 240 13.1～15.1 30,000 1 

      Ｃ 岸   壁 170  10.1 10,000 1 

      Ｄ 岸   壁 130 7.5 5,000 1 

      Ｅ 岸   壁 130 7.5 5,000 1 

      Ｆ 岸   壁 130 7.5 5,000 1 

      Ｇ 岸   壁 100 5.5 2,000 1 
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港 湾 名 名     称 
延長 

（ｍ） 

水深 

（ｍ） 

係船能力（Ｄ／Ｗ） 

トン数 隻数 

茨 城 港      Ｈ 岸   壁 100 5.5 2,000 1 

(常陸那珂港区)      Ｉ 岸   壁 100 5.5 2,000 1 

      Ｊ 岸   壁 100 5.5 2,000 1 

      Ｋ 岸   壁 100 5.5 2,000 1 

 北 埠 頭   物 揚 場 510 4.0 0 0 

 中央埠頭 Ａ 岸   壁 130 7.5 5,000 1 

 Ｂ 岸   壁 250 9.0 6,500 1 

      Ｃ 岸   壁 300 12.0 30,000 1 

      Ⅾ 岸   壁 300 12.0 30,000 1 

 南 埠 頭 Ａ 岸   壁 180 5.5 2,000  3 

      Ｂ 岸   壁 180 5.5 2,000 2 

      Ｃ 岸   壁 260 7.5 5,000 2 

 ＪＥＲＡ 北埠頭東電専用ﾕｰﾃｨﾘﾃｨﾊﾞｰｽ 360 13.0 50,000 1 

      北埠頭東電専用石炭桟橋 385 18.0 150,000 1 

茨 城 港 第１埠頭 Ａ 岸   壁  70 5.0 1,000 1 

(大洗港区)      Ｂ 岸   壁 170 5.0 1,000 1 

      Ｃ 岸   壁 140 5.0 1,000 2 

        物 揚 場（－２ｍ）  485 2.0 10 151 

    物 揚 場（－３ｍ） 250 3.0 40 3 

    物 揚 場（－４ｍ） 210 4.0 150 8 

    船 揚 場 128 2.0 0 0 

 第２埠頭 Ａ 岸   壁 140 5.0 1,000 2 

      Ｂ 岸   壁  70 5.0 1,000 1 

      Ｃ 岸   壁 140 5.0 1,000 2 

      Ｄ 岸   壁 70 5.0 1,000 1 

 第３埠頭   東岸壁 300 8.0 5,000  1 

        西岸壁 270 8.0 5,000 1 

 第４埠頭   岸   壁  240 8.0 8,000 1 

        物 揚 場 105 4.0 600 1 

 マリーナ   固 定 護 岸 260 3.0 0 0 

    浮 桟 橋 501.5 3.0 15 56 
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港 湾 名 名     称 
延長 

（ｍ） 

水深 

（ｍ） 

係船能力（Ｄ／Ｗ） 

トン数 隻数 

茨 城 港    クレーン浮桟橋 49.03 3.0 15 2 

(大洗港区)    物 揚 場 150 3.0 20 6 

    船 揚 場 10 3.0 10 2 

鹿 島 港 深芝公共埠頭  岸  壁 300 5.5 2,000 3 

 南公共埠頭 Ａ,Ｂ 岸  壁 366.4 10.0 15,000 2 

       Ｃ 岸  壁 130 7.5 5,000 1 

       Ｄ 岸  壁 130 7.5 5,000 1 

       Ｅ 岸  壁 130 7.5 5,000 1 

       Ｆ 岸  壁 130 7.5 5,000 1 

       Ｇ 岸  壁 185 10.0 15,000 1 

       Ｈ 岸  壁 185 10.0 15,000 1 

 北公共埠頭 Ｃ 岸  壁 170 10.0 10,000 1 

       Ｄ 岸  壁 170 10.0  10,000 1 

       Ｅ 岸  壁 170 10.0 12,000 1 

 外港公共埠頭Ａ 岸  壁 280 13.8 55,000 1 

 中央船溜  物揚場 457.6 4.0 110 9 

 廃油処理場  Ａ,Ｂドルフィン 200 5.5 3,000 2 

 北海浜第１船溜 物揚場（－２ｍ） 60 2.0 110 10 

         物揚場（－3.5ｍ） 335 3.5 5 40 

 北海浜第２船溜 物揚場（－３ｍ） 480 3.0 5 119 

         物揚場（－４ｍ） 780 4.0 5 80 

 深芝船溜  物揚場 209.2 2.0 0 0 

 居切導水路 岸  壁（－4.5ｍ） 765.14 4.5 0 0 

       岸  壁（－５ｍ） 157.7 5.0 0 0 

 池  向  岸  壁 113.6 5.0 0 0 

 日本製鉄 重油雑品岸壁 130 7.5 5,000 1 

      原料ＡⅠ岸壁 260 16.0 5,000 2 

      原料ＡⅡ岸壁 190.5 16.0 80,000 1 

      原料Ｂ,Ｃ岸壁 707 19.0 150,000 2 

      原料Ｄ岸壁 243.79 14.0～19.0 220,000 0 

 スラブ岸壁 300 14.0 72,500 1 
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港 湾 名 名     称 
延長 

（ｍ） 

水深 

（ｍ） 

係船能力（Ｄ／Ｗ） 

トン数 隻数 

鹿 島 港 33ＴＬＬＣ岸壁 137 7.5 5,000 1 

  厚板Ａ,Ｂ,Ｃ岸壁 325 7.5 5,000 3 

      北岸SABCD岸壁 1,100.7 12.0 50,000 5 

      シューター岸壁 84 12.0 3,000 1 

      形鋼岸壁 190 7.5 5,000 1 

      全天候岸壁（１,２,３号） 410 7.5 5,000 3 

      全天候岸壁（1号B,2号B） 194.4 7.5 1,830 2 

      多目的岸壁 235.5 7.5 7,000 1 

 鹿島石油 原油桟橋１号 129 21.5 200,000 1 

      原油桟橋２号 76.8 14.4 100,000 1 

      原油桟橋３号 39.6 13.2 80,000 1 

      ３,４,５号桟橋 294 6.0 3,000 6 

      ７号桟橋 170 9.7 12,000 1 

      ８号岸壁 125 9.0 10,000 1 

      ９号岸壁 130 7.5 5,300 1 

      10号岸壁 115 6.0 1,700 1 

      11号～14号岸壁 399.5 6.0 3,000 4 

 通船着桟場  19.5 4.0 0 0 

 ＪＥＲＡ 重量物岸壁 120 5.0 1,000 1 

      5,000DWTドルフィン 50 7.5 5,000 1 

 鹿島バース 鹿島バース桟橋 231.5 15.1 100,000 1 

 信越化学 専用岸壁 300.32  10.0 45,000 1 

 三菱ｹﾐｶﾙ １～４号 336 6.0 3,000 4 

      ５,６号バース 215 10.0 3,000 2 

      ８号バース 195 10.0 15,000 1 

      ９号バース  28 6.0 3,000 1 

 ＪＳＲ  原料岸壁 145 7.0 3,000 1 

 扶桑化学 工場岸壁 150 6.3 1,500 1 

 二社共同岸壁 140  7.9 3,000 1 

 ＡＧＣ(株) 原料製品岸壁（Ａ） 400 10.0 15,000 2 

    原料製品岸壁（Ｂ） 255 7.5 5,000 2 
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港 湾 名 名     称 
延長 

（ｍ） 

水深 

（ｍ） 

係船能力（Ｄ／Ｗ） 

トン数 隻数 

鹿 島 港 四社合同岸壁 210 7.0 3,000 2 

 昭和産業   ６万５千トン桟橋  205.6 13.0 65,000 1 

        第３岸壁 52.9 6.3 500 1 

        第４,６岸壁 197 6.3 3,000 2 

        第５岸壁 90 6.3 2,000 1 

        ２号桟橋 165 9.2 3,000 1 

 全農サイロ  Ａ・Ｂ桟橋  245.8  12.0 65,000 1 

 全農サイロ  Ｃ 桟橋 118.5 6.3 3,000 1 

        Ｄ 岸壁 100 6.3 3,000 1 

        Ｅ 岸壁 151.5 6.3 2,000 1 

 関東グレーンターミナル Ａ 岸壁 280 12.0 65,000 1 

             Ｂ 岸壁  90 10.0 1,600 1 

 ＤＩＣ    Ａ,Ｂ岸壁 172  7.0 2,000 2 

 花王     バース 240 10.0 15,000 1 

 鹿島共備  桟橋（No２～３出荷,受入ﾊﾞｰｽ）  160 12.0～15.0 70,000 3 

 北海浜    第１船溜船斜路 90 2.0 0 0 

        第２船溜船斜路 30 3.0 0 0 

 深芝船溜船斜路 41.5 2.0 0 0 

 中国木材 外港バース 220 12.0 54,000 1 

      内航バース 97.70 6.5 1,600 1 

 鹿島タンクターミナル バース 170 9.3 15,000 1 

川 尻 港 １号２号物揚場 250 3.0 0 0 

 ３号物揚場  80.5 2.0 0 0 

 船揚場 100 2.0 0 0 

河 原 子 港 物揚場 218.9 2.0 0 0 

 船揚場 30 0.0 0 0 

軽野港（日川） 日川船溜   物 揚 場  144 2.0 0 0 

        船 揚 場  13 0.0 0 0 

軽野港（萩原） 萩原船溜   物 揚 場 106  1.5 0 0 

    船 揚 場 17 0.0 0 0 

潮 来 港 県港湾    物 揚 場 155  2.0 0 0 
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港 湾 名 名     称 
延長 

（ｍ） 

水深 

（ｍ） 

係船能力（Ｄ／Ｗ） 

トン数 隻数 

土 浦 港 川口地区   物 揚 場  1,282.18 2.0 0 0 

 新港地区   物 揚 場 610 2.0 0 0 

 新港地区   船揚場斜路 40 1.0 5 0 

 川口地区   船揚場斜路 13 2.0 0 0 
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20－４ 主要漁港のけい留施設等 

令和５年３月末現在 

漁港名 施設名 延長（ｍ） 水深（ｍ） 備   考 

平 潟 漁 港 
岸 壁 

443.6 
515.0 

3 
5 

 

小 計 958.6   
船 揚 場 39.0   

大 津 漁 港 

岸 壁 
30.0 
431.1 

1,565.3 

3 
5 
6 

 

小 計 2,026.4   

物 揚 場 
333.6 
22.0 

2  

小 計 355.6   
船 揚 場 133.0   

会 瀬 漁 港 
物 揚 場 

127.0 1.5  
175.6 2  

小 計 302.6   
船 揚 場 74.8   

久 慈 漁 港 

岸 壁 
126.7 
715.5 
180.0 

3 
4 
5 

 

小 計 1,022.2   
物 揚 場 57.0 2  
船 揚 場 78.2   

磯 崎 漁 港 
岸 壁 305.0 3  
船 揚 場 115.0   

    

那珂湊漁港 

岸 壁 

1,266.2 3  
124.8 3.5  
100.1 4  
865.0 5  
340.2 6  

小 計 2,696.3   

物 揚 場 
160.0 2  
342.4 3.5 小川岸壁（那珂川） 

小 計 502.4   
船 揚 場 164.0   

波 崎 漁 港 

岸 壁 

1,514.9 3 利根川 
325.9 4 利根川 
302.5 5 外港 

1,785.7 6 外港 
小 計 3,929.0   

物 揚 場 
85.0 1.5 仲新田 
274.9 2 利根川165m 別所109.9m 
285.0 3 利根川 

小 計 644.9   

船 揚 場 
179.4  外港40m 利根川99.4m 別所30m 仲新田

10m 
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21 文 教 施 設 

21－１ 公立文教施設の現状及び建築 

 

(1) 公立学校校舎現有状況 

令和４年５月１日 

区  分 学 校 数 鉄  筋 木  造 鉄骨その他 計 

小 学 校 458 
校

※2
1,833,187 41,546 72,981 1,947,714 

中

学

校 

市町村立 216 ※3 1,105,368 16,163 40,861   1,162,392 

県 立 10 16,610 47 1,433     18.090 

合 計 226 1,121,978 16,210 42,294  1,180,482 

高 等 学 校 93 ※1 785,492 3,771 54,103   843,366 

中等教育学校 3 24,568 0 320     24,888 

特 別 支 援 

学 校 
24 ※4 132,532 411 4,071   137,014 

計 804 3,897,757 61,938 173,769  4,133,464 

 ※１ 分校も１校としてカウント 

 ※２ 義務教育学校（前期課程）15校を含む 

 ※３ 義務教育学校（後期課程）15校を含む 

 ※４ 日立市立を含む 

 

(2) 令和４年度新増築面積 

新増築 学校数 令和４年度新増築面積 (㎡) 

小 学 校 ※1 ４ 17,949 

中学校 

市町村立※2   １ 4,884 

県  立   ０ 0 

計   ２ 4,884 

高 等 学 校   ２ 162 

中 等 教 育 学 校   ０ 0 

特 別 支 援 学 校※3   １ 1,412 

計 

市 町 村 立   ５ 22,833 

県 立   ３ 1,574 

計 ８ 24,407 

    ※１ 義務教育学校（前期課程）分を含む 

    ※２ 義務教育学校（後期課程）分を含む 

   ※３ リース校舎を含む 

m2 m2 m2 m2
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22 農     地 
 

22－１ 農地災害の予防対策 

 

 

(1) ため池等整備事業                                                       令和5年3月現在 

地区数 
関係面積(ha) 総事業費 年度割計画（千円） 

田 畑 その他 計 （千円） R3まで R4 R5年以降 

7 3,019 10 28 3,057 688,100 183,492 62,879 441,729 

 

 

(2) 湛水防除事業                                                           令和5年3月現在 

地区数 
関係面積(ha) 総事業費 年度割計画（千円） 

田 畑 その他 計 （千円） R3まで R4 R5年以降 

2 354 0 3 357 3,713,900 2,151,640 149,000 1,413,260 

 

 

(3) 地盤沈下対策事業                                                       令和5年3月現在 

地区数 
関係面積(ha) 総事業費 年度割計画（千円） 

田 畑 その他 計 （千円） R3まで R4 R5年以降 

3 3,007 45 679 3,731 11,585,800 6,637,140 191,170 4,757,490 
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22-2 防災重点農業用ため池一覧 

令和3年3月現在  

番号 ため池名 所在地 
貯水量 

（千 m3） 

堤高 

（m） 

1 三野輪池 水戸市三野輪町字三野輪 80 342.0 16.0

2 武具池 水戸市杉崎町字白沢 1880 700.0 10.0

3 砂沼 下妻市砂沼新田 30番 1 2,200.0 5.2

4 宮後 高萩市大字高萩字宮後 61 48.0 12.0

5 堂ノ上 高萩市大字島名字堂ノ上 1771-6 2.4 5.0

6 不動谷津池 笠間市小原 3827 222.0 16.6

7 大池 つくば市北条 1466 16.5 3.5

8 小池 つくば市北条 1467 5.2 3.5

9 上境池(上池) つくば市上境 354 0.5 3.0

10 上境池(下池) つくば市上境 362 0.8 3.0

11 川尾池 潮来市川尾 26-1 25.6 2.85

12 洞ノ上溜（上池） 那珂市東木ノ倉 97-1 3.5 4.0

13 洞ノ上溜（下池） 那珂市東木ノ倉 58 2.0 4.0

14 北岡池 桜川市真壁町下谷貝 1456-2 27.0 3.0

15  三川作池 桜川市真壁町東山田 1696・1697 外 66.0 10.0

16 袖山池 桜川市大泉 862 5.3 2.7

17 長久保池 桜川市大泉 860 11.71 4.5

18 鏡ヶ池（上池） 桜川市山口 520 2.4 2.0

19 鏡ヶ池（下池） 桜川市山口 506 0.4 1.7

20 大岡東池 桜川市岩瀬 2609-1 1.1 2.5

21 小ノ池（上池） 桜川市西小塙 1872-1 5.0 2.5

22 小ノ池（下池） 桜川市西小塙 1865 71.0 4.0

23 不動池 桜川市曾根 529 2.2 2.0

24 大池 桜川市大国玉 4477-1 150.0 4.5

25 池ノ台沼 桜川市大国玉 2297 1.2 2.0

26 新沼 桜川市阿部田 254 3.6 3.5

27 飯田沼 桜川市東飯田 218 外 18.0 5.2

28 赤岩池 桜川市真壁町塙世 1026 0.5 1.8

29 上野沼 桜川市上野原地新田 191-3 214.5 3.1

30 元向寺池 桜川市西飯岡 1155 7.2 3.5

31 新池 小美玉市中延 2259 60.0 2.0

32 遠州池 小美玉市羽刈 292-1 25.0 1.3

33 東池 小美玉市飯前 1228 4.0 2.1

34 大貫池 東茨城郡大洗町大貫町 4286 98.0 2.2

35 白ヶ峯池 久慈郡大子町池田新六田 5.8 6.0

36 池ノ入下池 久慈郡大子町大子池の入 142 3.7 4.4

 

 

【防災重点農業用ため池】 

下記の定義に該当する農業用ため池について、県が市町村等と調整して選定 

・決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池 
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23 ヘリコプター        

23－１ 茨城県防災航空隊離発着場 

No 消防本部別 
場外・緊急 

離着陸場 

市町村 
（ ）内は 

旧市町村名 
地名地番 地盤面 種別 

1  水戸市消防局 
県立水戸第一高

等学校 
水戸市 三の丸 3-10-1 土 緊急 

2  水戸市消防局 
水戸市常澄運動

場 
水戸市 大場町 507 土 緊急 

3  水戸市消防局 県庁ヘリポート 水戸市 笠原町 978-6 
コンク

リート 
非公共用 

へリポート 

4  水戸市消防局 
市立競技場併設グラ

ンド(水戸ケーズデ

ンキスタジアム） 
水戸市 小吹 2057 芝 緊急 

5  水戸市消防局 
千波公園ふれあ

い広場 
水戸市 千波町 3074 土 緊急 

6  水戸市消防局 
千波公園さくら

広場 
水戸市 千波町 3074 芝 緊急 

7  水戸市消防局 
楮川浄水場北側

空地 
水戸市 田野町 1662-14 芝 緊急 

8  水戸市消防局 
水戸ブレインハー

トセンターヘリポ

ート 

水戸市 青柳町 4028 
アスフ

ァルト 
緊急 

9  水戸市消防局 
内原地区運動公園

（長田グランド） 

水戸市 

（内原町） 
内原 1398-1 土 緊急 

10  水戸市消防局 
内原ヘルスパー

ク多目的広場 

水戸市 

（内原町） 
内原 1384-2 芝 緊急 

11  水戸市消防局 
中妻地区運動公

園 

水戸市 

（内原町） 
牛伏 127 土 緊急 

12  水戸市消防局 
鯉渕地区運動公

園 

水戸市 

（内原町） 
五ノ割 4632-1 土 緊急 

13  水戸市消防局 
桂運動公園野球

場 

城里町 

（桂村） 
赤沢皇都 102-1 芝 緊急 

14  水戸市消防局 桂中学校 
城里町 

（桂村） 
阿波山 799 土 緊急 

15  水戸市消防局 
城里テストコー

ス 

城里町 

（常北村） 
小坂 1328-23 芝 緊急 

16  水戸市消防局 石塚小学校 
城里町 

（常北町） 
石塚 2497 土 緊急 

17  水戸市消防局 
七会保健福祉セ

ンター 

城里町 

（七会村） 
小勝 1400 草地 緊急 

18  水戸市消防局 
水戸赤十字病院

ＨＰ 
水戸市 三の丸 3-12-48 

コンク

リート 
場外 

19  水戸市消防局 
水戸済生会総合

病院 
水戸市 開江町 2091-6 

アスフ

ァルト 
場外 

20  水戸市消防局 
水戸市役所ヘリ

ポート 
水戸市 

中央１丁目４

－１ 

コンク

リート 
場外 
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21  日立市消防本部 
日立市中里若者

センター 
日立市 入四間町 479 土 緊急 

22  日立市消防本部 国分グランド 日立市 鮎川町 1-4 芝 緊急 

23  日立市消防本部 
日製大みかグラ

ンド 
日立市 大みか町 6-20 土 緊急 

24  日立市消防本部 
日立総合病院屋

上ヘリポート 
日立市 城南町 2-1-1 

コンク

リート 
緊急 

25  日立市消防本部 浜の宮広場 日立市 東町 3-13 芝 場外 

26  日立市消防本部 
日立消防拠点施

設 
日立市 神峰町 2-41 芝 場外 

27  土浦市消防本部 市民運動公園 土浦市 佐野子町 260 土 緊急 

28  土浦市消防本部 霞ヶ浦総合公園 土浦市 大岩田 630 芝 緊急 

29  土浦市消防本部 
青少年の家グラ

ンド 
土浦市 乙戸 1099 芝 緊急 

30  土浦市消防本部 
土浦市川口運動公

園（陸上競技場） 
土浦市 川口 2-12-75 芝 緊急 

31  土浦市消防本部 
一級河川桜川・左

岸 
土浦市 佐野子地先 草地 緊急 

32  土浦市消防本部 
土浦市消防本部 

屋外訓練場 
土浦市 田中町 2083-1 

アスフ

ァルト 
緊急 

33  土浦市消防本部 
新治学園義務教

育学校 

土浦市 

（新治村） 
藤沢 913 土 緊急 

34  土浦市消防本部 新治運動公園 
土浦市 

（新治村） 
藤沢 801-1 芝 緊急 

35  土浦市消防本部 
土浦協同病院Ｈ

Ｐ 
土浦市 おおつ野 4-1-1 

アスフ

ァルト 
場外 

36  石岡市消防本部 
小井戸運動公園

広場 
石岡市 小井戸 606 芝 緊急 

37  石岡市消防本部 井関農村広場 石岡市 井関 195 草地 緊急 

38  石岡市消防本部 柏原池公園 石岡市 鹿の子 3-9950 芝 緊急 

39  石岡市消防本部 
石岡運動公園 

多目的広場 
石岡市 南台 3-34-1 芝 緊急 

40  石岡市消防本部 
石岡市染谷野球

場 
石岡市 染谷 1646 芝 緊急 

41  石岡市消防本部 
県フラワーパー

ク 

石岡市 

（八郷町） 
下青柳 200 砂利 緊急 

42  石岡市消防本部 県畜産センター 
石岡市 

（八郷町） 
根小屋 1234 芝 緊急 

43  石岡市消防本部 
八郷総合運動公

園 

石岡市 

（八郷町） 
野田 600 芝 緊急 

44  石岡市消防本部 
筑波山スカイライ

ン第３駐車場 

（風返し） 

石岡市 

（八郷町） 
横道 2133-7 

アスフ

ァルト 
場外 

45  石岡市消防本部 
石岡消防署愛郷橋

出張所 
石岡市 

三村字坂井戸

6921-1 

アスフ

ァルト 
緊急 

46  石岡市消防本部 
東日京三電線株式

会社グラウンド 
石岡市 荒金 1-1 芝 緊急 
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47  常陸太田市消防本部 
粟原堰河川敷久

慈川左岸 
常陸太田市 粟原堰 草地 緊急 

48  常陸太田市消防本部 
白羽スポーツ広

場 
常陸太田市 白羽町 1738 芝 緊急 

49  常陸太田市消防本部 里美小中学校 
常陸太田市 

（里美村） 
大中町 60 芝 緊急 

50  常陸太田市消防本部 
里美ふれあい館

駐車場 

常陸太田市 

（里美村） 
大中町 3417-1 

アスフ

ァルト 
緊急 

51  常陸太田市消防本部 水府小中学校 
常陸太田市 

（水府村） 
町田町 696 土 緊急 

52  常陸太田市消防本部 
水府海洋センタ

ー駐車場 

常陸太田市

（水府村） 

天下野町

7233-2 

アスフ

ァルト 
緊急 

53  常陸太田市消防本部 
廣木精機製作所

金砂郷工場 

常陸太田市 

（金砂郷

町） 

中利員 1969 土 緊急 

54  常陸太田市消防本部 
大里ふれあいギ

ャラリー駐車場 

常陸太田市 

（金砂郷

町） 

大里 4401 
アスフ

ァルト 
緊急 

55  北茨城市消防本部 

北茨城市役所（サ

ッカー・ラクビー

場） 

北茨城市 
磯原町磯原

1630 
芝 緊急 

56  北茨城市消防本部 
北部地区運動広

場 
北茨城市 

関本町関本中

302-1 
草地 緊急 

57  北茨城市消防本部 
石岡スポーツ広

場 
北茨城市 

中郷町石岡

73-1 
草地 緊急 

58  北茨城市消防本部 

小川地区田園都

市センター前広

場 

北茨城市 

関本町小川向

川岸 350-2 他

12 筆 

芝 緊急 

59  北茨城市消防本部 北茨城市民病院 北茨城市 関本中 1050 
アスフ

ァルト 
場外 

60  北茨城市消防本部 
北茨城市消防本

部 
北茨城市 

磯原町磯原

2496－1 

アスフ

ァルト 
場外 

61  笠間市消防本部 
笠間市総合公園

（市民球場） 
笠間市 箱田 867-1 土 緊急 

62  笠間市消防本部 大池公園 笠間市 赤坂 20 
アスフ

ァルト 
緊急 

63  笠間市消防本部 
笠間市総合公園

（サッカー場） 
笠間市 箱田 867-1 芝 緊急 

64  笠間市消防本部 友部中学校 
笠間市 

（友部町） 
中央 4-1-1 土 緊急 

65  笠間市消防本部 柿橋グラウンド 
笠間市 

（友部町） 
鯉淵 6525-18 土 緊急 

66  笠間市消防本部 ふれあい広場 
笠間市 

（友部町） 
湯崎 1111-1 土 緊急 

67  笠間市消防本部 北山グラウンド 
笠間市 

（友部町） 
平町 1416-62 土 緊急 

68  笠間市消防本部 
鴻ノ巣グラウン

ド 
笠間市 

（友部町） 
鴻巣 525-10 土 緊急 

69  笠間市消防本部 
上下水道浄化セ

ンターともべ 
笠間市 

（友部町） 
矢野下 750 土 緊急 

70  笠間市消防本部 
笠間市岩間海洋

センター  
笠間市 

（岩間町） 
押辺 2259-1 土 緊急 
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71  笠間市消防本部 
茨城県立中央病

院 ＨＰ 
笠間市 

（友部町） 
鯉淵 6528 

アルミ

製合金 
場外 

72  取手市消防本部 
取手市立取手第

二中学校 
取手市 寺田 5147 土 緊急 

73  取手市消防本部 

長町樋管西側（旧

取手緑地運動公

園） 

取手市 

東１丁目地先 

利根川河川敷

多目的広場 

草地 緊急 

74  取手市消防本部 
取手ふれあい桟

橋 
取手市 

東１丁目地先 

利根川緑地運

動公園ふれあ

い桟橋付近 

アスフ

ァルト 
緊急 

75  取手市消防本部 戸頭公園野球場 取手市 戸頭 8-1-2 芝 緊急 

76  取手市消防本部 
成田つくば航空

専門学校 
取手市 西野 1842 

アスフ

ァルト 
緊急 

77  取手市消防本部 ゆめみ野公園 取手市 
ゆめみ野 4－3

－1 
芝 緊急 

78  取手市消防本部 藤代中学校 
取手市 

（藤代町） 
椚木 1343 土 緊急 

79  取手市消防本部 
藤代スポーツセ

ンター 
取手市 

（藤代町） 
椚木 15 芝 緊急 

80  取手市消防本部 北浦川緑地公園 
取手市 

（藤代町） 
中田 88０地先 芝 緊急 

81  取手市消防本部 
藤代地区河川防災

ステーション ヘ

リポート 

取手市 

（藤代町） 
椚木103-1地先 芝 緊急 

82  取手市消防本部 
宮和田グラウン

ド 
取手市 

（藤代町） 
宮和田 130-1 芝 緊急 

83  取手市消防本部 双葉グラウンド 
取手市 

（藤代町） 
新川地内 芝 緊急 

84  取手市消防本部 

ＪＡとりで総合

医療センター病

院へリポート 

取手市 本郷 2-1-1 
アスフ

ァルト 
場外 

85  取手市消防本部 
利根川浄水場南側

（場外名 取手利

根川河川敷） 

取手市 

長兵衛新田地

先取手緑地運

動公園内 

草地 場外 

86  つくば市消防本部 さくら運動公園 つくば市 金田 1603 土 緊急 

87  つくば市消防本部 
豊里多目的運動

公園 
つくば市 高野 1197-20 土 緊急 

88  つくば市消防本部 
つくば市立大穂

中学校 
つくば市 篠崎 20 土 緊急 

89  つくば市消防本部 

吉沼総合運動公

園（大穂総合運動

公園） 

つくば市 西高野 82１ 芝 緊急 

90  つくば市消防本部 
谷田部総合グラ

ンド 
つくば市 谷田部 5665 土 緊急 

91  つくば市消防本部 
つくばへリポー

ト 
つくば市 上境 992 

アスフ

ァルト 

非公共用ヘ

リポート 

92  つくば市消防本部 
つくば市立茎崎

中学校 
つくば市 小茎 450 土 緊急 

93  つくば市消防本部 茎崎運動公園 つくば市 岩崎 2160-10 芝 緊急 
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94  つくば市消防本部 
桜南スポーツ公

園 
つくば市 並木 3-21-2 土 緊急 

95  つくば市消防本部 
小貝川スポーツ

公園 
つくば市 高良田 455-1 芝 緊急 

96  つくば市消防本部 
科学万博記念公

園 
つくば市 御幸が丘５ 芝 緊急 

97  つくば市消防本部 台山公園 つくば市 緑ヶ原 2-4 芝 緊急 

98  つくば市消防本部 
つくば 

ウェルネスパーク       

スポーツフィールド 
つくば市 山木 1562 芝 緊急 

99  つくば市消防本部 高崎サッカー場 つくば市 高崎 14-1 芝 緊急 

100  つくば市消防本部 
つくば市大池公

園 
つくば市 北条 1477-1 土 緊急 

101  つくば市消防本部 
筑波記念病院ヘ

リポート 
つくば市 要 11-1 

アスフ

ァルト 
緊急 

102  つくば市消防本部 
つくばメディカ

ル病院ＨＰ 
つくば市 天久保 1-3-1 アルミ 場外 

103  つくば市消防本部 
筑波大学附属病

院ＨＰ 
つくば市 天久保 2-1-1 アルミ 場外 

104  ひたちなか・東海広域消防

本部 

ひたちなか市立

那珂湊中学校 

ひたちなか

市 
廻り目 2896 土 緊急 

105  ひたちなか・東海広域消防

本部 

六ツ野スポーツ

の杜公園 

ひたちなか

市 

中根六ツ野

4880-2 
芝 緊急 

106  ひたちなか・東海広域消防

本部 
津田運動広場 

ひたちなか

市 
津田 1736-1 芝 緊急 

107  ひたちなか・東海広域消防

本部 
佐野運動広場 

ひたちなか

市 
高野 2456 芝 緊急 

108  ひたちなか・東海広域消防

本部 

陸上自衛隊施設

学校 

ひたちなか

市 
勝倉 3433 芝 緊急 

109  ひたちなか・東海広域消防

本部 
石川運動ひろば 

ひたちなか

市 
石川町 10 芝 緊急 

110  ひたちなか・東海広域消防

本部 

那珂湊漁港中央

埠頭 

ひたちなか

市 
和田町 3-11-11 

アスフ

ァルト 
緊急 

111  ひたちなか・東海広域消防

本部 

ひたちなか市那

珂川グラウンド 

ひたちなか

市 
勝倉地先 土 緊急 

112  ひたちなか・東海広域消防

本部 

ひたちなか市新

光町４６番地多

目的広場 

ひたちなか

市 
新光町 46 土 緊急 

113  ひたちなか・東海広域消防

本部 

原子力緊急時支

援・研修センター 

ひたちなか

市 

西十三奉行

11601-13 

アスフ

ァルト 
緊急 

114  ひたちなか・東海広域消防

本部 

東海村立東海中

学校 
東海村 舟石川 825 土 緊急 

115  ひたちなか・東海広域消防

本部 

阿漕ヶ浦運動公

園野球場 
東海村 村松 579 芝 緊急 

116  ひたちなか・東海広域消防

本部 

久慈川河川敷運

動場 
東海村 

石神外宿圷地

先 
草地 緊急 

117  ひたちなか・東海広域消防

本部 
箕輪グラウンド 東海村 照沼 1230-2 芝 緊急 

118  ひたちなか・東海広域消防

本部 

東海村総合福祉

センター絆 
東海村 村松 2005 芝 緊急 
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119  ひたちなか・東海広域消防

本部 

オフサイトセン

タ－ 

ひたちなか

市 

西十三奉行

1160-12 
芝 場外 

120  常陸大宮市消防本部 
大宮運動公園（多

目的広場） 

常陸大宮市 

（大宮町） 
鷹巣 1860 芝 緊急 

121  常陸大宮市消防本部 
常陸大宮済生会

病院 

常陸大宮市 

（大宮町） 

田子内町

3033-3 

アスフ

ァルト 
緊急 

122  常陸大宮市消防本部 
大宮南部コミュ

ニティセンター 

常陸大宮市 

（大宮町） 
上村田 882-5 土 緊急 

123  常陸大宮市消防本部 

常陸大宮市消防

本部訓練塔敷地

内 

常陸大宮市 

（大宮町） 
姥賀町 613-4 

アスフ

ァルト 
緊急 

124  常陸大宮市消防本部 旧美和中学校 
常陸大宮市 

（美和村） 
高部 454 土 緊急 

125  常陸大宮市消防本部 山方中学校 
常陸大宮市 

（山方町） 
山方 3267 土 緊急 

126  常陸大宮市消防本部 道の駅常陸大宮 
常陸大宮市 

（山方町） 
岩崎 717-1 

アスフ

ァルト 
緊急 

127  常陸大宮市消防本部 旧御前山中学校 

常陸大宮市 

（御前山

村） 

野口 4088 土 緊急 

128  常陸大宮市消防本部 御前山総合支所 

常陸大宮市 

（御前山

村） 

野口 3195 
アスフ

ァルト 
緊急 

129  常陸大宮市消防本部 御前山ダム公園 

常陸大宮市 

（御前山

村） 

 上伊勢畑

1506-2 
芝 緊急 

130  常陸大宮市消防本部 

緒川運動公園駐

車場及びグラウ

ンド 

常陸大宮市 

（緒川村） 
上小瀬 5771-1 土 緊急 

131  常陸大宮市消防本部 
辰ノ口親水公園

（大宮消防広場） 

常陸大宮市 

（大宮町） 
辰ノ口 870 

アスフ

ァルト 
場外 

132  常陸大宮市消防本部 
大宮運動公園駐

車場 

常陸大宮市 

（大宮町） 
鷹巣 1860 

アスフ

ァルト 
緊急 

133  常陸大宮市消防本部 
大宮東部地区コ

ミュニティセン

ターグランド 

常陸大宮市 

（大宮町） 
小倉 1873 土 緊急 

134  常陸大宮市消防本部 
西部運動公園多

目的グランド 

常陸大宮市 

（大宮町） 
工業団地 25 土 緊急 

135  常陸大宮市消防本部 旧盛金小学校 
常陸大宮市 

（山方町） 
盛金 2460 土 緊急 

136  常陸大宮市消防本部 旧諸富野小学校 
常陸大宮市 

（山方町） 
諸沢 135 土 緊急 

137  常陸大宮市消防本部 
美和運動公園ミ

ニサッカー場 

常陸大宮市 

（美和村） 
上檜沢 1741-3 芝 緊急 

138  常陸大宮市消防本部 
やすらぎの里公

園駐車場 

常陸大宮市 

（緒川村） 
小舟 1234-2 

アスフ

ァルト 
緊急 

139  常陸大宮市消防本部 御前山小学校 

常陸大宮市 

（御前山

村） 

野口３２１７ 土 緊急 

140  那珂市消防本部 
第二中学校グラン

ド 
那珂市 額田南郷 2384-4 土 緊急 
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141  那珂市消防本部 
那珂第四中学校

グランド 
那珂市 菅谷 2476 土 緊急 

142  那珂市消防本部 
県立水戸農業高

等学校グランド 
那珂市 東木倉 983-1 土 緊急 

143  那珂市消防本部 
なか LucyFM 公園

野球場 
那珂市 戸崎 428-2 芝 緊急 

144  那珂市消防本部 
那珂西リバーサ

イドパーク 
那珂市 戸 7105 

アスフ

ァルト 
緊急 

145  かすみがうら市消防本部 
千代田義務教育

学校 

かすみがう

ら市（千代

田町） 

上佐谷 990 土 緊急 

146  かすみがうら市消防本部 
第一常陸野公園

多目的広場 

かすみがう

ら市（千代

田町） 

中佐谷 1250 芝 緊急 

147  かすみがうら市消防本部 
セゴビアゴルフ

クラブ 

かすみがう

ら市（千代

田町） 

高倉 1384 草地 緊急 

148  かすみがうら市消防本部 
わかぐり運動公

園 

かすみがう

ら市（千代

田町） 

新治 1813-2 芝 緊急 

149  かすみがうら市消防本部 
雪入ふれあいの

里公園 

かすみがう

ら市（千代

田町） 

雪入 452-1 
アスフ

ァルト 
緊急 

150  かすみがうら市消防本部 
東京製綱（株）土

浦工場 

かすみがう

ら市（霞ヶ

浦町） 

宍倉 5707 芝 緊急 

151  かすみがうら市消防本部 
戸沢公園運動広

場 

かすみがう

ら市（霞ヶ

浦町） 

宍倉 3604-1 芝 緊急 

152  かすみがうら市消防本部 多目的運動広場 

かすみがう

ら市（霞ヶ

浦町） 

深谷 3384-1 芝 緊急 

153  かすみがうら市消防本部 
かすみがうら市

役所霞ヶ浦庁舎 

かすみがう

ら市（霞ヶ

浦町） 

大和田 562 芝 緊急 

154  かすみがうら市消防本部 

かすみがうらド

ッグ＆ＭＴＢパ

ーク芝生広場 

かすみがう

ら市 

（千代田

町） 

中佐谷 1138 芝 緊急 

155  小美玉市消防本部 希望ヶ丘公園 
小美玉市 

（美野里町） 
中台 418 芝 緊急 

156  小美玉市消防本部 堅倉運動広場  
小美玉市 

（美野里町） 
堅倉 1702 土 緊急 

157  小美玉市消防本部 納場運動広場  
小美玉市 

（美野里町） 
納場 765-1 土 緊急 

158  小美玉市消防本部 羽鳥運動広場  
小美玉市 

（美野里町） 
羽鳥 2030-3 土 緊急 

159  小美玉市消防本部 
小美玉市立美野

里中学校 

小美玉市 

（美野里町） 
部室 1195－１ 土 緊急 

160  小美玉市消防本部 
小美玉市立玉里学

園義務教育学校 

小美玉市 

（玉里村） 
上玉里 751-1 土 緊急 
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161  小美玉市消防本部 
小美玉市玉里総

合運動公園 

小美玉市 

（玉里村） 

栗又四箇

2406-4 
芝 緊急 

162  小美玉市消防本部 
小美玉市立小川

南小学校 

小美玉市 

（小川町） 
小川 686 土 緊急 

163  小美玉市消防本部 大井戸湖岸公園 
小美玉市 

（玉里村） 
下玉里 2508-1 他 芝 緊急 

164  小美玉市消防本部 宮田防災公園 
小美玉市 

（小川町） 
宮田 785-1 芝 緊急 

165  小美玉市消防本部 野田球場 
小美玉市 

（小川町） 
野田 956-1 芝 緊急 

166  茨城町消防本部 小幡運動場 茨城町 小幡 2166 土 緊急 

167  茨城町消防本部 涸沼自然公園 茨城町 中石崎 2263 砂利 緊急 

168  茨城町消防本部 
茨城町運動公園

（野球場） 
茨城町 越安 1397 芝 緊急 

169  茨城町消防本部 県立消防学校 茨城町 長岡 4068 芝 場外 

170  茨城町消防本部 
水戸医療センタ

ーヘリポート 
茨城町 近藤 95 

アスフ

ァルト 
場外 

171  大洗町消防本部 
大洗町立南中学

校 
大洗町 大貫 1212-14 土 緊急 

172  大洗町消防本部 大洗港第４埠頭 大洗町 中央 12-5 
アスフ

ァルト 
緊急 

173  大洗町消防本部 
大洗町総合運動

公園 
大洗町 成田 1626 芝 緊急 

174  大洗町消防本部 
大洗町防災ふれ

あい公園 
大洗町 磯浜地内 芝 緊急 

175  大子町消防本部 
大子町立大子中

学校運動場 
大子町 池田 1647 土 緊急 

176  大子町消防本部 
町立大子西中学

校 
大子町 芦野倉 733 土 緊急 

177  大子町消防本部 町立南中学校 大子町 頃藤 3870 土 緊急 

178  大子町消防本部 
大子ふれあい牧

場 
大子町 高柴 3079 

アスフ

ァルト 
緊急 

179  大子町消防本部 奥久慈憩いの森 大子町 高柴 4167-3 芝 緊急 

180  大子町消防本部 大子広域公園 大子町 浅川 2921 芝 緊急 

181  大子町消防本部 湯の里公園 大子町 大子 772 
アスフ

ァルト 
緊急 

182  大子町消防本部 
大子町消防本部

庁舎東側駐車場 
大子町 池田 2626 

アスフ

ァルト 
緊急 

183  大子町消防本部 
旧上野宮小学校

グランド 
大子町 上野宮 1085 草地 緊急 

184  大子町消防本部 
大子おやき学校

グランド 
大子町 槙野池 2469 土 緊急 

185  大子町消防本部 
ルネサンス高等

学校 
大子町 町付 1543 土 緊急 

186  高萩市消防本部 
高萩市立高萩中

学校 
高萩市 高浜町 1-77 土 緊急 
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187  高萩市消防本部 
県立清松高等学

校 
高萩市 赤浜 1864 土 緊急 

188  高萩市消防本部 
旧君田小学校・君

田中学校 
高萩市 下君田 682 土 緊急 

189  高萩市消防本部 小山ダム施設 高萩市 横川 1515 地先 砂利 緊急 

190  高萩市消防本部 
高萩勤労者体育施

設（サンスポーツ

ランド） 
高萩市 下手綱 2037-2 芝 緊急 

191  高萩市消防本部 中戸川防災広場 高萩市 
中戸川都室沢

909-1 
砂利 緊急 

192  鹿島地方消防本部 
鹿嶋市立大野中

学校 
鹿嶋市 津賀 1925-1 土 緊急 

193  鹿島地方消防本部 
鹿嶋市立鹿島中

学校 
鹿嶋市 宮中 2398-1 土 緊急 

194  鹿島地方消防本部 

県立カシマサッ

カースタジアム

Ｂ駐車場 

鹿嶋市 神向寺１ 
アスフ

ァルト 
緊急 

195  鹿島地方消防本部 
はまなす公園球

場 
鹿嶋市 角折 2096-1 土 緊急 

196  鹿島地方消防本部 
    じょうし 
津賀城址公園 

鹿嶋市 津賀 1392 芝 緊急 

197  鹿島地方消防本部 
高松緑地運動公

園 
鹿嶋市 光１ 芝 緊急 

198  鹿島地方消防本部 

茨県立鹿島産業

技術専門学院内

グランド 

鹿嶋市 林 572-1 土 緊急 

199  鹿島地方消防本部 息栖運動公園 
神栖市 

（神栖町） 
息栖 2632-3 芝 緊急 

200  鹿島地方消防本部 石塚運動公園 
神栖市 

（神栖町） 
日川 4199 芝 緊急 

201  鹿島地方消防本部 海浜運動公園 
神栖市 

（神栖町） 
南浜 1-3 芝 緊急 

202  鹿島地方消防本部 高浜運動公園 
神栖市 

（神栖町） 
高浜 1483 土 緊急 

203  鹿島地方消防本部 波崎第一中学校 
神栖市 

（波崎町） 
波崎 7070 土 緊急 

204  鹿島地方消防本部 利根公園 神栖市 波崎 8386-1 芝 緊急 

205  鹿島地方消防本部 豊ヶ浜運動公園 神栖市 波崎 9579 芝 緊急 

206  鹿島地方消防本部 
土合運動公園野

球場 
神栖市 土合北 1-7-60 芝 緊急 

207  鹿島地方消防本部 
若松緑地サッカ

ー場 
神栖市 砂山 15 芝 緊急 

208  鹿島地方消防本部 
神栖市立波崎第

四中学校   
神栖市 土合北 1-8-10 土 緊急 

209  鹿島地方消防本部 神栖市中央公園 神栖市 
木崎 1203-9 の

一部 
芝 緊急 

210  鹿島地方消防本部 
神之池緑地陸上

競技場 

神栖市 

（神栖町） 
溝口 4991 芝 場外 
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211  鹿島地方消防本部 
なさか夕日の郷

公園 
神栖市 下幡木 4571-1 草地 緊急 

212  茨城西南広域消防本部 
古河市立古河第

二中学校 
古河市 鴻巣 780 土 緊急 

213  茨城西南広域消防本部 
渡良瀬川河川敷

サッカー場 
古河市 

立崎地先渡良

瀬川河川敷 
芝 緊急 

214  茨城西南広域消防本部 
総和中学校運動

場 

古河市 

（総和町） 
女沼 260-1 土 緊急 

215  茨城西南広域消防本部 
茨城西南広域市町村圏

事務組合運動公園 サ

ッカー場 

古河市 

（総和町） 
下大野 2245 芝 緊急 

216  茨城西南広域消防本部 
総和水処理セン

ター 

古河市 

（総和町） 
水海 1207 芝 緊急 

217  茨城西南広域消防本部 
小堤スポーツ広

場 

古河市 

（総和町） 
小堤 227-1 草地 緊急 

218  茨城西南広域消防本部 

上大野グランド

（サブグラウン

ド） 

古河市 

（総和町） 
上大野 1532-1 芝 緊急 

219  茨城西南広域消防本部 

生涯学習センタ

ー総和とねミド

リ館 

古河市 

（総和町） 
前林 1953-1 

アスフ

ァルト 
緊急 

220  茨城西南広域消防本部 友愛記念病院 
古河市 

（総和町） 
東牛谷 707 

アスフ

ァルト 
緊急 

221  茨城西南広域消防本部 三和中学校 
古河市 

（三和町） 
東山田 472 土 緊急 

222  茨城西南広域消防本部 
三和健康ふれあい

スポーツセンター 
古河市 

（三和町） 
仁連 2042-1 

アスフ

ァルト 
緊急 

223  茨城西南広域消防本部 
諸川コミュニテ

ィーパーク 

古河市 

（三和町） 
諸川 1844-4 

アスフ

ァルト 
緊急 

224  茨城西南広域消防本部 
八千代町立第一

中学校 
八千代町 若 1808 土 緊急 

225  茨城西南広域消防本部 八千代町民公園 八千代町 菅谷 833-1 芝 緊急 

226  茨城西南広域消防本部 粟野運動公園 八千代町 粟野 291-2 芝 緊急 

227  茨城西南広域消防本部 東蕗田運動公園 八千代町 東蕗田 241-1 芝 緊急 

228  茨城西南広域消防本部 貝谷運動公園 八千代町 貝谷 37 土 緊急 

229  茨城西南広域消防本部 中結城地区公園 八千代町 菅谷 35 芝 緊急 

230  茨城西南広域消防本部 
下妻市立下妻中

学校 
下妻市 長塚 38-1 土 緊急 

231  茨城西南広域消防本部 高道祖訓練場 下妻市 比毛 137 
アスフ

ァルト 
緊急 

232  茨城西南広域消防本部 市立下妻小学校 下妻市 下妻乙 386 土 緊急 

233  茨城西南広域消防本部 
市立騰波ノ江小

学校（とばのえ） 
下妻市 若柳甲 644 土 緊急 

234  茨城西南広域消防本部 市立上妻小学校 下妻市 半谷 426 土 緊急 

235  茨城西南広域消防本部 
砂沼広域公園 

観桜苑 
下妻市 下妻丙 175 芝 緊急 
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236  茨城西南広域消防本部 千代川中学校 
下妻市 

(千代川村) 
鎌庭 2777 土 緊急 

237  茨城西南広域消防本部 
千代川運動公園

多目的広場 

下妻市 

(千代川村) 
鬼怒 257 土 緊急 

238  茨城西南広域消防本部 千代川運動場 
下妻市 

(千代川村) 
市原 188 土 緊急 

239  茨城西南広域消防本部 筑波サーキット 
下妻市 

(千代川村) 
村岡乙 159 芝 緊急 

240  茨城西南広域消防本部 石下中学校運動場 
常総市 

（石下町） 
本石下 1000-1 土 緊急 

241  茨城西南広域消防本部 
豊田球場サブグ

ランド 

常総市 

（石下町） 
本豊田 1576 土 緊急 

242  茨城西南広域消防本部 
いとう内科医院

敷地内 

常総市 

（石下町） 

古間木新田

817-1 
芝 緊急 

243  茨城西南広域消防本部 
石下総合運動公

園多目的広場 

常総市 

（石下町） 
鴻野山 1670 土 緊急 

244  茨城西南広域消防本部 
常総市立玉小学

校 

常総市 

（石下町） 
若宮戸 794 土 緊急 

245  茨城西南広域消防本部 猿島中学校運動場 
坂東市 

（猿島町） 
山 2807 土 緊急 

246  茨城西南広域消防本部 生子運動公園 
坂東市 

（猿島町） 
生子新田 884-1 芝 緊急 

247  茨城西南広域消防本部 沓掛球場 
坂東市 

（猿島町） 
沓掛 6083-4 芝 緊急 

248  茨城西南広域消防本部 
運動公園中央球

場(猿島球場) 

坂東市 

（猿島町） 
生子新田 804 芝 緊急 

249  茨城西南広域消防本部 前山公園 
坂東市 

（猿島町） 
逆井 2845-3 芝 緊急 

250  茨城西南広域消防本部 岩井第二小学校 
坂東市 

（岩井市） 
辺田 1172-7 土 緊急 

251  茨城西南広域消防本部 宝掘運動公園 
坂東市 

（岩井市） 
神田山 2137-1 芝 緊急 

252  茨城西南広域消防本部 
岩井浄化センタ

ー 

坂東市 

（岩井市） 
小山 1820 土 緊急 

253  茨城西南広域消防本部 
八坂公園陸上競

技場 

坂東市 

（岩井市） 
岩井 2162-3 芝 緊急 

254  茨城西南広域消防本部 幸神平公園 
坂東市 

（岩井市） 
幸神平 34 芝 緊急 

255  茨城西南広域消防本部 
前山倉庫株式会

社 

坂東市 

（岩井市） 
神田山 1129 

アスフ

ァルト 
緊急 

256  茨城西南広域消防本部 
五霞町立五霞中

学校 五霞
ご か

町
まち

 元栗橋 953 土 緊急 

257  茨城西南広域消防本部 
中之島公園西側

ヘリポート 五霞
ご か

町
まち

 山王地先 
アスフ

ァルト 
緊急 

258  茨城西南広域消防本部 ごかみずべ公園 五霞
ご か

町
まち

 江川 3166 芝 緊急 

259  茨城西南広域消防本部 
農村運動公園グ

ラウンド 五霞
ご か

町
まち

 元栗橋 6275 芝 緊急 

260  茨城西南広域消防本部 
境町立境第二中

学校グランド 
境町 伏木 1310 土 緊急 
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261  茨城西南広域消防本部 境町総合運動場 境町 上小橋 556 土 緊急 

262  茨城西南広域消防本部 境町大歩運動場 境町 大歩 327 土 緊急 

263  茨城西南広域消防本部 
境町利根川河川

敷 
境町 

宮本町 1695 地

先 
草地 緊急 

264  筑西広域消防本部 下館南中学校 
筑西市 

（下館市） 
一本松 546 土 緊急 

265  筑西広域消防本部 下館運動場 
筑西市 

（下館市） 
上平塚 639 芝 緊急 

266  筑西広域消防本部 鬼怒緑地 
筑西市 

（下館市） 
伊佐山 218 芝 緊急 

267  筑西広域消防本部 嘉田生崎小学校 
筑西市 

（下館市） 
西石田 587 土 緊急 

268  筑西広域消防本部 関城中学校 
筑西市 

（関城町） 
犬塚 100 土 緊急 

269  筑西広域消防本部 関城運動場 
筑西市 

（関城町） 
藤ケ谷 1845-1 土 緊急 

270  筑西広域消防本部 
関城富士ノ宮球

場 

筑西市 

（関城町） 
関本上中 306-1 土 緊急 

271  筑西広域消防本部 協和中学校 
筑西市 

（協和町） 
門井 1803-7 土 緊急 

272  筑西広域消防本部 協和の杜公園 
筑西市 

（協和町） 
久地楽 260 芝 緊急 

273  筑西広域消防本部 県西総合公園 
筑西市 

（協和町） 
桑山 2818 芝 緊急 

274  筑西広域消防本部 
茨城県西部メデ

ィカルセンター 

筑西市 

（下館市） 
大塚 555 

コンク

リート 
場外 

275  筑西広域消防本部 明野中学校 
筑西市 

（明野町） 
倉持 1138 土 緊急 

276  筑西広域消防本部 
結城市鹿窪運動

公園サッカー場 
結城市 鹿窪１ 芝 緊急 

277  筑西広域消防本部 
結城市立結城小

学校 
結城市 大字結城 1927 土 緊急 

278  筑西広域消防本部 
結城市立城南小

学校 
結城市 

城南町１丁目 

１１番 
土 緊急 

279  筑西広域消防本部 
結城市立結城西

小学校 
結城市 

大字結城

10290-1 
土 緊急 

280  筑西広域消防本部 
結城市立城西小

学校 
結城市 

大字結城

9633-1 
土 緊急 

281  筑西広域消防本部 
結城市立絹川小

学校 
結城市 大字小森 2227 土 緊急 

282  筑西広域消防本部 
結城市立江川北

小学校 
結城市 大字田間 1421 土 緊急 

283  筑西広域消防本部 
結城市立江川南

小学校 
結城市 

大字北南茂呂

81 
土 緊急 

284  筑西広域消防本部 
結城市立山川小

学校 
結城市 

大字今宿

1164-1 
土 緊急 

285  筑西広域消防本部 
結城市立上山川

小学校 
結城市 

大字上山川

3388 
土 緊急 
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286  筑西広域消防本部 
結城市立結城中

学校 
結城市 

大字小田林

2600 
土 緊急 

287   筑西広域消防本部 
結城市立結城東

中学校 
結城市 大字結城 3381 土 緊急 

288  筑西広域消防本部 
結城市立結城南

中学校 
結城市 大字大木 1123 土 緊急 

289  筑西広域消防本部 
県立岩瀬高等学

校グランド 

桜川市 

（岩瀬町） 
岩瀬 1511 土 緊急 

290  筑西広域消防本部 
桜川市総合運動公園

多目的広場(ラスカ) 
桜川市 

（岩瀬町） 
岩瀬 2685-14 土 緊急 

291  筑西広域消防本部 桃山学園運動場 
桜川市 

（真壁町） 

真壁町伊佐々

158 
土 緊急 

292  筑西広域消防本部 
つくば真壁工業

団地グランド 

桜川市 

（真壁町） 

真壁町東矢貝

922 
芝 緊急 

293  筑西広域消防本部 
大和中学校グラ

ンド 

桜川市 

（大和村） 
羽田 1000 土 緊急 

294  筑西広域消防本部 
城西病院ヘリポ

ート 
結城市 結城 10745-24 

アスフ

ァルト 
緊急 

295  筑西広域消防本部 
筑西消防本部ヘ

リポート 

筑西市 

（下館市） 
直井 1076 

アスフ

ァルト 
場外 

296  筑西広域消防本部 柳沢農村公園 
桜川市 

（真壁町） 

真壁町町田

944-4 
草地 場外 

297  筑西広域消防本部 桜井農村公園 
桜川市 

（真壁町） 

真壁町桜井

1341－1 
芝 緊急 

298  常総広域消防本部 
きぬ総合公園野

球場 

常総市 

（水海道

市） 

坂手町 3225 芝 緊急 

299  常総広域消防本部 大崎ヘリポート 
常総市 

(水海道市) 
大崎町 1-4 

アスフ

ァルト 
緊急 

300  常総広域消防本部 天満運動場 
常総市 

(水海道市) 

水海道天満町

4228    

鬼怒川河川敷 

芝 緊急 

301  常総広域消防本部 
水海道あすなろ

の里 

常総市 

(水海道市) 
大塚戸町 310 芝 緊急 

302  常総広域消防本部 
原山球場   

（原山運動公園） 
常総市 大生郷町 6134 芝 緊急 

303  常総広域消防本部 小貝野球場 常総市 上蛇町 1720-6 土 緊急 

304  常総広域消防本部 常総運動公園 守谷市 野木崎 4065 芝 緊急 

305  常総広域消防本部 前川製作所（株） 守谷市 立沢 2000 芝 緊急 

306  常総広域消防本部 けやき台公園 守谷市 けやき台 4-4 芝 緊急 

307  常総広域消防本部 
みずき野第１調

整池（野球場） 
守谷市 

みずき野

3-19-12 
芝 緊急 

308  常総広域消防本部 
みずき野第２調

整池 
守谷市 みずき野 7-23 芝 緊急 

309  常総広域消防本部 
常磐自動車道上

り守谷ＳＡ内 
守谷市 大柏 166 

アスフ

ァルト 
緊急 

310  常総広域消防本部 
守谷大利根運動

公園 
守谷市 

野木崎地先 

利根川粁杭 95.5～96 ㌔ 土 緊急 
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311  常総広域消防本部 絹の台桜公園      
つくばみらい

市（谷和原村） 
絹の台 3-2 芝 緊急 

312  常総広域消防本部 水門駐車場 
つくばみらい

市（谷和原村） 
福岡 1490 土 緊急 

313  常総広域消防本部 

つくばみらい市

みらい平 

どんぐり公園 

つくばみらい

市（伊奈町） 
紫峰ヶ丘４丁

目５ 
芝 緊急 

314  常総広域消防本部 

つくばみらい市

総合運動公園 

野球場 

つくばみらい

市（伊奈町） 
小張 1770 芝 緊急 

315  常総広域消防本部 
つくばみらい市

総合運動公園 

つくばみらい

市（伊奈町） 
小張 1770 芝 緊急 

316  常総広域消防本部 橋本多目的広場 

常総市 

（水海道

市） 

橋本町地先 

鬼怒川河川敷 

アスフ

ァルト 
緊急 

317  鹿行広域消防本部 
県立鉾田第一高

等学校 

鉾田市 

（鉾田町） 
鉾田 1090 土 緊急 

318  鹿行広域消防本部 鉾田北中学校 
鉾田市 

（鉾田町） 
上富田 1011-1 土 緊急 

319  鹿行広域消防本部 鹿島灘海浜公園 
鉾田市 

（鉾田町） 
大竹 390 芝 緊急 

320  鹿行広域消防本部 
鉾田第二高等学

校第３グランド 

鉾田市 

（鉾田町） 
安房 1236-13 芝 緊急 

321  鹿行広域消防本部 
鉾田総合公園多

目的グラウンド 

鉾田市 

（鉾田町） 
当間 2331 芝 緊急 

322  鹿行広域消防本部 旭中学校グランド 
鉾田市 

（旭村） 
造谷 863-5 土 緊急 

323  鹿行広域消防本部 
とちぎ海浜自然の

家 
鉾田市 

（旭村） 
玉田 336-2 芝 緊急 

324  鹿行広域消防本部 
いこいの村涸沼多

目的広場 
鉾田市 

（旭村） 
箕輪 3604 芝 緊急 

325  鹿行広域消防本部 
旭総合スポーツセ

ンター 
鉾田市 

（旭村） 
田崎 616-6 芝 緊急 

326  鹿行広域消防本部 旭西小学校 
鉾田市 

（旭村） 
鹿田 904-5 土 緊急 

327  鹿行広域消防本部 旭保育園 
鉾田市 

（旭村） 
上釜 934-27 芝 緊急 

328  鹿行広域消防本部 大洋中学校 
鉾田市 

（大洋村） 
大蔵 1337-1 土 緊急 

329  鹿行広域消防本部 中居運動場 
鉾田市 

（大洋村） 
中居 1447-16 芝 緊急 

330  鹿行広域消防本部 大洋小学校 
鉾田市 

（大洋村） 
上沢 922-1 土 緊急 

331  鹿行広域消防本部 玉造中学校 
行方市 

（玉造町） 
玉造甲 2807 土 緊急 

332  鹿行広域消防本部 高須崎公園 
行方市 

（玉造町） 
玉造甲 1931 芝 緊急 

333  鹿行広域消防本部 玉造浜野球場 
行方市 

（玉造町） 
浜 2633 芝 緊急 

334  鹿行広域消防本部 
玉造Ｂ＆Ｇ海洋

センター多 

行方市 

（玉造町） 
玉造甲 3185 芝 緊急 
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335  鹿行広域消防本部 

霞ヶ浦カントリ

ークラブ ヘリ

ポート 

行方市 

（玉造町） 
芹沢 1000 

アスフ

ァルト 
緊急 

336  鹿行広域消防本部 北浦中学校 
行方市 

（北浦町） 
内宿 390 土 緊急 

337  鹿行広域消防本部 
北浦第一グランド

（ふれあいの里） 
行方市 

（北浦町） 
山田 2175 芝 緊急 

338  鹿行広域消防本部 天王崎公園 
行方市 

（麻生町） 
麻生 500 芝 緊急 

339  鹿行広域消防本部 
鹿行生涯学習セ

ンター 

行方市 

（麻生町） 
宇崎 1389 芝 緊急 

340  鹿行広域消防本部 

なめがたファー

マーズヴィレッ

ジ 

行方市 

（麻生町） 
宇崎 1561 芝 緊急 

341  鹿行広域消防本部 
麻生多目的グラ

ウンド 

行方市   

（麻生町） 
島並 1257-4 芝 緊急 

342  鹿行広域消防本部 
潮来市立津知小

学校運動場 
潮来市 辻 829 土 緊急 

343  鹿行広域消防本部 
水郷県民の森第

5駐車場 
潮来市 

島須 3075-8 地

先 
芝 緊急 

344  鹿行広域消防本部 かすみの郷公園 潮来市 永山 1716 芝 緊急 

345  鹿行広域消防本部 
前川運動公園 

（駐車場） 
潮来市 前川 1467 

アスフ

ァルト 
緊急 

346  鹿行広域消防本部 
なめがた地域医

療センター 

行方市 

（玉造町） 
井上藤井 98-8 

アスフ

ァルト 
場外 

347  鹿行広域消防本部 
徳島園地（外浪逆

浦） 
潮来市 福島地内 芝 場外 

348  稲敷広域消防本部 龍ヶ崎飛行場 龍ケ崎市 半田町 3177 
アスフ

ァルト 
緊急 

349  稲敷広域消防本部 

龍ヶ崎市総合運

動公園 （たつの

こフィールド） 

龍ケ崎市 中里 2-1-5・7 
アスフ

ァルト 
緊急 

350  稲敷広域消防本部 
北竜台公園運動

広場 
龍ケ崎市 小柴 1-8 芝 緊急 

351  稲敷広域消防本部 
市営第二グランド
（小貝川運動公園） 

龍ケ崎市 
川原代町 33-1

地先 
草地 緊急 

352  稲敷広域消防本部 
稲敷市新利根総

合運動公園  

稲敷市（新

利根町） 
伊佐津 3280 芝 緊急 

353  稲敷広域消防本部 
稲敷市立新利根

小学校 

稲敷市（新

利根町） 
柴崎 7218-4 土 緊急 

354  稲敷広域消防本部 
大森工業高校グ

ランド 

稲敷市（江

戸崎町） 

江戸崎甲

4344-4 
芝 緊急 

355  稲敷広域消防本部 
江戸崎共栄工業

（株） 

稲敷市（江

戸崎町） 
佐倉 2100 草地 緊急 

356  稲敷広域消防本部 
江戸崎総合運動公園

野球場 
稲敷市（江

戸崎町） 
荒沼 3-1 芝 緊急 

357  稲敷広域消防本部 
いなほ消防署桜

東分署ＨＰ 

稲敷市（江

戸崎町） 
上須田 355-1 

アスフ

ァルト 
緊急 

358  稲敷広域消防本部 
いなほ消防署Ｈ

Ｐ 

稲敷市（江

戸崎町） 
犬塚 1570-2 

アスフ

ァルト 
緊急 
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359  稲敷広域消防本部 浮島グランド 
稲敷市 

（桜川村） 
浮島 5020-2 芝 緊急 

360  稲敷広域消防本部 
桜川総合運動公

園 

稲敷市 

（桜川村） 
柏木 4-5 芝 緊急 

361  稲敷広域消防本部 白鷺球場     
稲敷市 

（東町） 

佐原組新田

1596 
芝 緊急 

362  稲敷広域消防本部 東グランド 
稲敷市 

（東町） 

佐原組新田

1596 
土 緊急 

363  稲敷広域消防本部 
利根浄化ｾﾝﾀｰ野

球場 
利根町 布川３ 土 緊急 

364  稲敷広域消防本部 上曽根運動公園 利根町 布川７ 芝 緊急 

365  稲敷広域消防本部 
生涯学習センタ

ー野球場 
利根町 中谷 967 芝 緊急 

366  稲敷広域消防本部 緑地運動公園 利根町 布川 3578 地先 草地 緊急 

367  稲敷広域消防本部 
牛久市総合運動

公園多目的広場 
牛久市 下根町 1401 土 緊急 

368  稲敷広域消防本部 栄町運動広場 牛久市 栄町 4-196 芝 緊急 

369  稲敷広域消防本部 牛久運動広場 牛久市 城中町 1865 土 緊急 

370  稲敷広域消防本部 
牛久市女化運動

広場 
牛久市 

さくら台

4-36-1 
芝 緊急 

371  稲敷広域消防本部 
美浦村運動公園

野球場 
美浦村 木原 150-2 芝 緊急 

372  稲敷広域消防本部 
美浦村光と風の

丘公園 
美浦村 受領 1470 芝 緊急 

373  稲敷広域消防本部 
美浦村大山地区

水防拠点 
美浦村 

大山 1760-3 

1879-2 の一部 

アスフ

ァルト 
緊急 

374  稲敷広域消防本部 
つつみ会館運動

場 
河内町 金江津 654-294 芝 緊急 

375  稲敷広域消防本部 
阿見町立阿見中

学校 
阿見町 中央 1-2-1 土 緊急 

376  稲敷広域消防本部 
阿見町総合運動

公園 
阿見町 吉原 52-3 芝 緊急 

377  稲敷広域消防本部 

東京医科大学茨

城医療センター

ＨＰ 

阿見町 中央町 3-10-3 
アスフ

ァルト 
場外 

378  稲敷広域消防本部 

市営第一グラウ

ンド（小貝川運動

公園） 

龍ケ崎市 
川原代町 88 

小貝川左岸 
草地 場外 

令和 5 年 9 月現在 

 

公共用離発着場    ０ヶ所 

非公共用離発着場   2 ヶ所 

場外離発着場    ２６ヶ所 

緊急離発着場   ３５０ヶ所 

  合 計     ３78 ヶ所 
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23－２ 茨城県防災ヘリコプター応援要綱 

 

茨城県防災ヘリコプター応援要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、県が設置する防災ヘリコプター（以下「防災ヘリ」という。）による県内の市町村

及び消防事務に関する一部事務組合（以下「市町村等」という。）に対する災害による被害拡大防止

のための応援に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （応援の要請） 

第２条 災害が発生した市町村等（以下「発災市町村等」という。）の長又は消防長（以下「発災市町村

等の長」という。）は、当該災害について、次の各号のいずれかに該当することにより防災ヘリの応

援を必要と判断した場合は、知事に対してその要請をすることができる。 

(1) 災害が複数の市町村等に拡大するおそれがある場合 

(2) 発災市町村等の消防力によっては、災害防止が著しく困難と認められる場合 

(3) 被害者の救急搬送その他、防災ヘリの応援が必要と認められる場合 

 （応援要請の方法）  

第３条 応援の要請は、県防災・危機管理部消防安全課防災航空室あてに、電話等により次の事項を明ら

かにして行うものとする。 

(1) 災害の種別 

(2) 災害発生の日時、場所汲び被害の状況 

(3) 災害発生現場の気象状況 

(4) 災害発生現場の最高指揮者の職氏名及び連格方法 

(5) 飛行場以外の離着陸場の所在地及び地上支援体制 

(6) 応援に要する資機材の品目及び数量 

(7) その他必要な事項 

 （防災航空隊の派遣） 

第４条 知事は、前２条の規定により防災ヘリの応援の要請を受けた場合は、災害発生現場の気象状況

等を確認し、応援が必要と認めたときは、消防安全課防災航空隊（以下「防災航空隊」という。）を

派遣するものとする。 

２ 知事は、防災ヘリの応援の要請に応じることができない場合は、その旨を速やかに発災市町村等の

長に通報するものとする。 

 （防災航空隊の隊員の指揮） 

第５条 災害現場における防災航空隊の指揮は、派遣を受けた発災市町村等の長が行うものとする。た

だし、緊急の場合の防災航空隊の指揮は、災害現場の最高指揮者が行うことができる。 
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 （経費負担） 

第６条 防災ヘリの応援に要する費用は、県が負担するものとする。 

 （その他) 

第７条 この要綱に定めるもののほか、防災ヘリの応援に関し必要な事項は、県が市町村等と協議して

定めるものとする。 

  付 則 

 この要綱は、平成７年４月１日から施行する。 

  付 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

  付 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 
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23－３ 茨城県防災ヘリコプター運航管理要綱 

 

茨城県防災ヘリコプター運航管理要綱 

 

目    次 

 

第１章 総則（第１条－第３条） 

第２章 防災航空隊（第４条－第８条） 

第３章 運航管理（第９条－第18条） 

第４章 使用手続（第19条－第21条） 

第５章 安全管理等（第22条） 

第６章 教育訓練（第23条・第24条） 

第７章 事故防止対策等（第25条－第27条） 

第８章 雑則（第28条・第29条） 

 

第１章 総     則 

 （目的） 

第１条 この要綱は、茨城県防災ヘリコプター（以下「航空機」という。）の運航管理等について必要な

事項を定めることにより、航空機の安全かつ効果的な運用を図ることを目的とする。 

 （他の法令との関係） 

第２条 航空機の運航管理については、航空法（昭和27年法律第231号。以下「法」という。）に規定す

るもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 （定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 航空機等 航空機、航空機用装備品、防災業務活用装備品等をいう。 

(2) 防災業務 航空機を使用して行う救急活動、救助活動、災害応急対策活動、火災防御活動その他

の防災活動に関する業務をいう。 

(3) 航空隊員 航空機に搭乗し、防災業務に従事する消防安全課防災航空室の職員をいう。 

(4) 自隊訓練 消防安全課防災航空室が隊員の基本技術及び応用技術の習得を図るため、独自で行う

訓練をいう。 

(5) 運航計画 航空機を効率的に運航するため、防災業務、自隊訓練等について定める飛行計画を

いう。 

(6) 委託会社 県が航空機の操縦、整備点検等の運航管理業務を委託する運航会社をいう。 
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第２章 防 災 航 空 隊 

 

 （防災航空隊の設置） 

第４条 消防安全課防災航空室（以下「防災航空室」という。）に茨城県防災航空隊（以下「航空隊」と

いう。）を置く。 

２ 航空隊は、航空機に搭乗し、直接、防災業務に従事する。 

３ 航空隊に、隊長、副隊長及び隊員を置く。 

４ 隊長及び副隊長は、隊員の中から消防安全課長が指名する。 

 （隊長の任務） 

第５条 隊長は、運航指揮者として、副隊長及び隊員を指揮監督し、防災業務の安全かつ効果的な遂行

に努めなければならない。 

 （副隊長の任務） 

第６条 副隊長は、隊長を補佐し、隊員を指揮監督し、防災業務の万全を期さなければならない。 

２ 隊長に事故があるときは、消防安全課長があらかじめ定めた順序によりその職務を代行する。 

 （隊員の任務） 

第７条 隊員は、隊長及び副隊長の指揮に従い、航空機の性能と災害等の状況に即応した防災業務に努

めなければならない。 

２ 隊員は、防災業務の遂行に当たっては十分安全を確認するとともに、関係法令等を遵守し、所期の

目的を達成するよう努めなければならない。 

 （航空機に搭乗する者の指定） 

第８条 消防安全課長は、航空機を運航する場合には、搭乗する航空隊員を指定するとともに、運航目

的、任務等を明示して該当運航の責任体制を明確にしなければならない。 

 

第３章 運 航 管 理 

 

 （総括管理者） 

第９条 航空機の運航管理の総括は、防災・危機管理部消防安全課長（以下「総括管理者」という。）が

行う。 

 （運航管理責任者） 

第10条 航空隊の指揮監督、航空機の運航、航空機等の維持管理など航空機の運航管理に関する事務は、

消防安全課防災航空室長（以下「運航責任者」という。）が掌理する。 

 （運航計画） 

第11条 防災業務、自隊訓練等を適正かつ円滑に行うため、航空機の運航計画を定めなければならない。 

２ 運航計画は、茨城県防災ヘリコプター年間運航計画（様式第１号）及び茨城県防災ヘリコプター月
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間運航計画（様式第２号）とし、それぞれ運航責任者が定めるものとする。 

 （航空機等の管理） 

第12条 総括管理者は、法第23条及び第25条で定める技能証明書を有する委託会社の整備士による整備

点検を受けなければ、航空機を航空の用に供してはならない。 

２ 運航責任者は、備品を適正に管理し、航空機等の性能を最大限発揮できる状態にしておかなければ

ならない。 

（航空機乗組員及び救助員等の管理） 

第13条 総括管理者は、体内にアルコールを保有する状態の者を、航空業務及び航空消防活動に従事さ

せてはならない。 

２ 運航責任者は、航空機乗組員及び救助員等の飲酒による運航の影響について、適正な管理及び教育

をしなければならない。                                                              

(1) 航空機乗組員及び救助員等は勤務開始前にアルコール検査を行う。 

(2) 次のいずれかに該当する場合は航空業務及び航空消防活動は行わないこととする。 

イ 身体に血液１ℓにつき0.2ｇ以上又は呼気１ℓにつき0.09ｍｇ以上のアルコール濃度を保有して

いる場合。 

ロ 前イの規定にかかわらず、酒精飲料の影響により、反応速度の遅延など航空機の正常な運航が

できない恐れがある、地上への降下ホイスト操作等における判断ミス等の恐れがあると認められ

る場合。 

ハ 飲酒後８時間以内の場合。 

 （運航基準） 

第14条 航空機は、次に掲げる活動で、航空機の特性を十分活用することができ、かつ、その必要性が

認められる場合に運航するものとする。 

(1) 救急活動 

イ 山村等からの救急患者の搬送 

ロ 傷病者発生地への医師搬送及び医療機材等の輸送 

ハ 高度医療機関のない地域からの傷病者の転院搬送 

ニ 高速道路等の大規模事故における傷病者の搬送 

ホ ドクターヘリの重複要請時における補完的運航 

(2) 救助活動 

イ 河川、湖沼、海等での水難事故等における捜索・救助 

ロ 山岳遭難事故等における捜索・救助 

ハ 高層建築物火災による救助 

ニ 山崩れ等の災害により、陸上から接近できない被災者等の救出 

(3) 災害応急対策活動 
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イ 地震、台風、豪雨等の災害の状況把握 

ロ 津波情報等の広報及び海面の監視 

ハ 被災地等の孤立場所等への緊急物資、医薬品等の輸送及び応援要員、医師等の搬送 

ニ ガス爆発事故、高速道路等での大規模事故等の状況把握 

ホ 各種災害等における住民への避難誘導及び警報等の伝達 

(4) 火災防御活動 

イ 林野火災等における空中からの消火活動 

ロ 火災における情報収集、伝達、住民等への避難誘導等の広報 

ハ 交通遠隔地への消火資機材、消火要員等の輸送 

(5) 広域航空消防防災応援活動 

イ 緊急消防援助隊による消防の応援又は支援 

 ロ 大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱に基づく消防の応援 

ハ 近都県等との協定に基づく相互応援 

(6) 災害予防対策活動 

イ 災害危険箇所等の調査 

ロ 各種防災訓練等への参加（他の公共団体の長から要請を含む。） 

ハ 住民への災害予防の広報 

(7) 自隊訓練 

(8) 一般行政活動 

茨城県防災ヘリコプターの一般行政利用に関する取扱要領に基づく一般行政利用活動 

(9) その他総括管理者が必要と認める活動 

２ 航空機の運航は、午前８時30分から午後５時15分までとする。（この時間以外、待機はしていない。）

ただし、緊急運航時においては、この限りでない。 

 （緊急運航） 

第15条 前条第１項第１号から第５号までに規定する運航（以下「緊急運航」という。）は、第11条第１

項に規定する運航計画に基づく運航（以下「通常運航」という。）に優先する。 

２ 航空機の通常運航中に緊急運航を要する事態が生じた場合には、運航責任者は、直ちに緊急運航に

移行する旨を運航指揮者に指示しなければならない。 

３ 緊急運航の要請があった場合、運航責任者は、直ちに、総括管理者に、その内容及び出動の有無を

報告しなければならない。 

４ 緊急運航に関し、必要な事項は別に定める。 

 （緊急運航に伴う報告） 

第16条 運航責任者は、緊急運航を行ったときは、緊急運航報告書（様式第３号）を、速やかに、総括

管理者に報告しなければならない。 
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 （情報連絡及び報告） 

第17条 運航指揮者は、航空機の搭乗中に得た重要な情報等について、運航責任者に報告しなければな

らない。 

２ 運航指揮者は、航空機に搭乗し業務を終了したときは、運航状況等について飛行報告書（様式第４

号）を作成し、運航責任者に報告しなければならない。 

３ 運航責任者は、前項及び前々項の報告内容を総括責任者に報告しなければならない。 

 （飛行場外離着陸場） 

第18条 運航責任者は、市町村と協議し、防災業務を円滑に遂行するため、法第79条ただし書の規定に

基づく飛行場外離着陸場及び法第81条の２に基づく緊急離着陸場を確保しておかなければならない。 

２ 隊長は、前項の飛行場外離着陸場を調査し、常にその実態把握に努めるものとする。 

 

第４章 使 用 手 続 

 

 （使用予定表） 

第19条 航空機の使用（緊急運航及び自隊訓練に係るものを除く。以下本章において同じ。）を予定する

者は、毎年２月末日までに翌年度の使用予定について防災ヘリコプター使用年間予定表（様式第５号）

を、使用月の前々月の末日までに防災ヘリコプター使用月間予定表（様式第６号）を総括管理者に提

出しなければならない。 

 （使用申請） 

第20条 前条の規定により使用予定表を提出した者であって、航空機を使用するものは、防災ヘリコプ

ター使用申請書（様式第７号）により使用する日の15日前までに総括管理者に申請しなければなら

ない。 

 （使用承認） 

第21条 総括管理者は、前条の申請があったときは、その使用目的、使用内容等を審査のうえ、適当と

認めるときは、その使用を承認するものとする。 

２ 総括管理者は、前項により承認した場合は、防災ヘリコプター使用承認書（様式第８号）を交付す

るものとする。 

 

第５章 安 全 管 理 等 

 

 （安全管理） 

第22条 総括管理者は、航空関係法令及び国土交通大臣の定める航空機の運用限界等指定書を踏まえ、

防災業務の適正な執行体制及び航空事故防止対策を確立し、安全管理の適正を期さなければならない。 

２ 運航管理責任者は、防災業務の遂行に当たり、航空隊員の任務及び分担業務の適正な執行を確保し、
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航空事故防止対策を講ずる等、安全管理に万全を期すとともに、航空機等を格納する施設の適正な保

守管理を行われなければならない。 

３ 運航指揮者は、防災業務の遂行に当たっては、航空隊員の任務及び分担業務が適正に執行され、当

該業務が効果的かつ安全に遂行できるよう努めなければならない。 

 

第６章 教 育 訓 練 

 

 （隊員等の教育訓練） 

第23条 総括管理者は、航空隊員の教育訓練を実施するために必要な訓練体制並びに施設、設備及び教

材の整備を図り、航空隊員の養成及び資質の向上に努めなければならない。 

２ 運航責任者は、防災業務を効率的に行うため、市町村及びその他関係機関と連携のうえ、必要な訓

練を実施しなければならない。 

 （自隊訓練） 

第24条 運航責任者は、運航計画に基づき、自隊訓練を実施しなければならない。 

 

第７章 事 故 防 止 対 策 等 

 

 （捜索及び救難体制の確立） 

第25条 総括管理者は、航空事故が発生するおそれ若しくは発生した疑いのある場合又は航空事故が発

生した場合の捜索救難等の初動体制及びその後の処理に関する体制を確立しなければならない。 

 （航空事故発生時の措置） 

第26条 運航指揮者は、航空機に搭乗中、航空機の故障、気象の急変等により航空事故が発生するおそ

れがある場合又は発生した場合は人命、財産に対する危機の防止に最善の手段を尽すなど、万全の措

置を講じ、その状況を運航責任者及び最寄りの航空局空港事務所に、直ちに報告しなければならない。 

２ 運航責任者は、前項の報告を受け、又は前項に関する情報を入手した場合には、前条に規定すると

ころにより、直ちに所要の捜索救難活動を開始するとともに、その旨を総括管理者に報告しなければ

ならない。 

 （事故報告） 

第27条 総括管理者は、法第76条第１項に規定する事故が発生した場合には、国土交通大臣に報告しな

ければならない。 

２ 総括管理者は、前項に規定する事故が発生した場合には、直ちに原因、損害等について調査し、そ

の結果を知事に報告しなければならない。 

 

第８章 雑     則 
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 （記録及び報告） 

第28条 運航管理責任者は、航空関係法令に基づく記録のほか、必要な記録簿を備え、防災業務に関す

る記録を整理しておかなければならない。 

 （その他） 

第29条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。 

  付 則 

 この要綱は、平成７年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、令和元年７月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
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5
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 様式第 1 号（第 11 条） 

茨城県防災ヘリコプター年間運航計画（   年度）                          

 

月 

上旬 

中旬 

下旬 

防 災 業 務 及 び 自 隊 訓 練 そ の 他 （ 一 般 行 政 活 動 ） 機 体 等 の 

整 備 計 画 

備  

考 内   容 予定時期 予定日数 飛行予定時間 内   容 予定時期 予定日数 飛行予定時間 
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様式第 2 号（第 11 条） 

茨城県防災ヘリコプター月間運航計画（   年   月）                             

 

日 曜 内   容 飛行区分 飛行場所（市町村） 使用離着陸場 申請手続の有無 飛行時間／累計 機体等整備計画 
備  

考 

   １・２・３       
   １・２・３       
   １・２・３       
   １・２・３       
   １・２・３       
   １・２・３       
   １・２・３       
   １・２・３       
   １・２・３       
   １・２・３       
   １・２・３       
   １・２・３       
   １・２・３       
   １・２・３       
   １・２・３       
   １・２・３       
   １・２・３       
   １・２・３       
   １・２・３       
   １・２・３       

   （注）飛行区分は１：防災業務、２：自隊訓練、３、その他（一般行政活動等）であり、該当のものに○印をすること
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様式第３号（第 16 条） 

令和  年  月  日 

総括管理者茨城県防災・危機管理部長殿 

運航管理責任者 消防安全課長 

緊 急 運 航 報 告 書（第  号） 

災 害 種 別  要 請 機 関 名 及 び 
連 絡 先 職 氏 名 

 
 

発 生 日 時  令和  年  月  日 ( )     時  分頃  

発 生 場 所 
及 び 目 標 

  
               東経  

   北緯   

要 請 方 法 及 
び 要 請 日 時 一般加入電話 

（覚知）平成  年  月  日 ( )          時  分 

要 請 者  
 受 信 者  

現 地 の 気 象 天候       風向       風速    ｍ／ｓ  気温    ℃ 
視程    ｋｍ    雲高    ｆｔ           

着 陸 場 所  

着陸現場へ到着時間          時     分 燃 料 補 給 量 リットル 

運航指揮者 ･隊員 
運航指揮者 
 
隊 員 

操 縦 士 及 
び 整 備 士 

操縦士 
 
整備士 

活  動  時  間 

出 動 時 間 時   分 出   動 ～ 現 地 到 着 分 

現 地 到 着 時 間 時    分 現 地 到 着 ～ 業 務 開 始 分 

業 務 開 始 時 間 時   分 業 務 開 始 ～ 業 務 終 了 分 

業 務 終 了 時 間 時   分 業 務 終 了 ～ 現 地 出 発 分 

現 地 出 発 時 間 時    分 現 地 出 発 ～ 収 容 先 着 分 

収 容 先 到 着 時 間 時   分 収 容 先 着 ～ 収 容 先 発 分 

収 容 先 出 発 時 間 時   分 収 容 先 発 ～ 帰   隊 分 

帰 隊 時 間 時    分 出   動 ～ 帰   隊 時間  分 
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消 火        回         ℓ  資 機 材 輸 送                    回   ㎏ 

救 助        回      人 情 報 収 集                    回 

救 急        回      人 調 査                    回 

人 員 輸 送        回      人 そ の 他                    回 

災 

害 

の 

概 

況 

（ 

傷 

病 

者 

の 

状 

況 

） 

 

活 

動 
内 

容 

    ※到着時の状況、状況判断、活動方針、活用内容等を記述 

特 

記 

事 

項 

    ※問題点、反省点等を記述 
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様式第 4 号（第 17 条第 2項） 

 

飛 行 報 告 書 

運航管理責任者 消防安全課長 殿 

 

報告者             印 

 

年 月 日       令和  年   月   日（  ）      天候（   ） 

任 務        

飛 行 経 路        

機 長 名        整備士名  

運 航 指 揮 者        

出 動 隊 員        

飛 行 時 間       
出 発 時 間      時  分 実飛行時間 時間  分 

到 着 時 間      時  分 燃料使用量 ℓ  

搭 乗 者 及 び       

搭 載 物 資       

搭 乗 者           搭 載 物 資           

氏   名 飛 行 時 間       品 名       個数 重 量 

     

     

     

     

     

     

参 考 事 項       

 

 現地での燃料補給 ℓ  
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様式第５号（第 19 条） 

 

防災ヘリコプター使用年間予定表 
 

総括管理者 茨城県防災・危機管理部長 殿 

 

            部課名                

 

１ 使用年月日及び使用時間 

 

 

 

２ 使用目的 

 

 

 

３ 飛行経路 

 

 

 

４ 離着陸場所 

 

 

 

５ 飛行時間 

 

 

 

６ 搭乗者（職名及び氏名） 

 

 

 

７ その他参考となる事項 
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様式第６号（第 19 条） 

 

防災ヘリコプター使用月間予定表 
 

総括管理者 茨城県防災・危機管理部長 殿 

 

                               部課名 

 

１ 使用年月日及び使用時間 

 

 

 

２ 使用目的 

 

 

 

３ 飛行経路 

 

 

 

４ 離着陸場所 

 

 

 

５ 飛行時間 

 

  

 

６ 搭乗者（職名及び氏名） 

 

 

 

７ その他参考となる事項 
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様式７号（第 20 条） 

防災ヘリコプター使用申請書 
 

第         号 

令和  年  月  日 

総括管理者 茨城県防災・危機管理部長 殿 

 

申請者           印 

 

茨城県防災ヘリコプター運航管理要綱第 20 条の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

１ 使 用 日 時       令和  年   月   日（   ）   時   分 ～   時   分 

２ 使 用 目 的        

３ 使 用 内 容        

４ 飛 行 経 路        

５ 離 着 陸 場 所        

６ 搭 乗 者 所 属       職   名 氏    名 男・女 年 齢 備    考 

      

      

      

      

      

（注）使用に係る事業計画を添付すること。 

   ※連絡先（職・氏名・電話番号） 
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様式第 8 号（第 21 条第 2 項） 

 

防災ヘリコプター使用承認書                
 

消安第       号 

令和  年  月  日 

 

（申請者） 

              殿 

                                                                     総 括 管 理 者 

茨城県防災・危機管理部長印 

 

 

令和  年  月  日付け第     号で申請のあった防災ヘリコプターの使用については、下記に 

より承認する。 

 

 

記 

 

 

１ 使 用 日 時        令和  年  月  日   時   分 ～   時   分 

 

 

２ 使 用 目 的         
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23－４ 茨城県防災ヘリコプター緊急運航要領 

 

茨城県防災ヘリコプター緊急運航要領 

 

 （趣旨） 

第１ この要領は、茨城県防災ヘリコプター運航管理要綱（以下「要綱」という。）第15条第４項の規定

に基づき、防災ヘリコプターの緊急運航（以下「緊急運航」という。）に関して、必要な事項を定め

るものとする。 

 （他の規程との関係） 

第２ 緊急運航については、要綱及び茨城県防災ヘリコプター応援要綱（以下「応援要綱」という。）に

定めるもののほか、この要領に定めるものとする。 

 （緊急運航の要件） 

第３ 緊急運航は、原則として、要綱第13条第１項第１号から５号までに掲げる活動で次の要件を満た

す場合に運航することができるものとする。 

(1) 公 共 性     地域並びに地域住民の生命、身体、財産を災害から保護することを目的とすること。 

(2) 緊 急 性     差し迫った必要性があること。 

     （緊急に活動を行わなければ、県民の生命、財産に重大な支障が生ずる恐れがある場合） 

(3) 非代替性 防災ヘリ以外に適切な手段がないこと。 

     （既存の資機材、人員では十分な活動が期待できない、又は活動できない場合） 

 （緊急運航の要請基準） 

第４ 緊急運航は、前条の要件を満たし、かつ、別紙に掲げる基準に該当する場合に要請できるものと

する。 

 （緊急運航の要請） 

第５ 緊急運航の要請は、応援要綱に基づき、災害等が発生した市町村及び消防の一部事務組合の機関

の長（以下「機関の長」という。）が運航管理責任者に行う。 

２ 前項の要請は、防災ヘリコプター緊急運航要請書（様式第１号）により行うものとする。 

 （緊急運航の決定） 

第６ 運航管理責任者は、第５に規定する緊急運航の要請を受けた場合には、災害の状況及び現場の気

象状況等を確認の上、出動の可否を決定し、隊長に必要な指示をするとともに、要請者にその旨、回

答しなければならない。 

２ 隊長は、第５に規定する緊急運航の要請を受けた場合には、直ちに要請内容に対応する出動体制を

整えなければならない。 

 （受入体制） 

第７ 緊急運航を要請した機関の長は、防災航空隊と緊密な連携を図るとともに、必要に応じ、次の受



 

 －763－ 

入体制を整えるものとする。 

(1) 離着陸場所の確保及び安全対策 

(2) 傷病者等の搬送先の離着陸場所及び病院等への搬送手配 

(3) 空中消火用資機材、給水場所の確保 

(4) その他必要な事項 

 （報告） 

第８ 隊長は、緊急運航を終了した場合には、災害等速報（様式第２号）により、速やかに、活動の内

容を運航管理責任者に報告するものとする。 

２ 緊急運航を要請した機関の長は、災害等が収束した場合、災害状況報告書（様式任意）により、そ

の旨報告するものとする。 

 （付則） 

 この要領は、平成７年４月１日から施行する。 

（付則） 

 この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

（付則） 

 この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

（付則） 

 この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

（付則） 

 この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

（付則） 

 この要領は、令和元年７月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 －764－ 

様式第１号（第５） 

防災ヘリコプター緊急運航要請書 

消 防 覚 知    年   月   日（  ）     時   分 

要 請 機 関 名                TEL        発信者 

災 害 内 容 (1) 救急 (2)救助 (3)火災防御(4)災害応急（調査・広報）(5)その他 

通  報  内 容  

航空隊に要請する

活 動 内 容 

 

 

発 生 時 間    年   月    日  （   ）        時    分 

  発 生 場 所 

            市町村        地内 

（目 標） 

(座  標) ※世界測地系 

北緯  度  分  秒  東経   度  分  秒 

緊 急 離 着 陸 場  

現場との連絡手段 

消防無線（主運用波５、統制波１、統制波２、統制波３） 

現場指揮呼出  （           ）  

緊急離着陸場呼出（           ） 

携帯電話 

現 場 指 揮 者 所属・職氏名 

現地の気象状況 
天候       風向      風速      気温 

視程     m 警報・注意報 

 その他必要事項 

※災害概要、活動状況、活動方針、水利、受入体制、要救助者人数、状態等を記

載 

※現場詳細図等、必要に応じ図面を添付すること 

 茨城県防災航空隊 緊急要請専用 ０２９―８６３－０１１７ 

                   Ｆ Ａ Ｘ ０２９―８５７－８５０１ 

                   防災ＦＡＸ ８－６２０－３００ 

 

(午後５時１５分～翌朝 8時 30 分迄の要請） 

防災･危機管理部 防災･危機管理課 ０２９－３０１－２８７９ 

                             Ｆ  Ａ  Ｘ      ０２９－３０１－２８９８ 

                  防災ＦＡＸ  ８－６００－８３００ 

受信者  
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傷
病
者
搬
送 

傷 病 者 

氏 名  年齢 歳 性別 
 

体重  

氏 名  年齢 歳 性別 
 

体重  

症 状 

・ 

状 態 

 

離着陸場 搬送元 
 

搬送先 
 

同 乗 者 

医  師  氏名 体 重  

 氏名 体 重  

 氏名 体 重  

搬 送 先 医 療 機 関 

所 在 地 

名    称 

連 絡 先 

 

 

 

TEL                  担当者 

搬 送 先 医 療 機 関 

管 轄 消 防 本 部 
 無 線 呼 出 

 

搬送先緊急離着陸場  支援隊無線呼出 
 

搬 送 先 医 療 機 関 

管 轄 消 防 本 部 

連 絡 先 

     

 

TEL           担当者 

 

必 要 資 器 材 

 

 

 

 

※積載する機材の数量・大きさ・重量・電源（口数・消費電力・バッテリー駆動

の有無）等を記載 仕様が分かる図面があれば添付 

その他必要事項 
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様式第２号（第８） 

災 害 等 速 報           
 

１ 要請活動種別 (１)救急 (２)救助 (３)災害応急（調査・広報) (４)火災防御 (５)その他 

２ 要 請 者  

３ 発 生 場 所        

４ 発 生 日 時       
 

（要請日時） 

 年 月 日（  ） 天候（  ） 
 
 

要 請 
方 法 

電話・FAX 
 
その他（  ） 

５ 事 故 概 要        

６ 死 傷 者 等       

死者（性別・年齢） 
 
 
   計       名 

負傷者等       名 
 うち重症      名 
   中等症     名 

軽症      名 
 
 行方不明       名 

７ 要救護者数       
（見込み）  救助人員       名 

 

８ 活 動 状 況        

９ そ の 他       
  参 考 事 項  

報 告 者 氏 名  活動従事者  
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23－５ 茨城県防災ヘリコプター緊急運航要請基準 

 

茨城県防災ヘリコプター緊急運航要請基準 

 

１ 救急活動 

(1) 山村等からの救急患者の搬送 

 山村等の交通遠隔地から緊急に傷病者の搬送を行う必要がある場合で、救急車で搬送するより

も、著しく有効であると認められ、かつ、原則として、医師が搭乗できる場合（交通遠隔地からの

傷病者搬送） 

(2) 傷病者発生地への医師搬送及び医療器材等の輸送 

 山村等の交通遠隔地において、緊急医療を行うため、医師、器材等を搬送する必要があると認め

られる場合 

(3) 高度医療機関のない地域からの傷病者の転院搬送 

 遠隔地へ、緊急に転院搬送を行う場合で、医師がその必要性を認め、かつ、医師が搭乗できる場合 

(4) 高速道路及び自動車専用道路上からの傷病者の搬送 

 高速道路及び自動車専用道路上での事故で、救急車での収容、搬送が不可能と認められる場合 

(5) その他の救急活動上、特に、防災ヘリコプターによる活動が有効と認められる場合 

 

２ 救助活動 

(1) 河川、湖沼、海等での水難事故、山岳遭難事故等における捜索又は救助 

水難事故及び山岳遭難等において、現地の消防力だけでは対応できないと認められる場合 

(2) 高層建築物火災による救助 

 中高層建築物火災において、地上からの救出が困難で、屋上からの救出が必要と認められる場合 

(3) 山崩れ等の災害により、陸上から接近できない被災者等の救出 

 大雨、山崩れ等により、陸上からの救出が不可能で、救出が緊急に必要と認められる場合 

(4) その他救急救助活動上、特に、防災ヘリコプターによる活動が有効と認められる場合 

 

３ 災害応急対策活動 

(1) 被災状況等の調査及び情報収集活動 

 地震、台風、豪雨、津波等の自然災害又は、ガス爆発事故、高速道路等での大規模事故が発生若

しくは発生するおそれがある場合で、広範囲にわたる状況把握調査、情報収集活動を行うとともに

その状況を監視する必要があると認められる場合 

(2) 食糧、衣料その他の生活必需品及び復旧資材等の救護物資、人員等の搬送 

 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、食糧、衣料その他の生活必需品・復旧資材等
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の救援物資、医薬品、人員等を緊急に輸送又は搬送する必要が認められる場合 

(3) 災害に関する情報、警報等の伝達等広報宣伝活動 

 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害に関する情報及び避難命令等の警報、警告

等を迅速かつ正確に伝達するため必要があると認められる場合 

(4) その他、災害応急対策上、特に、防災ヘリコプターによる活動が有効と認められる場合 

 

４ 火災防御活動 

(1) 林野火災等における空中からの消火活動 

 地上における消火活動では、消火が困難であり、防災ヘリコプターによる消火の必要があると認

められる場合 

(2) 被害状況調査及び情報収集活動 

 大規模火災又は爆発事故等が発生し、延焼拡大の恐れがあると認められ、広範囲にわたる被害状

況把握調査若しくは情報収集活動を行う必要があると認められる場合 

(3) 消防隊員、消防資機材等の搬送 

 大規模林野火災等において、人員、資機材等の搬送手段がない場合又は防災ヘリコプターによる

搬送が有効と認められる場合 

(4) その他、火災防御活動上、特に、防災ヘリコプターによる活動が有効と認められる場合 
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23－６ 大規模特殊災害時における広域航空消防応援フロー 

 



 

 

 

 

 

 

24 海上・流出油等災害 
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24 海上・流出油等災害 

24－１ 海上災害対策関係機関連絡先 

海 上 災 害 関 係 機 関 電話番号・昼間（内線） 電話番号（夜間） 
茨 城 海 上 保 安 部 ※ 029－262－4304 同 左 
銚 子 海 上 保 安 部 ※ 0479－22－1359 〃 
鹿 島 海 上 保 安 署 ※ 0299－92－2601 〃 
関 東 地 方 整 備 局 鹿 島 港 湾 ・ 空 港 整 備 事 務 所 ※ 0299－84－5441 〃 
防 災 ・ 危 機 管 理 部 防 災 ・ 危 機 管 理 課 ※ 029－301－2885 〃 
県 民 生 活 環 境 部 環 境 対 策 課 ※ 029－301－2966 〃 
同 廃 棄 物 対 策 課  029－301－3027 〃 
土 木 部 港 湾 課 ※ 029－301－4521 〃 
同 河 川 課 ※ 029－301－4477 〃 
農 林 水 産 部 漁 政 課 ※ 029－301－4070 〃 
同 水 産 振 興 課 ※ 029－301－4125 〃 
県 警 察 本 部 地 域 課 ※ 029－301－0110 〃 
同 警 備 課 ※ 029－301－0110 〃 
日 立 市 生 活 安 全 課 ※ 0294－22－3287 090－4662－0385 
高 萩 市 市 民 生 活 部 危 機 対 策 課 ※ 0293－23－2215(362) 0293－23－1111 
北 茨 城 市 総 務 課 ※ 0293－43－1111(338) 0293－43－3033 
ひ た ち な か 市 防 災 交 通 課 ※ 029－273－0111 029－273－0111 
鹿 嶋 市 環 境 経 済 部 公 害 防 災 課 ※ 0299－82－2911 0299－82－2368 
大 洗 町 生 活 環 境 課 ※ 029－267－5111 029－267－4540 
東 梅 村 防 災 原 子 力 安 全 課 ※ 029－282－1711(1522) 同 左 
鉾 田 市 総 務 課 ※ 0291－33－2111 0291－33－3436 
神 栖 市 生 活 環 境 部 防 災 安 全 課 ※ 0299－90－1149 0299－90－1111 
日 立 市 消 防 本 部 ※ 0294－24－0119 同 左 
北 茨 城 市 消 防 本 部 ※ 0293－42－0119(221) 0293－42－0119 
高 萩 市 消 防 本 部  0293－22－2293(230) 同 左 
大 洗 町 消 防 本 部 ※ 029－266一1119 029－266－1119 
ひ た ち な か ・ 東 海 広 域 事 務 組 合 ※ 029－273－2038  
鹿 島 地 方 事 務 組 合 消 防 本 部 ※ 0299－96－0119 同 左 
鹿 行 広 域 事 務 組 合 消 防 本 部 ※ 0291－34－9119 0291－33－2248 
茨 城 沿 海 地 区 漁 業 協 同 組 合 連 合 会 ※ 029－224－5151 029－263－3682 
茨 城 県 水 難 救 済 会 ※ 029－224－5151 029－231－1816 
鹿 島 港 災 害 対 策 協 議 会 ※ 0299－92－2601 同 左 
日 立 港 安 全 対 策 協 議 会 ※ 0294－52－4479 〃 
大 洗 港 入 出 港 安 全 対 策 協 議 会 ※ 029－267－2501 〃 
常 陸 那 珂 港 船 舶 安 全 対 策 協 議 会 ※ 029－264－2500 029－272－1462 
日 本 原 子 力 発 電 ㈱ 東 海 発 電 所 ※ 029-282-1211 

（音声ｱﾅｳﾝｽ後110） 
029-282-1211 

（音声ｱﾅｳﾝｽ後120） 
石 油 連 盟 海 水 油 濁 処 理 機 構 茨 城 支 部 ※ 0299－97－3104 0299－97－3163 
鹿 島 埠 頭 株 式 会 社 ※ 0299－92－5551 同 左 
日 立 埠 頭 株 式 会 社  0294－53－4111 〃 
㈱ 茨 城 ポ ー ト オ ー ソ リ テ ィ ー 大 洗 支 社  029－267－4188 〃 
㈱ 茨 城 ポ ー ト オ ー ソ リ テ ィ ー  029－264－2500 〃 
三 国 屋 建 設 株 式 会 社 ※ 0299－96－5068 029－287－3373 
水 戸 地 方 気 象 台  029－224－1106 029－224－1105 
陸 上 自 衛 隊 施 設 学 校 警 備 課  029－274－3211 同 左 
航 空 自 衛 隊 第 ７ 航 空 団 （ 百 里 ）  0299－52－1331 〃 
海 上 災 害 防 止 セ ン タ ー  03－3204－6531 〃 
第 三 管 区 海 上 保 安 本 部  045－211－0771 〃 

※は、茨城県沿岸排出油等防除協議会(事務局は茨城海上保安部)会員を示す。 
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24－２ 各機関が講ずる海上災害対策一覧 

 災害発生時における関係各機関のとるべき措置は、次表のとおりとする。 

 

区分 海上保安機関 市町村（消防機関） 県警察本部 県 

災 
 
 

害 
 
 

発 
 
 

生 
 
 

時 
 
 

の 
 
 

作 
 
 

業 
 
 

体 
 
 

制 

１ 通報連絡体制の確立 

 災害の発生した場合は直ちに関係機関との通報連絡体制を確立し、応急措置実施の推進を

図る。 

２ 人命救助 

 関係機関と協力し、負傷者、被災者等の避難誘導、救出、救護にあ

たる。 

 

３ 遭難船に対する災

害軽減措置の指導 

(1) 自船装備の消火設

備の活用 

(2) 積荷油の空タンク

への移動 

 

４ 初期消火及び延焼防止 

 火災が発生した場合の初期消火及び延焼防止措置 

５ 警戒並びに立入制限等 

(1) 海面流出油の警戒及び拡散状況の調査並びに事故再発防止にあた

る。 

(2) 現場への立入禁止、制限及び付近の警戒にあたる。 

６ 応急資機材の調達輸送 

 油処理剤、消火剤、オイルフェンス、その他

の応急資材の調達輸送 

 関係機関と協力し

て消火に必要な資機

材の緊急輸送に協力

する。 

７ オイルフェンスの展張 

流出油の拡散を防止するため、遭難船等の付近

へ展張する。 
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区分 海上保安機関 市町村（消防機関） 県警察本部 県 

災 
 
 

害 
 
 

発 
 
 

生 
 
 

時 
 
 

の 
 
 

作 
 
 

業 
 
 

体 
 
 

制 

８ 流出油処理剤の散布 

 流出油の処理、火災発生の防止等のため、油

処理剤等を散布する。 

  

９ 遭難船の移動手配、

指導、遭難船を安全海

域へ移動するため曳

船の手配及び曳航の

指導 

 状況により遭難船の移動について関係機関

へ要請する 

10 タンカーバージに

よる残油抜取りの指

導 

タンカーバージによる

残油抜取りを関係機関

へ要請する。 

 

11 吸引船による油抜

取り指導、流出油回収

作業の指導 

 吸引能力のある船

舶の出動要請及び流

出油回収作業の指導 

 

12 被害の拡大防止のため船艇、航空機の動員及び関係機関に対する出

動要請 

人命救助、被害の拡

大防止等応急措置の

ための自衛隊の出動

要請 

13 消火資材の確保 

 流出油の処理、火災発生防止、油火災消火等

消火資材の確保 

  

14 その他の応急処理 関係機関に対する協

力要請 
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区分 海上保安機関 市町村（消防機関） 県警察本部 県 

船
舶
の
交
通
規
制 

１ 出入港の禁止及び

航行制限並びに禁止 

２ 港内在泊船舶に対

する移動命令及び誘

導 

 関係機関と協力して危険水域付近に警備艇

及び消防艇を配置して、海上における船舶、船

艇等の通行禁止、制限及び避難等の処置をと

る。 

 

そ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

他 

１ 港内及び付近海域

における火気の禁止

又は制限 

 海上における火気使用禁止、その他必要な広

報を行うとともに、関係機関に協力を要請す

る。 

 

 
２ 関係機関と協力し、沿岸住民及び危険物貯

蔵所等に対し、火気管理の指導、その他必要

な広報を行う。 

３ 沿岸住民への被害

拡大防止措置の指導 

 

４ 関係機関と協力し、沿岸住民に対する避難

勧告、退去命令の伝達及び避難誘導にあた

る。 

５ 危険物貯蔵所の自

衛措置の強化指導 

 

６ 船体並びに流出引

油の非常処分 

７ 沿岸漂流油の引火

防止 

  

 
８ 沿岸危険区域における交通の禁止及び制

限を行う。 

９ その他必要な措置

を行う。 

 
 その他必要な措置

を行う。 
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24－３ 流出油等災害対策基本対応手順 

 

茨城県沿岸排出油等防除協議会会長が 
必要に応じて総合調整本部を設置 
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24－４ 茨城県沿岸排出油等防除協議会 

① 会  則 

 （目的） 

第１条 この協議会は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和45年法律第136号）第43条の

６第１項の協議会として、茨城県沿岸海域において排出された大量の油又は有害液体物質(以下「排

出油等」という)が、沿岸に漂着またはそのおそれがある場合の防除活動について必要な事項を協議

し、会員それぞれの立場で実施する防除活動の総合調整を行うことを目的とする。 

 （会の名称） 

第２条 この協議会の名称を「茨城県沿岸排出油等防除協議会」（以下「協議会」という）という。 

 （協議会の業務） 

第３条 協議会は、次の業務を行う。 

(1) 排出油等防除計画の策定 

(2) 排出油等防除能力の把握 

(3) 排出油等防除に必要な施設、資機材の整備の推進 

(4) 排出油等防除に関する研修及び訓練 

(5) 会員が行う防除活動の連携についての総合調整 

(6) その他排出油等防除に必要な事項 

 （組織） 

第４条 協議会は、会長、副会長及び会員をもって組織する。 

２ 会長は、茨城海上保安部長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 副会長は３名とし、会員の中から会長が指名する。 

５ 会員は、茨城県沿岸海域等において排出油等防除に関係ある別表に掲げる行政機関、団体及び企業

とする。 

６ 協議会に、排出油等防除に関する技術的事項の調査、研究及び事故発生時における技術的事項に関

する助言を行うため、技術専門委員会をおくことができる。 

７ 技術専門委員会の委員は、会員の推進する者のうちから第５条の会議の同意を得て会長が指名する。 

 （会議） 

第５条 会議は、定例会議及び臨時会議とし、会長が招集する。 

２ 定例会議は、年１回開催する。 

３ 臨時会議は、必要に応じ開催する。 

４ 会議の議長は、会長が務めるものとする。 

 （資料の交換） 

第６条 会員は、排出油等防除の際に必要な次の資料を年１回（４月１日現在）、会長に提出するものと

する。 
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 なお、変更が生じた場合は随時報告するものとする。 

(1) 施設、資機材の整備、保有状況 

(2) 情報連絡体制（連絡担当者、昼夜間の電話番号等） 

(3) その他必要事項 

 （訓練等） 

第７条 排出油等事故発生時における会員の防除活動の技術、知識向上のため、随時訓練等を実施する

ものとする。 

 （速報） 

第８条 会長は、第１条の目的に定める排出油等の情報を入手した場合は、会員に速報するものとする。 

 （総合調整本部の設置及び活動の調整） 

第９条 会長は、第１条の目的に定める排出油等の情報を入手し、必要と認める場合は、直ちに総合調

整本部を設置し、会長が調整本部長を兼務して防除活動の調整及び情報の提供を行うものとする。 

２ 前項の総合調整本部を設置した場合は、会員の全部若しくは一部の会員の所属する職員を総合調整

本部に派遣するものとする。 

３ 会長は必要に応じて、原因者、ＰＩ等の保険機関担当者(保険査定人を含む)、一般財団法人海上災

害防止センターの職員その他の防除を的確に実施するために必要となる知識を有する者及びその防

除措置を講ずるために有効であると認められる者等会員以外の関係者も総合調整本部に参加させる

ものとする。 

 （排出油等防除計画に係る意見の提出） 

第10条 協議会は、同法律第43条の６第２項の規定に基づき、会員の協議により必要と認める場合は、

茨城県沿岸海域に係る同法第43条の５第１項の排出油等防除計画について、海上保安庁長官に対し意

見を述べるものとする。 

 （協議） 

第11条 この会則に疑義が生じた場合、及びこの会則に定められていない事項について協議の必要があ

る場合には、その都度協議し決定するものとする。 

 （庶務） 

第12条 協議会の庶務は、茨城海上保安部が行い、茨城県生活環境部防災・危機管理局防災・危機管理

課は、これに協力するものとする。 

付則 

この会則は、平成９年６月26日から施行する。 

平成16年10月５日 一部改正 

平成17年11月17日 一部改正 

平成19年11月14日 一部改正 

平成25年２月25日 一部改正 

平成27年２月９日 一部改正 
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② 茨城県沿岸排出油等防除協議会連絡系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 ※基本的連絡系統を示す。 

 

茨城県県民生活環境部 

（環境対策課） 

茨城県土木部 

茨城県農林水産部

 

茨城県警察本部 

（地域課・警備課） 

沿岸市町村 

（９市町村） 

沿岸消防本部 

（７消防本部） 

日本原子力発電株式会社 

東海第二発電所 

関東地方整備局 

茨城県防災・危機管理部 

（防災・危機管理課） 

茨城県水難救済会 

 

各港安全対策協議会 

 

第三管区 

海上保安本部 

茨城海上保安部 

銚子海上保安部 

鹿島海上保安署 

日立分室 

茨城沿岸地区漁業協同 

組合連合会 

鹿島埠頭株式会社 

 

三国屋建設株式会社 

 

原 
 

因 
 

者 

発 
 

見 
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24－５ 茨城県沿岸排出油等防除協議会資機材保有量 

（令和元年６月 28日現在） 

 

 

  

 

オイ ルフェ ンス(A) 同左（B) 油処理剤 油処理剤 油回収装置 高粘度油回収ネット 杓 たも網 拠出人員 備　　　　　　　考
ｍ m 枚 ㎏ L ㎏ L kg 箱 基 式  本 本 本 ｍ×ｍ 枚 （用途） 隻 （用途） 台 人

国 茨城海上保安部 119 1296 巡視船艇 2 2 船名：あかぎ・なかかぜ
の 銚子海上保安部 318 1332 1 フレコンバック 10袋 3    〃 3   〃 ：かとり・つくば・とねかぜ

機 鹿島海上保安署 300 119 1800 1    〃 3 2   〃 ：ひたち・よど・うめかぜ

関 関東地方整備局 228
鹿島港湾空港整備事務所   監督船 2 ライトバン 2 11
          小　計 300 228 556 4428 1 1 3 10 6 11
茨城県県民生活環境部

県 　環境対策課
の 茨城県防災・危機管理部
機   防災・危機管理課 普通車 3 2 防災ヘリ1機
関 茨 城 県 土 木 部

  港湾課
　茨城港湾事務所 300 510 540
　同　日立港区事業所 380 380 430 792 15 5 1ｔ 1 その他　カギ棒23本保有
　同　大洗港区事業所 800 1496 670 700
     鹿島港湾事務所 2780 1275 4842 68 10 10
  河川課

　　水戸土木事務所 50 460 3.8×5.4 611
ラ イトバン１

ＳＵＶ１ 6
　　常陸大宮土木事務所 60 700 3.8×5.4 60 6
     高萩工事事務所 400 250 3.8×5.4

9.7×9.9

100

130 10
     鉾田工事事務所 60 140 4.5×5.4 10 5
　　潮来土木事務所 40 350 3.8×5.4 200 4
茨城県農林水産部
  漁政課
  水産振興課
　　平潟漁協 100 68
    大津漁協 100
　　久慈町漁協会瀬支所 40
　　久慈町漁協 60
　　磯崎漁協 100 81
    那珂湊漁協 80
    はさき漁協 120 286 108
茨城県警察本部
          小　計 5470 380 1900 4146 6952 700 68 10 25 5 1150 4 33
北    茨    城    市 230 3.6×5.4 240 2t 1 50

5.4×7.2 60
市 北茨城市消防本部 45 2ｔダンプ 1 50

高       萩       市

町 高萩市消防本部 35 324 3.5×3.5 5 普通車 2 48

日       立       市

資機材運搬2ｔ
゛1.5ｔ
゛軽トラック

1
2
2

村 日立市消防本部 1000 3.5×3.5 5 救助艇 1 ポンプ 10
2.9ｔｸﾚｰﾝ 1

東       海       村 10
ひたちなか市 152 10 440 1 3.6×5.4 6

ゲル化粉末

11

ゲルカ剤   ブルーシート油吸着材 ドラム缶等回収容器 作  業  船　等 車  両  等
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オイ ルフェ ンス(A) オイルフェンス(B) 油処理剤 油処理剤 油回収装置 高粘度油回収ネット 杓 たも網 拠出人員 備　　　　　　　考
ｍ ｍ 枚 ㎏ l ㎏ l kg 箱 基 式  本 本 本 ｍ×ｍ 枚 （用途） 隻 （用途） 台 人

3.6×3.6 3 搬送車（2.2ｔ） 1
3.6×5.4 35 和船 4 搬送車（2.9ｔ） 3
5.4×5.4 17

市 5.4×7.2 12 ゴムボート 5
　 大       洗       町 26 6 250 5.4×7.2 4 クレーン車 1 3

3.6×5.4 5
大洗町消防本部 270 36 5.4×7.2 4

町 3.6×5.4 5 2.9tｸﾚｰﾝ付搬送車 1 3
鉾       田       市

村 鹿行広域事務組合消防本部 200

鹿       嶋       市 200
3.6×3.6

6.6×5.4

27

79 トラック 2
神　　　 栖　　 　市 3.6×5.4 475 緊車 3 軽ﾄﾗ 2 ダンプ2 7
鹿島地方事務組合消防本部 360 41.15 1,000 1 消防艇 1 船名：かみす
          小　計 632 2,110 1059.65 1,923 286 1 876 11 29 154

2ｔ貨物　 1 15
民 軽貨物 2
間       大津油槽所 100 226 324 3.6×5.4 2
団       久慈油槽所 80 147 108 5    〃 2
体       那珂湊油槽所 220 198 252 2 2    〃 2
等       鹿島灘油槽所 40 45 　 　

      波崎油槽所 260 20 113 396 5    〃 2
茨城県水難救済会 救助艇 1

10×10 6 監督巡視船 1 2ｔ車 2

3.6×3.6 1 作業船 8 ユニック 2

ライトバン 5

常陸那珂港船舶安全対策協議会 340 165 180 5 4 作業船 1 軽トラック 1 20
大洗港入出港安全対策協議会 79 2 10×10 1 作業船 1 軽トラック 1 20
鹿島港災害対策協議会 1,600 11,640 17,152 23,705 150 68㍑ 2 160 168 57 36 警戒船2 作業船3 5
石油連盟海水油汚濁処理機構

茨城支部 （補助船） 1
日本原子力発電（株）東海発電所 400 3,200 396 240 3 10×10 2
鹿島埠頭（株） 通船２曳船９ 11

三国屋建設（株） 1,140 1,887 2,886 1 26 ※1 3 11 作業船 5 随時 ※2 ※1 ファスタンク（10ｔ×３基）※2拠出人員随時

            小　計 4,505 12,825 3,240 20,802 29,993 240 150 68㍑ 4 26 179 275 75 56 34 18 86

       合        計 10,607 13,505 7,478 26,564 43,296 526 700 218 68㍑ 7 27 189 303 80 2,082 55 57 284
ｍ m 枚 ㎏ l ㎏ l kg 　 基 式  本 本 本 枚 隻 台 人

80 13
3×3

311 9

 

2

593

日立港安全対策協議会

1,465 25 40 790 1,746

ゲル化粉末 作  業  船　等  ブルーシート

茨城沿海地区漁業協同組合
連合会

ひたちなか東海広域事務
組合消防本部

120  673

ドラム缶等回収容器 車  両  等ゲルカ剤油吸着材

油回収装置
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25 災 害 報 告 

25－１ 消防庁火災・災害即報要領 

 

火災・災害等即報要領 

 

第１ 総  則 

１ 趣  旨 

 この要領は、消防組織法（昭和22年法律第226号）第40条の規定に基づき消防庁長官が求める消

防関係報告のうち、火災・災害等に関する即報について、その形式及び方法を定めるものとする。 

（参考） 

消防組織法第40条 

 消防庁長官は、都道府県又は市町村に対し、消防庁長官の定める形式及び方法により消防統計及

び消防情報に関する報告をすることを求めることができる。 

 

２ 火災・災害等の定義 

 「火災・災害等」とは、火災・災害及びその他の事故をいう。なお、本要領における用語の定義

については、本要領に特別の定めのない限り、「火災報告取扱要領（平成６年４月21日付消防災第

100号）」、「災害報告取扱要領（昭和45年４月10日付け消防防第246号）」、「救急事故等報告要領（平

成６年10月17日付消防救第158号）」の定めるところによる。 

 

３ 報告手続 

(1) 「第２ 即報基準」に該当する火災又は事故（(1)において「火災等」という。）が発生した場

合には、当該火災等が発生した地域の属する市町村（当該市町村が消防の事務を処理する一部事

務組合又は広域連合の構成市町村である場合は、当該一部事務組合又は広域連合をいう。(1)及

び(5)において同じ。）は、火災等に関する即報を都道府県を通じて行うものとする。 

 ただし、２以上の市町村にまたがって火災等が発生した場合又は火災等が発生した地域の属す

る市町村と当該火災等について主として応急措置（火災の防御、救急業務、救助活動、事故の処

理等）を行った市町村が異なる場合には、当該火災等について主として応急措置を行った市町村

又はこれらの火災等があったことについて報告を受けた市町村が都道府県を通じて行うものと

する。 

(2) 「第２ 即報基準」に該当する災害が発生した場合（災害が発生するおそれが著しく大きい場

合を含む。以下同じ。）には、当該災害が発生し、又はおそれがある地域の属する市町村は、災

害に関する即報について都道府県に報告をするものとする。 
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(3) 「第２ 即報基準」に該当する火災・災害等が発生した場合には、都道府県は、市町村からの

報告及び自ら収集した情報等を整理して、火災・災害等に関する即報について消防庁に報告をす

るものとする。 

(4) 「第３ 直接即報基準」に該当する火災・災害等が発生した場合には、市町村は、第１報を都

道府県に加え、消防庁に対しても、報告するものとする。この場合において、消防庁長官から要

請があった場合については、市町村は、第１報後の報告を引き続き消防庁に対しても行うものと

する。 

(5) 市町村は、報告すべき火災・災害等を覚知したときは、迅速性を最優先として可能な限り早く

（原則として、覚地後３０分以内）、分かる範囲で、その第１報の報告をするものとし、以後、

各即報様式に定める事項について、判明したもののうちから逐次報告をするものとする。都道府

県は、市町村からの報告を入手後速やかに消防庁に対して報告を行うとともに、市町村からの報

告を待たずして情報を入手したときには、直ちに消防庁に対して報告を行うものとする。 

 

４ 報告方法及び様式 

 火災・災害等の即報に当たっては、原則として(1)の区分に応じた様式により、電子メールで報

告するものとする。 

 ただし、電子メールが使用不能になるなど当該方法による報告ができない場合には、迅速性を最

優先とし、電話等通信可能な方法による報告に代えることができるものとする。 

また、第１報後の報告については、各様式で報告が求められている項目が記載された既存資料（地

方公共団体が独自に作成した資料や災害対策本部会議で使用された資料など）による報告に代える

ことができるものとする。 

なお、画像情報を送信することができる地方公共団体は(2)により被害状況等の画像情報の送信

を行うものとする。 

(1) 様式 

ア 火災等即報・・・・・第１号様式及び第２号様式 

 火災及び特定の事故（火災の発生を伴うものを含む。）を対象とする。 

 特定の事故とは、石油コンビナート等特別防災区域内の事故、危険物等に係る事故、原子力

災害及び可燃性ガス等の爆発、漏えい等の事故とする。 

 なお、火災（特定の事故を除く。）については、第１号様式、特定の事故については、第２

号様式により報告をすること。 

イ 救急・救助事故・武力攻撃災害等即報・・・・・第３号様式 

 救急事故及び救助事故並びに武力攻撃災害及び緊急対処事態における災害を対象とする。な

お、火災等即報を行うべき火災及び特定の事故に起因して生じた救急事故等については、第３

号様式による報告を省略することができる。ただし、消防庁長官から特に求められたものにつ
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いては、この限りではない。 

ウ 災害即報・・・・・第４号様式 

 災害を対象とする。なお、災害に起因して生じた火災又は事故については、ア 火災等即報、

イ 救急・救助事故等即報を省略することができる。ただし、消防庁長官から特に求められた

ものについては、この限りではない。 

(2) 画像情報の送信 

地域衛星通信ネットワーク等を活用して画像情報を送信することができる地方公共団体（応援

団体を含む。）は、原則として次の基準に該当する火災・災害等が発生したときは、高所監視カ

メラ、ヘリコプターテレビ電送システム、衛星地球局等を用いて速やかに被害状況等の画像情報

を送信するものとする。 

ア 「第３ 直接即報基準」に該当する火災・災害等 

イ 被災地方公共団体の対応のみでは十分な対策を講じることが困難な火災・災害等 

ウ 報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響が高い火災・災害等（テレビのニュース速報

のテロップ又はテレビ・新聞等のマスコミの全国版のニュースにて報道される火災・災害等を

いう。以下同じ。） 

エ 上記に定める火災・災害等に発展するおそれがあるもの 

 

５ 報告に際しての留意事項 

(1) 都道府県又は市町村は、「第２ 即報基準」又は「第３ 直接即報基準」に該当する火災・災

害等か判断に迷う場合には、できる限り広く報告をするものとする。 

(2) 都道府県又は市町村は、自らの対応力のみでは十分な災害対策を講じることが困難な火災・

災害等が発生したときは、速やかにその規模を把握するための概括的な情報の収集に特に配意

し、迅速な報告に努めるものとする。 

  また、都道府県は、通信手段の途絶等が発生し、区域内の市町村が報告を行うことが十分にで

きないと判断する場合等にあっては、調査のための職員派遣、ヘリコプター等の機材や各種通信

手段の効果的活用等、あらゆる手段を尽くして、被害情報等の把握に努めるものとする。 

(3) 都道府県は、被害状況等の把握に当たって、当該都道府県の警察本部等関係機関と密接な連

携を保つものとする。 

  特に、人的被害の数（死者・行方不明者）については、都道府県が一元的に集約、調整を行う

ものとする。その際、都道府県は、関係機関が把握している人的被害の数について積極的に収集

し、当該情報が得られた際は、関係機関と連携のもと、整理・突合・精査を行い、直ちに消防庁

へ報告をするものとする。 

(4) 市町村は、都道府県に報告をことができない場合は、一時的に報告先を消防庁に変更するも

のとする。この場合において、都道府県と連絡がとれるようになった後は、都道府県に報告する
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ものとする。 

(5) 上記(1)から(4)にかかわらず、災害等により消防機関への通報が殺到した場合には、市町村

はその状況を直ちに消防庁及び都道府県に対し報告をするものとする。 

 

第２ 即報基準 

   火災・災害等即報を報告すべき火災・災害等は次のとおりとする。  

 

１ 火災等即報 

(1) 一般基準 火災等即報については、次のような人的被害を生じた火災及び事故（該当するおそ

れがある場合を含む。）等について報告をすること。 

ア 死者が３人以上生じたもの 

イ 死者及び負傷者の合計が10人以上生じたもの 

ウ 自衛隊に災害派遣を要請したもの 

(2) 個別基準 

 次の火災及び事故については、上記(1)の一般基準に該当しないものにあっても、それぞれ各

項に定める個別基準に該当するもの（該当するおそれがある場合を含む。）について報告をする

こと。 

ア 火災 

（ア）建物火災 

a 特定防火対象物で死者の発生した火災 

b 高層建築物の11階以上の階、地下街又は準地下街において発生した火災で利用者等が避

難したもの 

c 大使館・領事館及び国指定重要文化財の火災 

e 建物焼損延べ面積3、000平方メートル以上と推定される火災 

f 他の建築物への延焼が１０棟以上又は気象状況等から勘案して概ね１０棟以上になる見

込みの火災 

g 損害額１億円以上と推定される火災  

（イ）林野火災 

a 焼損面積10ヘクタール以上と推定されるもの 

b 空中消火を要請又は実施したもの 

c 住宅等へ延焼するおそれがある等社会的に影響度が高いもの 

（ウ）交通機関の火災 

a 航空機火災 

b タンカー火災の他社会的影響度が高い船舶火災 



 

 －784－ 

c トンネル内車両火災 

d 列車火災 

（エ）その他 

     以上に掲げるもののほか、特殊な原因による火災、特殊な態様の火災等 

 （例示） 

  ・ 消火活動を著しく妨げる毒性ガスの放出を伴う火災 

イ 石油コンビナート等特別防災区域内の事故 

       （ア）危険物施設、高圧ガス施設等の火災又は爆発事故 

     （例示） 

・ 危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物等を貯蔵し、又は取り扱う施設の火災又 

        は爆発事故 

（イ）危険物、高圧ガス、毒性ガス等の漏えいで応急措置を必要とするもの 

（ウ）特定事業所内の火災（（ア）以外のもの。） 

ウ 危険物等に係る事故 

 危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物、火薬等（以下「危険物等」という。）を貯蔵

し、又は取り扱う施設及び危険物等の運搬に係る事故で、次に掲げるもの（イの石油コンビナ

ート等特別防災区域内の事故を除く。） 

（ア）死者（交通事故によるものを除く。）又は行方不明者が発生したもの 

（イ）負傷者が５名以上発生したもの 

（ウ）周辺地域の住民等が避難行動を起こしたもの又は爆発により周辺の建物等に被害を及ぼし

たもの 

（エ）500キロリットル以上のタンクの火災、爆発又は漏えい事故 

（オ）海上、河川への危険物等流出事故 

（カ）高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う火災・危険物等の漏えい事故 

エ 原子力災害等 

（ア）原子力施設において、爆発又は火災の発生したもの及び放射性物質又は放射線の漏えいが

あったもの 

（イ）放射性物質を輸送する車両において、火災の発生したもの及び核燃料物質等の運搬中に事

故が発生した旨、原子力事業者等から消防機関に通報があったもの 

       （ウ）原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156号）第10条の規定により、原子力事業者

から基準以上の放射線が検出される等の事象の通報が市町村長にあったもの 

（エ）放射性同位元素等取扱事業所に係る火災であって、放射性同位元素又は放射線の漏えいが

あったもの 

オ その他特定の事故 可燃性ガス等の爆発、漏えい及び異臭等の事故であって、社会的に影響
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度が高いと認められるもの 

カ 消防職員及び消防団員の消火活動等に伴う重大事故 

(3) 社会的影響基準 

 (1)一般基準、(2)個別基準に該当しない火災・事故であっても、報道機関に大きく取り上げら

れる等社会的影響度が高いと認められる場合には報告をすること。 

 

２ 救急・救助事故即報 

 救急・救助事故については、次に該当する事故（該当するおそれがある場合を含む。）について

報告すること。 

(1) 死者５人以上の救急事故 

(2) 死者及び負傷者の合計が15人以上の救急事故 

(3) 救救助者が５人以上の救助事故 

(4) 覚知から救助完了までの所要時間が５時間以上の救助事故 

(5) 消防防災ヘリコプター、消防用自動車等に係る重大事故 

(6) 消防職員及び消防団員の救急・救助活動に伴う重大事故 

(7) 自衛隊に災害派遣を要請したもの 

(8) 上記(1)から(7)に該当しない救急事故であっても、報道機関に大きく取り上げられる等社会的 

影響度が高い救急・救助事故（社会的影響が高いことが判明した時点での報告を含む。） 

（例示） 

・ 列車、航空機、船舶に係る救急・救助事故 

・ バスの転落による救急・救助事故 

・ ハイジャックによる救急・救助事故 

・ 不特定又は多数の者が利用する建築物及び遊戯施設における設備等において発生した救

急・救助事故 

・ 全国的に流通している食品の摂取又は製品の利用による事故で、他の地域において同様

の事案が発生する可能性があり、消費者安全の観点から把握されるべき救急・救助事故 

 

３ 武力攻撃災害等即報 

 武力攻撃災害等については、次の災害による火災・災害等（該当するおそれがある場合を含む。）

について報告をすること。 

(1) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成16年法律第112号。以下

「国民保護法」という。）第２条第４項に規定する災害、すなわち、武力攻撃により直接又は間

接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害 

(2) 国民保護法第１７２条第１項に規定する緊急対処事態における災害、すなわち、武力攻撃の
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手段に準ずる攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放

出その他の人的又は物的災害 

 

４ 災害即報 

 災害即報については、次の基準に該当する災害（該当するおそれがある場合を含む。）について

報告をすること。 

(1) 一般基準 

ア 災害救助法の適用基準に合致するもの 

イ 都道府県又は市町村が災害対策本部を設置したもの 

ウ 災害が２都道府県以上にまたがるもので一の都道府県における被害は軽微であっても、全国

的に見た場合に同一災害で大きな被害を生じているもの 

エ 気象業務法第１３条の２に規定する大雨、津波、火山噴火等に係る特別警報が発表されたも

の 

オ 自衛隊に災害派遣を要請したもの 

(2) 個別基準 

  次の災害については(1)の一般基準に該当しないものであっても、それぞれ各項に定める個別

基準に該当するもの（該当するおそれがある場合を含む。）について報告をすること。 

ア 地震 

（ア）当該都道府県又は市町村の区域内で震度５弱以上を記録したもの 

イ 津波 

（ア）津波警報又は津波注意報が発表されたもの 

（イ）人的被害又は住家被害を生じたもの 

ウ 風水害 

（ア）崖崩れ、地すべり、土石流等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

（イ）洪水、浸水、河川の溢水、堤防の決壊又は高潮等により、人的被害又は住家被害を生じた

もの 

（ウ）強風、竜巻などの突風により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

エ 雪害 

（ア）積雪、雪崩等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

（イ）積雪、道路の凍結、雪崩等により、孤立集落を生じたもの 

オ 火山災害 

（ア）噴火警報（火口周辺）が発表されたもの 

（イ）火山の噴火により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

(3) 社会的影響基準 
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 (1)一般基準、(2)個別基準に該当しない災害であっても、報道機関に大きく取り上げられる等

社会的影響度が高いと認められる場合には報告すること。 

 

第３ 直接即報基準 

 市町村は、特に迅速に消防庁に報告すべき次の基準に該当する火災・災害等（該当するおそれが

ある場合を含む。）については、直接消防庁に報告をするものとする。 

 

１ 火災等即報 

(1) 交通機関の火災 

  第２の１の(2)のアの（ウ）に同じ。 

(2) 石油コンビナート等特別防災区域内の事故 

  第２の１の(2)のイの（ア）、（イ）に同じ。 

(3) 危険物等に係る事故（(2)の石油コンビナート等特別防災区域内の事故を除く。） 

ア 第２の１の(2)のウの（ア）、（イ）に同じ。 

イ 危険物等を貯蔵し、又は取り扱う施設の火災・爆発事故で、当該工場等の施設内又は周辺で、

500平方メートル程度以上の区域に影響を与えたもの 

ウ 危険物等を貯蔵し、又は取り扱う施設からの危険物等の漏えい事故で、次に該当するもの 

（ア）海上、河川へ危険物等が流出し、防除・回収等の活動を要するもの 

（イ）500キロリットル以上のタンクからの危険物等の漏えい等 

エ 市街地又は高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う漏えいで、付近住民の避難、

道路の全面通行禁止等の措置を要するもの 

オ 市街地又は高速道路上において発生したタンクローリーの火災 

(4) 原子力災害等 

 第２の１の(2)のエに同じ。 

(5) ホテル、病院、映画館、百貨店において発生した火災 

(6) 爆発、異臭等の事故であって、報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響度が高いもの

（武力攻撃事態等又は緊急対処事態への発展の可能性があるものを含む。） 

 

２ 救急・救助事故即報 

 死者及び負傷者の合計が15人以上発生した救急・救助事故で次に掲げるもの 

(1) 列車、航空機、船舶の衝突、転覆等による救急・救助事故 

(2) バスの転落等による救急・救助事故 

(3) ハイジャックによる救急・救助事故 

(4) 映画館、百貨店、駅構内等不特定多数の者が集まる場所における救急・救助事故 
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(5) その他報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響度が高いもの 

 

３ 武力攻撃災害即報 

 第２の３の(1)、(2)に同じ。 

 

４ 災害即報 

(1) 地震が発生し、当該市町村の区域内で震度５強以上を記録したもの（被害の有無を問わない。） 

(2) 第２の４の(2)のイ、ウ及びオのうち、死者又は行方不明者が生じたもの 

 

第４ 記入要領 

 第１号、第２号、第３号及び第４号様式の記入要領は、次に定めるもののほか、それぞれの報告

要領（「火災報告取扱要領」、「災害報告取扱要領」、「救急事故等報告要領」）の定めるところによる。 

 

＜火災等即報＞ 

１ 第１号様式（火災） 

(1) 火災種別 

 「火災種別」の欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。 

 (2) 消防活動状況 

       当該火災の発生した地域の消防機関の活動状況のほか、他の消防機関への応援要請及び消防機   

関による応援活動の状況についても記入すること。 

(3) 救急・救助活動状況 

 報告時現在の救助活動の状況、救助人員の有無、傷病者の搬送状況等について記入すること（消

防機関等による応援活動の状況を含む。）。 

(4) 災害対策本部等の設置状況 

 当該火災に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本部等

を設置した場合には、その設置及び廃止の日時を記入すること。 

(5) その他参考事項 

 次の火災の場合には、「その他参考事項」欄に、各項に掲げる事項を併せ記入すること。 

ア 死者３人以上生じた火災 

（ア）死者を生じた建物等（建物、車両、船舶等をいう。アにおいて同じ。）の概要 

a 建物等の用途、構造及び周囲の状況 

b 物等の消火設備、警報設備、避難設備、防火管理者の有無及びその管理状況並びに予防

査察の経過 

（イ）火災の状況 
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a 発見及び通報の状況 

b 避難の状況 

イ 建物火災で個別基準のe、f又はgのいずれかに該当する火災 

（ア）発見及び通報の状況 

（イ）延焼拡大の理由 

     a 消防事情 イ 都市構成 ウ 気象条件 エ その他 

b 焼損地域名及び主な焼損建物の名称 

c り災者の避難保護の状況 

d 都道府県及び市町村の応急対策の状況（他の地方公共団体の応援活動を含む。） 

ウ 林野火災 

（ア）火災概況（火勢、延焼の状況、住家への影響、避難の状況等） 

 ※ 必要に応じて図面を添付する。 

（イ）林野の植生 

（ウ）自衛隊の派遣要請、出動状況 

（エ）空中消火の実施状況（出動要請日時、消火活動日時、機種（所属）、機数等） 

エ 交通機関の火災 

（ア）車両、船舶、航空機等の概要 

（イ）焼損状況、焼損程度 

 

２ 第２号様式（特定の事故） 

(1) 事故名（表頭）及び事故種別 

 特定の事故のうち、「事故名」及び「事故種別」の欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。 

(2) 事業所名 

 「事業所名」は、「○○（株）○○工場」のように、事業所の名称のすべてを記入すること。 

(3) 特別防災区域 

 発災事業所が、石油コンビナート等災害防止法（昭和50 年法律第84 号。以下この項において

「法」という。）第２条第２号に規定する特別防災区域内に存する場合のみ、当該地区名を記入

すること。また、法第２条第４号に規定する第一種事業所にあっては、「レイアウト第一種」、「第

一種」のいずれかを、同条第５号に規定する第二種事業所は「第二種」を、その他の事業所は「そ

の他」を○で囲むこと。 

(4) 覚知日時及び発見日時 

 「覚知日時」は、消防機関が当該事故を覚知した日時を、「発見日時」は事業者が当該事故を

発見した日時を記入すること。 

(5) 物質の区分及び物質名 
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 事故の発端となった物質で、欄中、該当するものの記号を○で囲み、物質の化学名を記入する

こと。なお、当該物質が消防法（昭和23年法律第186号）で定める危険物である場合には、危険

物の類別及び品名について記入すること。 

(6) 施設の区分 

 欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。 

(7) 施設の概要 

 「○○と××を原料とし、触媒を用いて＊＊製品を作る△△製造装置」のように記入すること。

なお、当該施設が危険物施設である場合には、危険物施設の区分（製造所等の別）についても記

入すること。 

(8) 事故の概要 

 事故発生に至る経緯、態様、被害の状況等を記入すること。 

(9) 消防防災活動状況及び救急救助活動状況 

 防災本部、消防機関及び自衛防災組織等の活動状況並びに都道府県又は市町村の応急対策の状

況を記入すること。また、他の消防機関等への応援要請及び消防機関等による応援活動の状況に

ついても記入すること。 

(10) 災害対策本部等の設置状況 

 当該事故に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本部等

を設置した場合には、その設置及び廃止の日時について記入すること。 

(11) その他参考事項 

 以上のほか、特記すべき事項があれば、記入すること。 

 （例） 

  ・ 自衛隊の派遣要請、出動状況 

(12) 原子力災害等の場合 

ア 原子力災害等が発生するおそれがある場合には、「発生」を「発生のおそれ」に読み替える

こと。 

イ 原子力災害等による死傷者については、「負傷者」を「負傷者」、「被ばく者」、「汚染者」に

区分して記入すること。 

ウ その他参考事項として、付近住民の避難、屋内避難及び安定ヨウ素剤服用の状況を記入する

とともに、地域防災計画に「原子力発電所異常事態通報様式」等が定められている場合には、

当該通報の内容を併せて報告すること。 

 

＜救急・救助事故・武力攻撃災害等即報＞ 

３ 第３号様式（救急・救助事故等） 

(1) 事故災害種別 
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 「事故災害種別」の欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。 

(2) 事故等の概要 「事故等の概要」は、発生した事故等の種別、概略、経過等を記入すること。 

(3) 死傷者等 

ア 「死傷者等」には、急病人等を含む。 

イ 「不明」とは、行方不明等所在が判明しないものをいう。 

(4) 救助活動の要否 

 救助活動を要する又は要した事故であるか否かを記入すること。 

(5) 要救護者数（見込） 

 救助する必要がある者（行方不明者あるいは救助の要否が不明の者を含む。）で、未だ救助さ

れていない者の数を記入すること。 

 また、「救助人員」は、報告時点で救助が完了した者の数を記入すること。 

(6) 消防・救急・救助活動状況 

 出動した消防隊、救急隊、救助隊等（応援出動したものを含む。）について、所属消防本部名、

隊の数、人員、出動車両数等を記入するとともに、傷病者の搬送状況等活動の状況について記入

すること。 

(7) 災害対策本部等の設置状況 

 当該事故に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本部等

を設置した場合には、その設置及び廃止の日時について記入すること。 

(8) その他参考事項 

 以上のほか、応急措置等について、特記すべき事項があれば記入すること。 

 （例） 

  ・ 都道府県、市町村、その他関係機関の活動状況 

  ・ 避難指示の発令状況 

  ・ 避難所の設置状況 

  ・ 自衛隊の派遣要請、出動状況 

   ・ ＮＢＣ検知結果（剤の種類、濃度等） 

   ・ 被害の要員（人為的なもの） 

      不審物（爆発物）の有無 

      立てこもりの状況（爆弾、銃器、人物等） 

 

＜災害即報＞ 

４ 第４号様式 

(1) 第４号様式（その１）（災害概況即報） 

 災害の具体的な状況、個別の災害現場の概況等を報告する場合、災害の当初の段階で被害状況
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が十分把握できていない場合（例えば、地震時の第１報で、死傷者の有無、火災、津波の発生の

有無等を報告する場合）には、本様式を用いること。 

ア 災害の概況 

（ア）発生場所、発生日時 

     当該災害が発生した具体的地名（地域名）及び日時を記入すること。 

（イ）災害種別概況 

a 風水害については、降雨の状況及び河川のはん濫、溢水、崖崩れ、地すべり、土石流等

の概況 

b 震については、地震に起因して生ずる火災、津波、液状化、崖崩れ等の概況 

c 雪害については、降雪の状況並びに雪崩、溢水等の概況 

d 火山噴火については、噴火の状況及び溶岩流、泥流、火山弾、火山灰等の概況 

e その他これらに類する災害の概況 

イ 被害の状況 

 当該災害により生じた被害の状況について、判明している人的被害及び住家の被害に重点を

置いて記入すること。 

  １１９番通報の件数を記入する欄については、第３ 直接即報基準に該当する災害におい

て、市町村から消防庁に直接報告をする際に記入すること。 

  なお、１１９番通報件数については、災害対応の初期段階において、災害の規模を推察する

上で重要な情報となるため、集計が困難な場合は、入電の多寡について可能な限り報告をする

こと。 

ウ 応急対策の状況 

（ア）当該災害に対して、災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本部等（以下、「災害対

策本部等」という。）を設置した場合にはその設置及び廃止の日時を記入すると。 

   なお、複数の市町村で災害対策本部等を設置するなど、当該欄に記入できない場合には、

任意の様式を用いて報告すること。 

   また、庁舎被害等の発生に起因して、予定された場所以外に災害対策本部等が設置される

など特記すべき事象がある場合は、その旨を併せて記入すること。 

（イ）消防機関等の活動状況については、地元消防本部、消防団、消防防災ヘリコプター、消防

組織法第39条に基づく応援消防本部等について、その出動規模、活動状況等をわかる範囲内

で記入すること。 

（ウ）自衛隊の災害派遣要請を行った場合にはその日時及び内容を記入すること。 

（エ）その他都道府県又は市町村が講じた応急対策については、避難所の設置状況、他の地方公

共団体への応援要請等について記入すること。 

  また、大雨、津波、火山噴火等に係る特別警報が発表された場合などにおいては、警報の伝 
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達、避難指示等の発令状況等の警戒・避難対策について記入すること。なお、避難指示等の発 

令状況については、第４号様式（その１）別紙を用いて報告すること。 

 

(2) 第４号様式（その２）（被害状況即報） 

   管内の被害状況や避難に関する状況等を把握できる段階に至った場合、本様式を用いること。 

ア 各被害欄 

    原則として、報告の時点で判明している最新の数値を記入する。ただし、被害額については、 

省略することができる。 

 なお、「水道」、「電話」、「電気」及び「ガス」については、それぞれ報告時点における断水戸 

数、通話不能回線数、停電戸数及び供給停止戸数を記入すること。 

イ 災害対策本部等の設置状況 

当該災害に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本

部等を設置した場合には、その設置及び廃止の日時について記入すること。 

ウ 災害救助法適用市町村名 

     市町村毎に、適用日時を記入すること。 

エ 災害の状況 

災害の状況欄には次の事項を記入すること。 

（ア）災害の発生場所 被害を生じた市町村名又は地域名 

（イ）災害の発生日時 被害を生じた日時又は期間 

（ウ）災害の種類、概況 台風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波等の種別、災害の経過、

今後の見通し等 

オ 応急対策の状況 

  消防機関等の活動状況について記入するとともに、自衛隊の災害派遣要請を行った場合に

はその日時及び内容を記入すること。 
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第１号様式（火災） 

第   報 

 報 告 日 時 年 月 日 時 分 

 都 道 府 県  

消防庁受信者氏名        
市 町 村 
（ 消 防 本 部 名 ） 

 

 報 告 者 名  

※ 特定の事故を除く。 

火 災 種 別 １ 建物 ２ 林野 ３ 車両 ４ 船舶 ５ 航空機 ６ その他 

出 火 場 所  

出 火 日 時 

（覚知日時） 

    月  日  時  分 

 （  月  日  時  分） 

（鎮圧日時） 

鎮 火 日 時 

 （  月  日  時  分） 

    月  日  時  分 

火元の事態・ 

用 途 
 

事 業 所 名 

(代表者氏名) 
 

出 火 箇 所  出 火 原 因  

死 傷 者 

死者（性別・年齢）    人 

 

 

負傷者 重 症      人 

    中等症      人 

    軽 症      人 

死者の生じた 

理 由 
 

建 物 の 概 要 
  構造 

  階層 

建築面積 

延べ面積 
 

焼 損 程 度 
焼損 

棟数 

全 焼  棟 

半 焼  棟 

部分焼  棟 

ぼ や  棟 

計  棟 焼 損 面 積 

建物焼損床面積       ㎡ 

建物焼損表面積       ㎡ 

林野焼損面積              ａ 

り 災 世 帯 数               世帯 気 象 状 況  

消防活動状況 

消防本部（署）            台             人 

消 防 団               台             人 

その他（消防防災ヘリコプター等）   台・機           人 

救 急 ・ 救 助 

活 動 状 況 
 

災害対策本部 

等の設置状況 
 

その他参考事項 

 

 

 

（注） 第１報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く（原則として、覚知後30分以内）分か

る範囲で記載して報告すること。（確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨

（「未確認」等）を記入して報告すれば足りること。） 
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第２号様式（特定の事故） 第   報 

 
１ 石油コンビナート等特別防災区域内の事故 

２ 危険物等に係る事故 

３ 原子力災害 

４ その他特定の事故 

報 告 日 時   年 月 日 時 分 

事故名 都 道 府 県  

 
市 町 村 
（ 消 防 本 部 名 ） 

 

          消防庁受信者氏名        報 告 者 名  

 

事 故 種 別 １ 火災 ２ 爆発 ３ 漏えい ４ その他（     ） 

発 生 場 所  

事 業 所 名  特別防災区域 
 レイアウト第一種、第一種、 

 第二種、その他 

発 生 日 時 

（覚知日時） 

    月  日  時  分 

 （  月  日  時  分） 

発 見 日 時     月  日  時  分 

鎮 火 日 時 

（処理完了） 

    月  日  時  分 

 （  月  日  時  分） 

消防覚知方法  気 象 状 況  

物 質 の 区 分 
1 危険物 2 指定可燃物 3 高圧ガス 4.可燃性ガス 

5 毒劇物 6 RI等 7 その他（    ） 
物 質 名  

施 設 の 区 分 １ 危険物施設 ２ 高危混在施設 ３ 高圧ガス施設 ４ その他（     ） 

施 設 の 概 要  
危険物施設の 

区 分 
 

事 故 の 概 要  

死 傷 者 

死者（性別・年齢）    人 負傷者等       人（    人） 

   重 症     人（    人） 

   中等症     人（    人） 

   軽 症     人（    人） 

消 防 防 災 

活 動 状 況 

及 び 

救 急 ・ 救 助 

活 動 状 況 

警戒区域の設定  月  日  時  分 

使用停止命令   月  日  時  分 

出 場 機 関 出 場 人 員 出 場 資 機 材 

事

業

所 

自衛防災組織 人  

共同防災組織 人  

そ の 他 人  

消 防 本 部 （ 署 ） 台 
人  

消 防 団 台 
人  

消防防災ヘリコプター 機 
人  

海 上 保 安 庁 人  

自 衛 隊 人  

そ の 他 人  

災害対策本部 

等の設置状況 
 

その他参考事項 

 

（注） 第１報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く（原則として、覚知後30分以内）分か

る範囲で記載して報告すること。（確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨

（「未確認」等）を記入して報告すれば足りること。） 
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第３号様式（救急・救助事故・武力攻撃災害等） 

 第   報 

 報 告 日 時 年 月 日 時 分 

 都 道 府 県  

 
市 町 村 
（ 消 防 本 部 名 ） 

 

消防庁受信者氏名        報 告 者 名  

 

事故災害種別 １ 救急事故 ２ 救助事故 ３ 武力攻撃災害 ４ 緊急対処事態 

発 生 場 所  

発 生 日 時 

（覚知日時） 

   月  日  時  分 

 （ 月  日  時  分） 
覚 知 方 法  

事 故 の 概 要 

 

 

 

 

 

死 傷 者 等 

死者（性別・年齢） 

 

 

        計     人 

負傷者等        人（      人） 

 

   重 症      人（      人） 

   中等症      人（      人） 

   軽 症      人（      人） 不明            人 

救 助 活 動 の 

要 否 

 

 

 

 

 

要救護者数(見込)  救 助 人 員  

救 急 ・ 救 助 

活 動 の 状 況 

 

 

 

 

 

災害対策本部 

等の設置状況 
 

その他参考事項 

 

 

 

（注） 負傷者等欄（  ）書きは、救急隊による搬送人員を内書きで記入すること。 

（注） 第１報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く（原則として、覚知後30分以内）分か 

る範囲で記載して報告すること。（確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨

（「未確認」等）を記入して報告すれば足りること。） 
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第４号様式（その１） 

   （災害概況即報） 
報 告 日 時 年 月 日 時 分 

都 道 府 県  

          消防庁受信者氏名        
市 町 村 
（ 消 防 本 部 名 ） 

 

災害名          （第  報） 報 告 者 名  

 

災 

害 

の 

概 

況 

発 生 場 所  発 生 日 時   月  日  時  分 

 

 

 

 

 

 

被 

害 

の 

状 

況 

人 的 

被 害 

死 者  人 重傷  人 

住 家 

被 害 

全 壊     棟 床上浸水  棟 

半 壊  棟 床下浸水  棟 

不 明  人 軽傷  人 
一部損壊     棟 未 分 類  棟 

１１９番通報の件数 

 

応 
急 
対 

策 

の 

状 

況 

災 害 対 策 本 部 等 の 

設 置 状 況 

（都道府県） （市町村） 

  

消防機関等の活動状況 

（地元消防本部、消防団、消防防災ヘリコプター、消防組織法第39条に基づく応援消防本

部等について、その出動規模、活動状況等をわかる範囲で記入すること。） 

 

 

 

 

 

 

 

自 衛 隊 派 遣 の 

要 請 の 状 況 
 

その他都道府県又は市町村が講じた応急対策 

（注） 第１報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く（原則として、覚知後30分以内）分か 

る範囲で記載して報告すること。（確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨

（「未確認」等）を記入して報告すれば足りること。） 

（注） 住家被害のうち、その程度が未確定のものについては、「未分類」の欄に計上すること。
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第４号様式（その１）別紙 

                                都道府県名   （    ） 

 （避難指示等の発令状況） 

市町村名 
緊急安全確保 発令日時 避難指示 発令日時 高齢者等避難 発令日時 

対象世帯数(※) 対象人数(※) 解除日時 対象世帯数(※) 対象人数(※) 解除日時 対象世帯数(※) 対象人数(※) 解除日時 

      
  

    
  

    
  

      

      
  

    
  

    
  

      

      
  

    
  

    
  

      

      
  

    
  

    
  

      

      
  

    
  

    
  

      

      
  

    
  

    
  

      

      
  

    
  

    
  

      

      
  

    
  

    
  

      

      
  

    
  

    
  

      

      
  

    
  

    
  

      

      
  

    
  

    
  

      

      
  

    
  

    
  

      

   
 

  
 

  
 

   

      
  

    
  

    
  

      

      
  

    
  

    
  

      

      
  

    
  

    
  

      

      
  

    
  

    
  

      

※ 対象世帯数等を確認中の場合は、空欄にせず「確認中」と記載すること。  
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第４号様式（その２） 

  （被害状況即報） 

都 道 府 県  区     分 被    害 

災 害 名 

報 告 番 号 

災害名 

 

第     報 

（  月  日  時現在） 

そ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

他 

田 

流失・埋没 ha  

冠 水 ha  

畑 

流失・埋没 ha  

報 告 者 名  
冠 水 ha  

学 校 箇所 

 

区     分 被     害 病 院 箇所 

 

人 

的 

被 

害 

死 者 人  道 路 箇所 

 

 うち災害関連死者 人  橋 り ょ う 箇所 

 

行 方 不 明 者 人  河 川 箇所 

 

負

傷

者 

重 傷 人  港 湾 箇所 

 

軽 傷 人  砂 防 箇所 

 

住 
 
 
 
 
 
 

家 
 
 
 
 
 
 

被 
 
 
 
 
 
 

害 

全 壊 

棟  清 掃 施 設 箇所 

 

世
帯 

 崖 く ず れ 箇所 

 

人  鉄 道 不 通 箇所 

 

半 壊 

棟  被 害 船 舶 隻  

世
帯 

 水 道 戸  

人  電 話 回線 

 

一 部 破 損 

棟  電 気 戸  

世
帯 

 ガ ス 戸  

人  ブ ロ ッ ク 塀 等 箇所 

 

床 上 浸 水 

棟  

   世
帯 

 

人  

床 下 浸 水 

棟  り 災 世 帯 数 世帯 

 

世
帯 

 り 災 者 数 人  

人  火

災

発

生 

建 物 件  

非
住
家 

公 共 建 物 棟  危 険 物 件  

そ の 他 棟  そ の 他 件  
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区    分 被   害 
等 

 

の 
 

設 
 

置 
 

状 
 

況 

災 
 

害 
 

対 
 

策 
 

本 
 

部 

都

道

府

県 

 公 立 文 教 施 設 千円  

農 林 水 産 業 施 設 千円  

市 
 
 

町 
 
 

村 

 

公 共 土 木 施 設 千円  

そ の 他 の 公 共 施 設 千円  

小 計 千円  

公共施設被害市町村教 団体  

そ 
 
 
 
 

の 
 
 
 
 

他 

農 産 被 害 千円  

林 産 被 害 千円  

畜 産 被 害 千円  

適

用

市

町

村

名

 
 
 
 
 
 
 
 
 

災

害

救

助

法

 
 
 
 
 
 
 
 
 

計          団体 

水 産 被 害 千円  

商 工 被 害 千円  

   

そ の 他 千円  

被 害 総 額 千円   １１９番通報件数            件 

災
害
の
概
況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

応
急
対
策
の
状
況 

消
防
機
関
等
の
活
動
状
況 

（地元消防本部、消防団、消防防災ヘリコプター、消防組織法第39条に基づく応援消防本部等について、その出動規模、

活動状況等を記入すること。） 

 

 

 

 

 

 

自衛隊の災害派遣 その他 

※１ 被害額は省略することができるものとする。 

※２ １１９番通報の件数は、10件単位で、例えば約10件、30件、50件（50件を超える場合は多数）と

記入すること。 
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第２ 報告要領 

 １ 報告の方法 

(1) 被害状況等の報告は、無線又は有線による電話若しくはファクシミリ等のうち、最も迅速確実

な手段を使うものとする。 

(2) 有線がと絶した場合は、茨城県防災行政無線電話、茨城県非常無線通信協議会構成員所属無線

局又はその他の無線局を利用し県に対し報告又は連格するものとする。 

(3) 通信施設が不通の場合は、通信可能な地域まで伝令を派遣し、報告する等、あらゆる手段をつ

くして報告するようつとめるものとする。 

 ２ 報告の種頻 

   法令等の定めに従い、それぞれ所要の報告を行うものとする。 

 ３ 被害の分類認定基準 

   人及び住家その他被害程度の認定は次の基準によるものとする。 

(1) 人的被害については、次により区分して掲げるが、重軽傷者の別がは握できない場合はとりあ

えず負傷者として報告すること。 

ア 「死者」とは、当該災害が原因で死亡し、死体を確認したものまたは死体は確認できないが、

死亡したことが確実な者とする。 

イ 「行方不明者」とは、当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑のある者とする。 

ウ 「重傷者」とは、当該災害により負傷し、医師の治療を受け、または受ける必要のある者の

うち１ヵ月以上の治療を要する見込みのものとする。 

エ 「軽傷者」とは、当該災害により負傷し、医師の治療を受け、または受ける必要のある者の

うち１ヵ月未満で治療できる見込みのものとする。 

  (2) 住家被害 

ア 「住家」とは、現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどう

かを問わない。 

イ 「全壊」とは、住家が滅失したもので、具体的には住家の損壊、もしくは流失した部分の床

面積が、その住家の延べ面積の70％以上に達したものまたは住家の主要な構成要素の経済的被

害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50％以上に達した程度のものと

する。 

ウ 「半壊」とは、住家の損壊が甚しいが、補修すれば元通りに使用できるもので、具体的には

損壊部分が、その住家の延べ面積の20％以上70％未満のものまたは住家の主要な構成要素の経

済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20％以上50％未満のもの

とする。 

エ 「一部破損」とは、全壊および半壊にいたらない程度の住家の破損で、補修を必要とする程

度のものとする。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは除く。 
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オ 「床上浸水」とは、住家の床より上に浸水したものおよび全壊・半壊には該当しないが、土

砂竹木のたい積により一時的に居住することができないものとする。 

カ 「床下浸水」とは、床上浸水にいたらない程度に浸水したものとする。 

  (3) 非住家被害 

ア 「非住家」とは、住家以外の建物でこの報告中他の被害箇所項目に属さないものとする。こ

れらの施設に人が居住しているときは、当該部分は住家とする。 

イ 「公共建物」とは、例えば役場庁舎、公民館、公立保育所等の公用または公共の用に供する

建物とする。 

ウ 「その他」とは、公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。 

エ 非住家被害は、全壊または半壊の被害を受けたもののみを記入するものとする。 

  (4) その他 

ア 「田の流失、埋没」とは、田の耕土が流失し、また砂利等のたい積のため、耕作が不能にな

ったものとする。 

イ 「田の冠水」とは、稲の先端が見えなくなる程度に水につかったものとする。 

ウ 「畑の流失、埋没」および「畑の冠水」については、田の例に準じて取り扱うものとする。 

エ 「文教施設」とは、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養

護学校、および幼稚園における教育の用に供する施設とする。 

オ 「道路」とは、道路法（昭和27年法律第180号）第２条第１項に規定する道路のうち、橋り

ょうを除いたものとする。 

カ 「橋りょう」とは、道路を連絡するために河川、運河等の上に架設された橋とする。 

キ 「河川」とは、河川法が適用（昭和39年法律第167号）され、もしくは準用される河川もし

くはその他の河川またはこれらのものの維持管理上必要な堤防、護岸、水利、床止その他の施

設もしくは沿岸を保全するために防護することを必要とする河岸とする。 

ク 「港湾」とは、港湾法（昭和25年法律第218号）第２条第５項に規定する水域施設、外かく

施設、けい留施設、または港湾の利用および管理上重要な臨港交通施設とする。 

ケ 「砂防」とは、砂防法（明治30年法律第29号）第１条に規定する砂防施設、同法第３条の規

定によって同法が準用される砂防のための施設または同法第３条の２の規定によって同法が

準用される天然の河岸となる。 

コ 「がけくずれ」とは、自然がけ及び宅地造成に伴う人造がけの崩落、崩壊等により人及び建

物に被害を及ぼし、又は道路、交通等に支障を及ぼしたものをいう。 

ただし、被害を与えなくても、その崩落、崩壊が50立方ｍを超えると思われるものは報告する

ものとする。 

サ 「清掃施設」とは、ごみ処理およびし尿処理施設とする。 

シ 「鉄道不通」とは、汽車、電車等の運行が不能となった程度の被害とする。 



 

－803－ 

ス 「被害船舶」とは、ろかいのみをもって運転する舟以外の舟で、船体が没し、航行不能にな

ったものおよび流失し、所在が不明になったもの、ならびに修理しなければ航行できない程度

の被害を受けたものとする。 

セ 「電話」とは、災害により通話不能となった電信電話の回線数とする。 

ソ 「電気」とは、災害により停電した戸数のうち最も多く停電した時点における戸数とする。 

タ 「水道」とは、上水道又は簡易水道で断水している戸数のうち最も多く断水した時点におけ

る戸数とする。 

チ 「ガス」とは、ガス小売事業で供給停止となっている戸数のうち最も多く供給停止となっ

た時点における戸数とする。 

ツ 「ブロック塀」とは、倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数とする。 

テ 「り災世帯」とは、災害により全壊、半壊および床上浸水の被害を受け通常の生活を維持で

きなくなった生計を一にしている世帯とする。 

 例えば寄宿舎、下宿その他これに類する施設に宿泊するもので共同生活を営んでいるものに

ついては、これを一世帯として扱い、また同一家族の親子、夫婦であっても、生活が別であれ

ば分けて扱うものとする。 

ト 「り災者」とは、り災世帯の構成員とする。 

ナ 「火災発生」については、地震又は火山噴火の場合のみ報告するものとする。 

  (5) 被害金額 

ア 「公立文教施設」とは、公立の文教施設とする。 

イ 「農林水産業施設」とは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律

（昭和25年法律第169号）により補助対象となる施設をいい、具体的には、農地、農業用施設、

林業用施設、漁港施設および共同利用施設とする。 

ウ 「公共土木施設」とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和26年法律第97号）に

よる国庫負担の対象となる施設をいい、具体的には、河川、海岸、砂防施設、林地荒廃防止施

設、道路、港湾および漁港とする。 

エ 「その他の公共施設」とは、公立文教施設、農林水産業施設および公共土木施設以外の公共

施設をいい、例えば庁舎、公民館、児童館、都市施設等の公用または公共の用に供する施設と

する。 

オ 「公共施設被害市町村」とは、公立文教施設、農林水産業施設、公共土木施設およびその他

の公共施設の被害を受けた市町村とする。 

カ 「農産披害」とは、農林水産業施設以外の農産被害をいい、例えばビニールハウス、農作物

等の被害とする。 

キ 「林産被害」とは、農林水産業施設以外の林産被害をいい、例えば立木、苗木等の被害とする。 

ク 「畜産被害」とは、農林水産業施設以外の畜産被害をいい、例えば家畜、畜舎等の被害とする。 
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ケ 「水産被害」とは、農林水産業施設以外の水産被害をいい、例えば、のり、魚貝、漁船等の

被害とする。 

コ 「商工被害」とは、建物以外の商工被害で、たとえば工業原材料、商品、生産機械器具等と

する。 

  (6) その他 

    参考になる事項 
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25－２ 被害状況等報告要領（茨城県） 

 

第１ 報告様式 

  県出先機関は別表１～別表22のうち該当する様式により、被害状況等を報告するものとする。 
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別表１ 

災害による県有財産被害状況報告書 

 年 月 日 時現在 （棟） （m2） （万円） 

主管課名 出先機関の名称 
土      地 建      物 

その他 被害状況 復旧費 
流出・埋没 冠水 崩壊 その他 流出 全壊 半壊 床上浸水 床下漫水 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

１ 報告系統  出先機関 総務部管財班→本部 
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別表２ 

 

社会福祉施設の被害状況報告書 

社会福祉施設被害総括表 (1) 

  年 月 日 時現在 福祉部（福祉政策課） 

 

施設区分 
公   立 私   立 計 

備   考 
箇  所 金  額 箇  所 金  額 箇  所 金  額 

保 護 施 設               

児 童 福 祉 施 設 

（児童遊園を除く） 
              

老 人 福 祉 施 設               

障 害 者 

福 祉 施 設 
              

そ の 他               

合   計               

（金額 単位：千円） 

（報告系統）         
       福祉政策課 
       長寿福祉課 
       障害福祉課 
       少子化対策課   福祉部福祉政策班→本部 
       子ども未来課 
       青少年家庭課 
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社会福祉施設被害内訳表(2) 

 年 月 日 時現在  

  福祉部（福祉政策課） 

施設 

区分 

市 

 町 

 村 

        公     立                          私   立 

保護施設 
児童福祉

施  設 

老人福祉

施  設 

障 害 者 

福祉施設 
その他 合 計 保護施設 

児童福祉 

施  設 

老人福祉

施  設 

障 害 者 

福祉施設 
その他 合 計 

箇所 金額 箇所 金額 箇所 金額 箇所 金額 箇所 金額 箇所 金額 箇所 金額 箇所 金額 箇所 金額 箇所 金額 箇所 金額 箇所 金額  

                                      

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

合 計                         

（金額 単位：千円）        
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社会復帰施設の被害状況報告書 

社会復帰施設被害総括表(1) 

  年 月 日 時現在 福祉部（障害福祉課） 

施設区分 
公立 私立 計 

備   考 
箇  所 金  額 箇  所 金  額 箇  所 金  額 

生 活 訓 練 施 設 

（ 援 護 寮 ） 
              

福 祉 ホ ー ム               

グ ル ー プ ホ ー ム 

（地域生活援助事業） 
              

授 産 施 設               

共 同 作 業 所               

精神科デイケア施設               

そ の 他               

合  計               

（金額 単位：千円） 

（報告系統） 市町村→福祉部避難行動要支援者班→本部 
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社会復帰施設被害内訳表(2) 

 年 月 日 時現在 福祉部（障害福祉課） 

施設

区分

市 

 町 

 村 

公     立 私     立 

生活訓練 

施  設 

福  祉 

ホ ー ム 

グループ 

ホ ー ム 
授産施設 

共  同 

作 業 所 

精 神 科 

デイケア 

施  設 

合  計 
生活訓練 

施  設 

福  祉 

ホ ー ム 

グループ 

ホ ー ム 
授産施設 

共  同 

作 業 所 

精 神 科 

デイケア 

施  設 

合  計 

箇所 金額 箇所 金額 箇所 金額 箇所 金額 箇所 金額 箇所 金額 箇所 金額 箇所 金額 箇所 金額 箇所 金額 箇所 金額 箇所 金額 箇所 金額 箇所 金額 

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                         

合 計                             

（金額 単位：千円）
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別表３ 

 

環境・衛生関係施設等の被害状況報告書 

 

１ 一般廃棄物処理施設の被害状況報告書 

 年 月 日 時現在 

市町村等 施設名 被害内容 被害金額 備考 

          

          

          

          

          

          

          

 報告系統 市町村→資源循環推進課→本部 

 

２ 医療救護活動状況 

 年 月 日 時現在 

市町村 設置状況 

現在ま

での傷

病者受

入 数 

 

医療救護チームの活動状況 

 

 

不足する

医薬品等 

 

後方医療 

施設への 

搬送状況 

 

必要な支援 

 

  ヶ所 人      

           

           

           

           

報告系統 保健所→保健医療部保健政策班→本部 
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３ 衛生関係施設等の被害状況報告書 

 (1) 医療施設（病院、一般診療所、歯科診療所） 

 年 月 日 時現在 

名  称 住  所 被害状況 備  考 

        

        

        

        

        

 

 

 (2) 水道施設の被害状況 

 年 月 日 時現在 

市町村名 水道名 
現  在 

給水人口 
影響世帯数 影響人口 断減水状況 原因 応急対策 備考 

                  

                  

                  

                  

                  

 

 報告系統 保健所→保健医療部医療対策班→本部 
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別表４（様式第１号） 

 

別表５（様式第２号第１表） 
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別表６（様式第２号第２表） 

 

別表７（様式第２号第３表（その１）） 
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別表８（様式第２号第３表（その２）） 

 

別表９（様式第２号第４表） 
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別表10（様式第２号第５表） 

 

別表11（様式第２号の（Ａ）） 

 



 

－815－ 

 

別表12（様式第２号の（Ｂ）） 

 

別表13（様式第２号の（Ｃ）） 
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別表14（様式第２号の（Ｄ）） 

 

別表15（様式第２号の（Ｅ）市町村用） 
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別表16（様式第２号の（Ｅ）農林事務所用） 

 

別表17（様式第２号の（Ｆ）） 
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別表18（様式第２号の（Ｇ）） 
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別表19（様式第２号の（Ｈ）） 

 

別表20（様式第２号の（Ｉ）） 
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別表21（様式第２号の（Ｊ）） 
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別表22（様式第２号の（Ｋ）） 
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別表23（様式第２号の（Ｌ））
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別表23（様式第２号の（Ｌ））続き 
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別表24（様式第２号の（Ｍ））
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